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第５回長野県治水・利水ダム等検討委員会 砥川部会 議事録 
 

○ 開催日時  平成１４年１月２１日（月）午前９時３０分から午後１８時１０分 

○ 開催場所  岡谷市文化会館 小ホール 

○ 出席委員  宮澤部会長以下１８名（藤森委員欠席） 

 

田中治水・利水検討室長 

それでは定刻となりましたので、ただいまから「長野県治水・利水ダム等検討委員会 第５回 砥川

部会」を開催いたします。 

開会にあたりまして宮澤部会長からごあいさついただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

皆さん、おはようございます。大変お忙しいところ集中的にご審議をいただきまして、心から感謝を

申し上げます。また、幹事会の皆さん、それから傍聴の皆さん、またマスコミの皆さん、それぞれあり

がとうございます。 

今日は治水に集中的に審議に入らさしていただきます。その後、利水ということでございますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 

田中治水・利水検討室長 

ありがとうございました。 

ただいまの出席委員は１９名中１７名でございます。条例第７条第５項で準用する第６条第２項の規

定によりまして本部会は成立いたしました。 

それでは宮澤部会長さん、議事進行をお願いいたします。 

 

宮澤部会長 

はい。最初に議事録署名人を指名さしていただきます。新村委員さんと佐原委員さんのお二人にお願

いをいたします。 

続きまして、今日の議事に入っていくわけでございますが、本日は前回積み残しにさしていただきま

した質問、皆さんからそれぞれ出さしていただきました治水案、それを自由にご論議いただいて、今皆

さんのお手元に配らさしていただいておりますこの表にまとめさしていただきました。本来この前の部

会でのお約束は１６日までにご意見をいただいて、そして１８日ぐらいには委員さんのお手元へお配り

したいというお話しでございましたが、残念ながら１８日まで皆さん方の意見がまいりまして、１９・

２０日、日曜日を休日の中でこれを事務局で整理をしていただいたというようなのが実情でございまし

て、本日になりました。いろいろな人たちからそれぞれ熱心なご意見が出てきております。これを一度

ご覧いただく時間をつくりたいと思います。それですので当初これから入っていきたかったんでござい

ますけれど、前回の疑問点の問題がございますのでそれを最初に論議をして、それから治水案に入って

いきたいと思っております。最初に基本高水の問題についてでございますが、ワーキンググループの高

田委員さんの方からご説明いただき、経過の中では幹事会の方からもご説明をいただきまして一定の理

解をしていただきました。その中で小沢委員さんから今お手元にお配りをいたしました「総雨量と流出
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高の関係について」ということで検討依頼が私の手元にまいりました。この内容のことにつきまして、

まず依頼者の小沢委員さんから短時間で申し訳ないんですが５分程度でご説明願います。そして検討結

果についてはワーキングの専門家の意見、高田先生をはじめとして出していただいて、お答えしていた

だくということになります。細かい資料はいただいてございますので、これを検討委員会で検討をして

いただくようにするかどうか、まず小沢委員さんから意見をということでございますので、挙手をして

ください。小沢委員さん。 

 

小沢委員 

それではＯＨＰを使って５分以内になんとかしようとします。 

降雨量と流出高の問題について、１２月２３日の第２回部会で新しい１３点を加えたこういう図が提出

されました。それで、それについて算出の基準を示して欲しいということで翌々日から年明けの８日ま

で、前回の部会までいろいろとお願いしたんですが、結局前回の部会でもって生データ、生の観測デー

タは開示しましょうということで、ああそれで結構ですからと言うんで、前回の部会が終わって開示し

ていただきました。それで、その結果わかったことは、県の流出高の計算と私の流出高の計算でオーバ

ーラップする点もあるんですが…、２、３の点で非常に重要な食い違いがあると。その点についてこれ

から簡単にご説明して、これは部会の皆さんが自分の問題として考えていただいて、部会として結論を

出していかなきゃいけない問題であると同時に、素人の私が提出してそれで幹事会の、地方事務所のダ

ム課の皆さんは専門家ですが、話しはしたところ、基底流量の採り方っていうのに完全に食い違いがあ

ると。そうしてそれは双方譲れないと。私も納得すれば簡単に引き上がりますが割と頑固なところもあ

る人間です。それでお上の方は明治以来一度決めたことは絶対に変えないというのが日本の官僚システ

ムの特徴だそうですが、両方ともこれ以上個人とダム課で解決すべき問題ではないということで、この

問題はやはり基本高水ワーキンググループの先生方の意見をお聞きし、あるいは場合によったならば、

河川工学の専門の方、詳しい方、例えばたまたま名前を知っている東大名誉教授の高橋先生とかいうよ

うな方の意見をお聞きして、そうしてその答えを得た上で、ここでもう一度検討して、そうして基本高

水がどうかということを決めようと思いたいと考えております。 

これが県が１２月２３日に出した線で、私はそれまでこの白抜きの点しかなくて、これをこう結んで

ここはもう飽和雨量を超えてるから４５度の線だと。だから飽和雨量は１３５ミリだと言ったのに、こ

の１点だけでもって言うならいかにも乱暴ではないかと、いうことをずっと主張してきたわけです。そ

うしたら１２月の２３日になって、これだけ１３点新しい洪水がこういうプロット（plot：座標に従っ

て点を決める、点を結んで曲線を書く）されたからこれでいいですと言ったわけです。それでこれが本

当にどうやって計算してんですかって言ったら、それはちょっと再計算中で出せませんと。それじゃ生

データをくださいということで、生データを出して、その生データについて私は一つ一つを短い時間の

間で大変でしたが…。例えば、生データというのはこの何月の何日に雨がどのくらい降って計画対象洪

水はこれで、毎日の流量はこれだけだったという生データをもらうわけです。そうするとそれを９月の

１日からこう流れた流量を、時間…、ハイドログラフと言いますが、こうなる。それでこれはナンバー

１の昭和…、平成１１年９月２０日の洪水なんです。こういうあれを書いたと。そうすると、この洪水

はナンバー１という降水量が２５２ミリと１００年一を超えてるわけですが、降雨量というのはこれで

もってきて面積を、流域面積を掛けて４７０万トンこの時にこの雨で降りましたということはわかりま

す。ところがここでもってここまでが基底流量なのか、このだけの雨がこの雨に由来したのか、あるい
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はこう…、何かわからんけど、水位計が間違ってる。壊れたので、どこが洪水が終わったところがわか

らない。それで私はこれは流出高を計算できないと。県の方はこれで８１％がでたと言いますが、一体

こう採ったのか、こう採ったのか、こう採ったのか、その詳細はわかりません。しかしこういう値は表

に入れるべきではないだろうと思いまして、私は…、県は１番の洪水ここにあれしてますが、私はそれ

に相当するところを点を抜いております。それと同じ洪水が５番。これも平成１１年の９月の洪水です

が、これもわからないから計算できない。そうするとその後に問題になるのは、あとすぐ終わるように

します。４番と１３番。この２つの洪水が高いところ出てるんですが、私が計算し直すと４番と１３番

はこの線の上に乗る流出高になると。それはどういうことかと言いますと、さっき言いましたように、

これは続いてる洪水です。６３年の９月に２日から降り始めたナンバー４番の洪水。これはこういうよ

うに流れて、そして２４日からまたこういう洪水があったと。それで私は洪水…、基底流量っていうの

は洪水の前日の流量であると。それで洪水が終わった日というのは、もう地下水が毎日毎日９７％とか

一定の割合で減りだした時、そこが洪水が終わった時。それであるからこれは基底流量はこうであると。

それからこちらの方について言うならば、これが基底流量であると。従って降雨量３４７万トン、こち

らの方は３４１万トン、ほとんど降雨量同じだったんですが、そのうちの１５５万トンが流れ出たと。

それでそれは４６％であると。ところが県の方は、こちらの方は１２６．７万トン流れ出して３７．１％

が流れ出したと。ところが県の方は９月１日のこの０．６トンというが、これが基底流量だよと。それ

でそれが１０月の１８日まで続いたと。それで流れ出した、この雨が流れ出したのは、こっからこれだ

けの、この長くずらずらずらっとつながったこれをこの洪水に由来するんだとあれして、１０３ミリ流

れて５６％。この降った雨の５６％が出たと。それでこれはやはり基底流量の違い。この点について非

常に重大ですから先ほど申しましたように基本高水検討委員会およびしかるべき先生方必要とあれば、

のご意見を伺って、果たしてこのあれが高いか。これが僕のよりますと飽和雨量は２０１ミリぐらいで

あると。それからこちらのほうはあんまり測定点がありませんが、ここで４５度を引いてやるとこうい

うあれになると。そうすると私の流出高はずっと低くなります。それで県のダム課は一応この私の値を

使って基本高水流量を計算してみましょうと言ってくださいました。そうして、ただ非常に低い値が出

るでありましょうということをおっしゃいました。私も多分そうだろうと思います。それがはっきりし

た段階でその次の段階の議論に私は入ってみたいと思っておりますが。事実としてこういうことを。あ

ともうカバー率についても申し上げたいことがいっぱい、一つあるんですが、もう時間がありませんの

で残念ながら割愛します。今日チャンスがあったらまた。 

 

宮澤部会長 

よろしゅうございますか。今小沢委員さんの方から説明ありましたが、個々の委員さんそれぞれ１９

名私も含めてご意見もそれぞれありますでしょう。それから過日基本高水ワーキングの方から出された

見解もございます。それもお読みいただいた中でもって再度疑問点があったということで小沢さんから

お話しございました。それで検討委員会、ワーキングの方から私どもの方の判断が誤らないような基準

をいただいております。それからここの委員さんについては学識者を必要かどうかとういうことは全員

一致でもって決めていただきたいということで過去に新村委員さんの方からそういうご発言もござい

ました。ですので、私どもは学識のところを受ける時については、あくまでも検討委員会の基本高水ワ

ーキングの皆さんのご決定に従うというのが私どもの基本的な考え方でございますので、今小沢さんの

疑問に対して、申し訳ございませんが、基本高水ワーキングで方針を出されましたら、どうかご持論は
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ご持論として、また学会でご発表になられるのも結構でございますが、それにこだわっていただきます

と、もう前へ論議進んでまいりません。ですので、今小沢さんから出された問題は高田先生おいででご

ざいますが、基本高水ワーキングの方にお任せし、十二分なご検討を依頼したいと思いますが、いかが

でございましょうか。よろしゅうございますか。それじゃあこの問題のことについては基本高水ワーキ

ングへお願いしたいと思います。続きまして… 

 

小沢委員 

基本高水ワーキンググループの先生方を含めて、これはダムをつくるために砥川のところでの流量解

析をしておりますが、本来なら同じデータがある医王渡橋でやるべきであったと、いうことをこの次に

申し上げる予定でしたけれども。 

 

宮澤部会長 

小沢さん、挙手をして発言をしてください。私指名しておりません。それからもう一度申し上げます

けれど、それぞれのところはこの場でなくても委員さん同士でお話しもあるわけですから、どうぞして

いただきたいと思います。短時間の間に集中して様々な人の意見をお聞きしたいと思っておりますので、

どうかよろしくお願いしたいと思います。では、小沢委員さんの検討依頼につきましては、部会として

検討委員会へお願いすることということで決定をさしていただきます。 

次に、今までの論議の中で砥川と東俣川のですね流量配分の問題について多くの方々から意見が出さ

れました。このことにつきまして議題としたいと思いますが、よろしいございますか。それでは流量配

分についての説明をお願いしたいと思います。挙手をお願いいたします。説明する人。はい、米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

諏訪建設事務所の方から松島委員さんから出されました流量配分の問題について説明いたします。 

第４回の部会の時に松島委員さんから資料が手渡されました。前回の時にはさらに松島委員さんからそ

の資料についてはここに今図がありますけれども、この図面の内容についての話しがございました。現

地を歩かれまして洪水痕跡を調べ、その上で流れた後の断面積を出しましたと。その断面積比とさらに

松島先生は流量比でいきますと、試算流量比でいきますと、この図で言いますと、これが砥川本線でご

ざいます。ここが落合といいまして東俣川が合流してくる地点になりますが、この上流と東俣川の出て

きた流量比について２対１ではないかという点が出ました。貯留関数法で現在計画は出されてるわけで

すが、砥川本線ここは約１４０トン。東俣は１３０トンってなっています。これは数字をラウンドして

いる１４２．８をですね１４０トンにしてますけど、計算上では１４２．８トンを使っております。東

俣については１２４．６トンであります。これをラウンドで丸めてですね１３０トンとしていますが、

実際にはこの数字を使っています。これを比で、流量比でいきますと１０対８．７になります。これに

つきまして松島委員さんの方から、いわゆるここに集まってくる水の集水面積。その流域の面積比でい

きますと１０対７になります。１０対７に対して１０対８．７というのは多いではないかという点がご

指摘がございました。さらに松島委員さんが砥川のこの落合の合流から１・２・３点…すいません。１・

２・３点の断面で面積を、いわゆる洪水痕跡から出した面積。それから砥川本線、落合の上流の２点の

断面積、洪水痕跡から断面積。それはここに…これは合流後の下流ですけど、ここに３点の面積が断面

積があります。それからこちらは砥川本線の上流の断面積があります。それから東俣の方の３点の断面
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積が洪水痕跡から求めた断面積がここにあります。そういった面積比でいきますと１０対６だというこ

とで言われております。そういった状況に対して県の方で勾配…、ちょっと…次の画面。流量というも

のはですね、これ河川断面であります。今、松島先生の方から洪水痕跡っていうのはこういうとこに痕

跡が残ってるわけでありますが、この痕跡からこの断面積が提供されております。この断面積に基づい

て県の方でこの河川の勾配とそれからここの状況、護岸があるとかですね天然河岸と言いますが無施設

の状態、それから河床礫（れき）と言いますがここの礫が大きい小さいってありますが、そういった状

態の中でここの流量を出してくださいと。今までのいろいろな災害等のございまして、そういった断面、

それから勾配等からやりました。この流量の出し方はです、やりますが、この断面積に流れる水の流れ

の平均流速を求めますと流量が出ます。その中の要素としては河川の勾配、それから潤辺って言います

がここの流れる水の流れていく時のこの潤辺って言いますが、潤辺長というのがあります。それの要素。

それとこの「Ｒ」っていうのはその面積と潤辺長でありますが、それからここの粗度の状態。先ほど施

設と、今言いましたけど施設とかですね、そういった粗度というのがこれが「Ｎ」であります。この組

み合わせによりまして流速が出ます。はい。今の粗度をですね、砥川本線は勾配が見ていただきますと

下流が約７０分の１前後というような緩さであります。砥川上流につきましては約５０分の１の緩さで

す。河床礫も少し小さいと。東俣に比べてですね。東俣の方は２５分の１。２０分の１か２５分の１と

いう急な川であります。そんな中で粗度係数を換えました。砥川本線については０．０３５。東俣につ

いては０．０４という少し流れにくいというような数字を使っています。この勾配と粗度係数、それか

ら先ほどの潤辺というものを使ってですね流量を出しました。その結果でありますが、砥川本線の下流

が約平均的に１７０トン。それから砥川本線の上流ですが約９０トンっていう数字が出ました。それか

ら東俣については３点先生からいただきましたが、１点については非常に断面積が小さくてですね、さ

らにここは県の資料の中では同じ勾配でいてかなり面積比が違っていますので、一応ここでは棄却さし

ていただきまして、この２点の平均を出さしていただきました。そうすると約７２トンです。そうする

と流量比でいきますと１０対８になりました。それからこの重要なことは砥川本線、落合での砥川本線

と東俣の流量が一応基本的に同じとしてピークが一緒になったという形で出しますとあってきません。

約１０トン近くあっていません。天然河岸の場合に通常０．０３５を使ったりしていることもあります

ので、この粗度係数を一応砥川本線とあわせてやってみました。そうしますと、下流は１７０トン変わ

りませんし、砥川落合の上流は９０トン変わりません。東俣は粗度係数を０．０４から０．０３５に換

えました。そうすると約８２トン出ます。そうすると流量比は１０対９．１っていうの。これで流量的

にはほぼあってきます。ということでですね、そうしますと先生が２対１だというような話しがござい

ましたですが、貯留関数で出しております流量比１４２．８トン対１２４．６トンに対して１０対８．

７トンでありますが、ほぼ貯留関数の出した計画値になっているんではないかという結果が得られまし

た。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。疑問点を一つ一つ糸を解くように解いているわけでございます。まず松島委員さんの方から出

されたご指示に基づいて今事務局の方で試算をさしていただきました。東俣と砥川の合流点における流

量等、今まで多くの委員さんから疑問の点が出されておりました。そしてその断面積については松島委

員さんのご指示によって断面積を設定して、そして計算をしたというのが、今の事務局からの説明であ

ります。このことについてご意見ございましたらお願いします。はい、松島委員さん。 
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松島信幸委員 

再計算していただいたことを、ちょっともう一回教えて欲しいんですけれども、砥川の、東俣の勾配

は７０分の１（諏訪建設事務所 米山ダム課長 いや２０から２５分の１です）ああ、すいません。２

０から… 

 

宮澤部会長 

米山課長。はい。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

勾配はですね、この河床勾配、書いてありますが、東俣がここにあります。２０分の１。（宮澤部会

長 今のでいいですよ。どうぞ）はい。 

 

松島信幸委員 

それから落合上流の砥川本流の河床勾配はいくらになりますか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

本流の上流は５０分の１です。 

 

松島信幸委員 

５０分の１ですね。それでそれぞれの粗度係数が本流が０．０３５… 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長  

はい。 

 

松島信幸委員 

で、東俣が０．０４、それで計算されたそのＶ（ブイ）がどこに出とるんですか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

それぞれの断面ではですね、ここに１６１．… 

 

松島信幸委員 

Ｖ、流速です 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

流速…すいません、すいません。流速は５．１６とかですね、ここの欄に書いてあります。下流はで

すね約５メーター５０前後です。それから上流はですね５メーターから、４メーターから５メーターで

す。で、東俣は５から６です。 
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松島信幸委員 

ちょっとすいませんが、そのこれのもとの資料を印刷したのをいただけないでしょうかね。私も再計

算させていただきたいと思ってますから。 

 

宮澤部会長 

ちょっと松島さん、もし質問がありましたら申し訳ないですけど挙手をお願いします。私のところ通

さないのは聞きませんので、お願いいたします。 

 

松島信幸委員 

ええ、まだ私の質問の続きなんですけどいいですか、ちょっとまだ質問が続いているんですけども… 

 

宮澤部会長 

ですが、その要するに資料は資料としての要求ですね。それでいいですか、切って。はい、お願いい

たします。 

 

松島信幸委員 

それでですね、そういう粗度係数とか勾配は私の方で出したのはちょっと素人ですからあんまり計算

値がよくないと思いますので、皆さんの方からいただいたのをもう一回計算させていただくと、こうい

う意味です。ですから、それはそれに置いておきまして最初に戻ります。１４０対１３０っていうのが

丸められて出てきたっていう説明が最初の段階にありましたですね。流量配分のところで。貯留関数で

説明…計算した結果が１４０・１３０というのは本当は１４２．８：１２４．６だった。そういう説明

ですよね。 

 

宮澤部会長 

はい、米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

もう一度説明さしていただきますが、表示とですね実際の計算値があります。表示は１４０トンと１

３０トンで表示しておりますが、実際の計算値は先ほどの１４２．６トンとですね１２０…ここに出し

たように１２４．６トンで、これで計算を出しております。 

 

松島信幸委員 

はい、それのことはちょっと、もうちょっと基本的な質問をさして欲しいんですけれども。 

 

宮澤部会長 

今松島さんの質問中でから、どうぞ何でも質問してください。はい。 

 

松島信幸委員 

はい。それの計算に用いた流量はどういう流量を使って、または時間というものもどういう時間を使
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ってやられて、こういう結果になったっていうことについては、ちょっとまだよく納得できないんです

けどれも。 

 

宮澤部会長 

今、ここで切りますけどよろしゅうございますか。今の質問いかがですか。はい、米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

答えさしていただきます。これは計算結果であります。過日この貯留関数の場合ですね、各河道これ

は砥川本線、それから東俣の方の河道の貯留関数でやった時に定数設定をしてきました。雨が降ったそ

れに対してどれだけ水が出てくるかっていう中で、こういったトン数の１００年確率で２８４ミリの、

２４８ミリの降雨が平均的に降らした時にですね、砥川の本線は１４２．８トン出てきます。東俣は１

２４．６トンと出てきます。これは結果でございます。 

 

松島信幸委員 

あくまでも平均的に降ったという… 

 

宮澤部会長 

すいません。質問がありましたら他の人のこともありますので、手を挙げてお願いいたします。はい、

松島委員。 

 

松島信幸委員 

全流域に平均的に降ったという仮定で行われたということでしょうか。 

 

宮澤部会長 

米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい、そうです。 

 

宮澤部会長 

よろしいですか。今の件は。はい、松島委員。 

 

松島信幸委員 

それでですね、その平均的というのはどうやってその流量を、何の測定によって流量を出したんでし

ょうか。 

 

宮澤部会長 

基本データの問題のところでどうも行き違いがあるようなんですよ。松島委員さんは自分のお出しに

なられた数字と、松島さんの断面積で査定したもの等の結論が違うもんですから、そういうふうなこと
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でぶつかり合うのは当然だと思うんです。基本データは後で示していただいて、ここで松島委員さんと

諏訪建設事務所でやりとりしていてもそれぞれご意見があるところだと思いますので、今の松島委員さ

んのご質問当然と思いますけど、他の皆さんも流量的な問題のことについてはいろいろ質問持ってらっ

しゃると思いますが、松島委員さん最後まとめて質問してください。 

 

松島信幸委員 

はい、私はよくわからないので、まだ質問させていただいておるんですけれども、そういうものが出

てくるためには、どっかで何かを測っているわけですよね。で、それは時間経過も含めて測ってるわけ

ですよね。そいうもの全部もう平均化してこういうような形に計算値が出てくるだか、それとも明らか

に東俣、例えば６１年だったっけな、あの時の洪水は写真を見ると東俣の方が早く出てきて、砥川本流

の方が遅れていました。というような結果も聞いておるんですけれども。ですからそういうような微妙

な変化が、つまり流出のピークは当然両河川でずれています。ずれているというようなことも全く関係

なしにすべて平均してやっているのかとか、そんなことがよくまだ納得できないということです。 

 

宮澤部会長 

はい。今具体的に事例がそういうことであったということを聞かれたということでのご質問でござい

ます。ですのでこの流量計算の基本的なところはその事例でどうのするのか、基本計算のところをもう

一度皆さんにご説明いただきたいと思います。米山ダム課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

今、話しが２つあろうかと思います。基本的にこの流出、この砥川流域にどれだけのいわゆる１００

年確率の雨が降った時にどれだけ水が出てくると、いわゆる以前に基本高水の議論がございました。そ

の説明がされて過去います。その話しとですね、今先生のおっしゃられるのは、平成１１年の１１月に

雨が降られました。それとその状況について河川をずっと歩いた結果それぞれの断面のところで洪水痕

跡があったと。その洪水痕跡の断面積でいったら、どれだけの流量が流れたことになるのかという議論

が今ひとつありました。それと最初の基本高水のですね出し方という話しと一緒になっているように思

いますが、それから実際じゃあ１１年のピークがですねどうだったかっていうのは実際の議論でありま

すので、確かに砥川本線の方が遅くなりまして、東俣の方が早く出たと。その原因には東俣の方が少し

早く降ったんではないかということもありました。そういう意味で、ここの足したのがこの下流側でイ

コールではないんじゃないかということも言われるかもしれません。ですがその２つ今あわせて粗度係

数を０．０３５とですね、もうひとつをを０．０３５と０．０４でやりました。これが絶対正しいとい

うわけではありませんが、一つを比較しながら出した計算でありますので、その流域、流量比でいきま

すと、先生のご指摘のいわゆるこの断面積１０．６より多く流れるという結果が出ましたということで、

結果でご理解いただきたいと思います。基本高水については基本高水がもし先生おわかりにならないと

したら、基本高水で説明をさしていただきたいと思います。それはここで流量を出した、ここ観測点が

あったから、この観測点とここをイコールにさせるとかですね、これはこの間にサンカ流量があります

のでイコールになりません。蝶ヶ沢のとこで流量測っておりますが。ですからこの断面のところでどれ

だけ出たという、洪水痕跡のいう先生はご質問でありましたので、その流量であれば勾配とその粗度。

実際に言うとこの断面積がきっと出ないとこの潤辺っていうのは出しずらいんですが、うちの災害復旧
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等の中で断面がありましたのでそれを使用さしていただいて、近傍ということで出さしていただいたと

いう結果であります。 

 

宮澤部会長 

はい、松島委員。 

 

松島信幸委員 

そうするとそれぞれの河川で出す、断面で出す流速と、それによる流量という計算方法と、基本高水

によって１４０対１３０ってなったのは、全然もう違う世界だからそれは一致しないのは当たり前だと

いう、そういうように理解していいんでしょうか。 

 

宮澤部会長 

松島委員さんがこの流量の設定についてのご質問に対して受けてしたということで、諏訪建設事務所

の方から答弁ください。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

今、松島先生の洪水痕跡というのは、平成１１年の６月の降雨で実際に雨が降って、それは均等に降

ったのかどうなのかはわかりませんが、実際に１８０ミリ前後の雨がこの東俣それから砥川本線、全体

に降ったと。それを平均雨量化して出したトン数もありますが、これはそういう出し方ではなくて、実

際に降った痕跡…、先生の方から痕跡に基づいた断面積が出された、それに基づいた算出ということで

あります。それから基本高水の方は１００年確率が実際降雨がこの中に実際ない状態の中で平成５年の

降雨をですね１００年確率で、１７洪水やっていますけど、１７降雨を入れてですねそれで出した、い

わゆるパターンで雨量モデルでですね出して、その時の最大が１４２．８トン。砥川本線。東俣が１２

４．６トン。医王渡橋のところで２８０トンという結果が得られましたということ。これは雨量のモデ

ル、モデルというんですか、１００年確率降雨を降らしたと。そしてそういう形の一番降ったという、

そういうモデルで出したものですから、ちょっとそれははっきり分けていただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

よろしゅうございますか。（松島委員 はい、わかりました）皆さんからの質問なんですが、この設

定、松島委員の意見に基づいてこれを作りました。流量…大体そうしますと砥川・東俣の流量比につい

ては今の説明は松島委員さんの断面…痕跡断面を設定した時に流れたのが大体…、東俣の方が私ども見

ても石が荒かったですよね。だから向こうの係数を０．４にした場合では雨量があわなくなってしまう。

この枠の中では同じくらいにしてみたということになると９．１くらいになっちゃう。少しそこのとこ

ろ半分くらいにするとしたならば、０．８７で１０対８、８．７は妥当な数字ではないかと。松島委員

さんは１０対６くらいが妥当じゃないかと、こういう意見を述べられているのと、真っ向から違う結論

が出てきた。つまり県が松島委員さんの断面でやってみたところ、従来のここの数字は間違ってなかっ

たと、こういうことになろうかと思うんですが。そのことについて松島委員さんよろしゅうございます

か。はい、松島委員さん。 

 



 - 11 - 

松島信幸委員 

確かに私は基本高水の出し方をちゃんと理解していないことは確かですね。だからその断面積をもと

にした流量計算をしてみたという、そういうことですが、その時点においての実際に流れている状況を

つかむには、そんなような実際の流れた実績でもってやるのがまあまあわかりやすからやった。でも基

本高水の貯留関数法でやる方法はなかなかこれ理解しにくいわけですね。理解しにくいところで両方の

結果っていうのがこういうふうに違ってくるんだと。違ってくることに対する評価はまだ私わからない

んで、そういう違ってくるんだっちゅうことを理解したということであります。 

 

宮澤部会長 

はい、わかりました。 

この流量の問題のことについてはいろいろな方からいろいろ出て、東俣のこの間の雨の降り方は遅か

ったじゃないかとか、いろいろなご意見がございました。この比率の問題もございました。そういうこ

とをふまえてご質問がありましたらお願いします。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

基本高水のことでよろしいわけですね。 

 

宮澤部会長 

流量比についてのご質問がありましたらまだそちらに集中さしてください。後で当てますから。 

 

笠原委員 

じゃあ１つですね、ちょっと基本的なことなんですけれども、基本高水の計算の時にですね、実際に

川に流れた流量というもの、要するに実測流量ですね。それによってこれ導き出されてくる数字、係数、

定数ですか、を使うということと、それからもう一つはですねその実測流量でもって検証しろというこ

とがこの前にいただいた資料のとこにも書いてあるんですけれども、この平成５年９月８日の場合はで

すねきちんと流量が測られていないということが言われてるんですけれども、その辺の実測流量との関

係、そのことがちょっと一つ。それからもう一つですね、この基本高水流量を決定する流れって前に基

本高水資料の１のところでずっとやってくるんですが、１番の１００分の１確率ということは、これ大

体この会でもって皆さんいいと。それから５番目の２日雨量が２４８ミリというところも大体皆さんの

納得がいったということだと思いますけど、最終的なカバー率のところではですねいろいろ意見が出て

るんですが。 

 

宮澤部会長 

笠原委員さん、すいません。流量の問題にちょっと絞っておりますので、その後治水、総合治水で皆

さん論議をしていただくことになっておりますし。 

 

笠原委員 

いや、それと関係があるわけですけど。その過程の６番の解析っていうところですね、これがどうい

う定数を使うか、要するに６３年の雨を使っているわけなんでそれを平成５年９月８日に当てはめてる



 - 12 - 

という、その辺りに非常に数字が大きくなる辺りの問題があると僕は思うんですけれども。その辺がま

だ十分に納得できませんので、その辺よろしくお願いします。 

 

宮澤部会長 

はい、笠原委員ことはお受けさしていただきますが、流量の問題について関連じゃなくて、この説明

について、もし質問があれば。はい宮坂委員さん。 

 

宮坂委員 

流量比ですけれども、平成７年７月１４日に下諏訪の町民を対象に配っていただいた流量比がござい

ます。それによりますとですね、多分この今の流量比と変わってるんですよ。私の承知している限りで

は２回変わってます。それでですね、平成７年の７月の流量比がですね東俣川が１２０トン。それから

砥川が１４５トン。今の現状は東俣川は１３０トン。１０トン多くなってます。それから砥川では１４

５トンが１４０トン。５トン減ってるわけですね。この理由がよくわからない。それともう一つ、どう

して上の流量比を変えたのに、基本高水は２８０トンそのままなのか、ということ。なぜ２８０トン同

じなのか。これ素人が考えますと２８０をおしりから持ってきて、流量比を直してるというような誤解

を私は受けました、取りました。その辺について明確な説明をいただきたい。 

 

宮澤部会長 

はい、今のご説明について、私この前申し上げました。ご素人だから２８０トンって今宮坂さんお話

しございましたけど、私ども部会の結論によって何百億の出資をするかしないか。またその代替でそれ

以上の費用を出すかということの議論になります。ですので私はこの前も皆さんにお諮りしました。基

本的な問題をご理解いただくために研修会をもちましょうかというお話を申しました。要するに今まで

持っていた誤解があったり、それが正しいかもしれませんし、わかりませんけれど、そういうような曇

りがあった場合は、どうぞここに来る前にしっかりクリアしていただきたいと思います。断定とか想定

でものを言われてしますと、行政の決定事に部会の結論が参加するというわけにはいきません。そうい

うことは十二分に宮坂さんもご理解していただいていると思っておりますし、この前もそういうような

お話しいただきましたんで、全ての委員さんにもお願いするとこであります。 

高田先生、ワーキングの立場で基本高水の問題、それから流量の問題、トータル的にですね、本当は

ここで基本高水ワーキングを代表してご意見をいただくっていうのはなかなか先生のお立場であれか

というのもありますけど、お話いただければと思います。 

 

高田委員 

私は説明はできません。というのは先ほど松島委員がおっしゃったこの内容、私も疑問持ってます。

つまり東俣が９０トン、砥川１１０トン、２００トンがなぜ１６０トンになったか。この、今、宮坂委

員がおっしゃったこの下諏訪ダムの広報しもすわにあるこのコピー見てるんですが、これで県の説明が

この４０トンどっかへ消えたというこの中身は両河川のピークがずれたと。それでこのピークのずれた

原因は東俣川流域の方が砥川流域より早く雨が降った。それで東俣川の方が、これは米山さんがよく言

われてる勾配が大きいから流速が速く…、流出が速い。こういう説明されてるんですが、これピークが

ずれるにはやっぱり２、３時間雨のピークがずれないといけない。それと米山さんはよく東俣の方が勾
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配が、河床勾配が大きい。これはそのとおりです。さっきのこの図にありましたように砥川に比べたら

大きいんですが、流路の長さがそれほど変わらない。東俣の方が少し長い。勾配大きいんですが流速は

それほど変わらない。つまり水深が浅いから。そうするとピークが２、３時間ずれないと、２００トン

が１６０トンになる理由が探せないですね。ここに書かれてるように、例えば東俣の雨量観測所と霧ヶ

峰の雨量観測所との実降雨のずれが本当にあったんかどうか。そういうことを次の機会でいいですから。

そういう問題クリアにしていただきたいなと思うんです。でないと話が進んで、最終合意のところにい

ってまた同じ疑問があって止まってしまう可能性があるんで、一個ずつ片付けていただきたいなと、そ

ういうふうに思ってます。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがですか。はい、小沢委員。どうぞ座って、申し訳ございませんけど、マイクを持っ

てまず発言をしてからお願いいたします。どうぞお掛けになったままで結構でございます。 

 

小沢委員 

ダム課の説明というのは、計算流量で計算しております。ただ実測のデータというのが常にあるわけ

です。ほれで実測を見ますと東俣、ダム地点の流量というのは医王渡橋の４分の１。私はこれは前回発

言しようと思って６回のハイドログラフを持ってきておりますが、まあこんなちっちゃなハイドログラ

フですから、ですが大体において医王渡橋はダム地点の４倍水が流れてると。これは２４８ミリに引き

伸ばす前の実測データです。そうすると砥川でもって１００…ダム地点で１００流れると合流点まで３

割増えるそうですから１３０流れたと。それから合流点から医王渡橋まで１０流れるっていうから、東

俣川の方からは１４０流れる。そうすると４００流れたうちの３６０は砥川上流から来なきゃならん。

それは１対２なんです。松島先生が流量計算でもってやられた…、もそれに近いし、実測からラフです

けれどそういうように考え…実測を何にも考えてない。それで基本高水流量という計算値は私がさっき

言いましたように定数は非常に疑問があると。そういう状況だからです。そういうことです。 

 

宮澤部会長 

はい。いろいろ多くの問題がなされているんですが、今まで基本高水の問題について触れてまいりま

した。出し方についても一応基本高水の状況については、全国的にこういう形でもってやってまいりま

した。それについては高田委員さんからも、他の県も同じようでありますけれどこういう形の中でもっ

て基本高水は出しておりますという形の中で基本高水ワーキンググループの結論は２８０は妥当であ

るだろうと。３人の委員の先生が基本高水のことについては大体そういう意見を持たれて明記したもの

がきております。そのことについても全く疑問だということになってしまいますとですね、これ以上論

議が前でにいきません。はい、どうぞ。 

 

高田委員 

私は、一応県が決めた２８０トンいう線は比流量から考えてべらぼうな値ではないと思ってます。た

だし、先ほど宮坂委員がおっしゃったように、この計画高水が変わってると流量配分も変わってくる。

私は結論的に２８０なってもいいと思うんですが、その過程でこういう変更した理由とかそういうもの

がはっきりしないと、２８０を認めるわけにいかなくなってしまうんです。結局。それともう一つはこ
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れは県の方にお聞きしたいんですが、カバー率の問題。これは河川課長が何遍も言って読んでいただい

てる建設省の砂防基準の河川砂防基準の５０％以上、６０・８０が多い。この読み方自体がまるっきり

反対の見方になってる。私はこの読み方は５０以上採りなさい。主要河川の大事なところは５０では頼

りないから６０・８０に上げなさいと私は読んでるんです。ところが河川課長の方は全国１７０幾つか

のダムでは１００を採ってるのが当たり前だ。それで６０・８０に下げてもよろしいと読んでるわけで

す。これは全く違います。こういうところをはっきりしないで２８０トンを認めるわけにはいかないと

思うんです。だからこれは今すぐ答えていただかなくてもいいんですが、これは懸案事項になります。 

 

宮澤部会長 

今委員さんのお話ございました。皆さん大体そういうような形のご意見をお持ちですか。そろそろそ

れについての答弁に移りたいと思いますけどいいですか。よろしゅうございますか。それじゃあ今のそ

の問題について幹事会でご意見がある人はご提案をいただきたいと思います。まず下諏訪の方で今の平

成７年７月１４日の出された問題点のことが今宮坂委員さんの方からご提案ありました。そのことにつ

いての問題も含めて現地の諏訪建設事務所でよろしいございますか。はい、米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

宮坂委員さんから出されました平成７年の時は１２０トン。これ東俣ですが。それから本線が１４５

トンですか。それが変わったという話しがございます。この７年の時ではまだ国との全体計画をやって

いなかった点がございます。全体作成はやっていたわけでありますが、その時は日雨量を１７０ミリで

すか、日雨量でやっていたと思います。ちょっと私ここのとこのタッチしていませんが、いずれにして

もその雨量パターンも平成５年を使っておりません。２日雨量を使うようになって平成５年を使うよう

になっております。それ…、ですから６９年間の雨量データも変わっているかと思います。そんなこと

を併せて、これについてはもう一度再度調べさしていただきたいと思います。それから高田委員さんの

平成１１年６月の実績についての件がございましたが、これについても調べてですね、それは１６０ト

ンが出たという洪水痕跡のことについても非常に上流側の洪水痕跡、それから本線の洪水痕跡、それぞ

れの洪水痕跡でどういった場合に出たというデータもまた別の次回にお示ししたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

宮澤部会長 

そこのところをしっかりと、出せるものなら早く出してもらいたいとか、方向性があるなら出してい

ただきたいんですが、そうしないとその次の議論ができなくなってしまうこともありますけれど、出る

…、次の時までに、今出れるもんではありませんか、なければ次で結構ですが。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

今、高田委員さんのご質問の方はですね、言葉の中でじゃなくてデータ的なものを必要とするように

思いましたんで、言葉の…言葉っていうか口頭での説明はこの前もさしていただきましたけども、実際

に高田委員さんとの、松島委員さんと同じように現地を歩きまして、それから先ほども出しましたけど

も流量を出しております。ただ足し算といいますか、上流からきた本線とそれから東俣からきたピーク

がですね違っているというのは、東俣のピークは先ほど松島先生の方で、小沢委員さんの方から９月の
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が壊れたと言いますが、この時の東俣の洪水痕跡というんですか、この時も袖が飛びました。ただピー

クをとらえて袖が飛んでいますのでですね、いわゆる流量観測しているところはちゃんとピークをとら

えております。それから医王渡橋のとこのピークは実際痕跡の中で最大を採ってテレメーターでは少し

２０センチくらい低く出ておりますけども洪水痕跡から出しておりますので、これは計算だけの話しで

はなくて現地を歩いてそれぞれ検証した結果であります。 

 

宮澤部会長 

はい。いいですか。それはこんな任しちゃいたいと思いますけど、はい。高田委員。 

 

高田委員 

砥川の方はまあ近い値になっているんじゃないか。ただ波がありますから、その洪水痕跡でゴミの引

っかかるとこは平均よりはちょっと上の方へいく可能性はある。しかし１６０トンいうのは多分近い値

だと思います。ただし上流の方は確かに数点取られてそこで計算水位と断面積と勾配とかで計算されて

る。信頼性はしんどいなと思いますが、それで出されたものは尊重したらいいと思うんです。ただ蝶ヶ

沢の流量いうのは、でかい水位になった時には測れないと思うんですね。だから時間経過が取れてない

いうのがちょっと弱点だと思います。それで最後に言いました降雨記録に地域的なばらつきが大きくな

かったかいうことだけお聞きしたいんです。今出なくてもいいです。 

 

宮澤部会長 

それじゃあそれまとめて、いいですか。はい。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

今の話しでありますけども、時間的な経緯につきましては、これは蝶ヶ沢のところで水位観測でです

ね経緯はしっかりとらえられております。ピークから下へ下りてくる段階で袖が飛んで一度水位が下が

っておりますが、そういう状態でちゃんとした時間的な経緯のピークが取れております。それから雨量

のコンターでございますが、これは第４回の部会の前にですね高田委員さんに雨量コンター等説明さし

ていただいております。時間雨量ですか。すいません。（高田委員 時間のずれです）ですが大体平均

的に降られております。ですが霧ヶ峰の方が降ったという…。そうですか時間のずれですね。わかりま

した雨量コンターだけは示しております。わかりました。すいませんです。勘違いしました。 

 

宮澤部会長 

今の関連の問題、これ重要な問題であります。これについてですか。じゃあ武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

先ほどですね高田先生が変更した理由をはっきり提示せよと。この２８０トンはべらぼうな値ではな

いというふうに認識した上で、その理由がはっきりしないと２８０トンを認めるわけにいかないという

ことになりますと、この基本高水流量やダムの建設うんぬんその他に関してですね最大のネックの問題

だと思うんです。ですから部会長、今おっしゃって、高田さんはここでもってすぐデータを提示するの

は難しいだろうから今日は置くとおっしゃったんですが、日程的にですね、この重要の問題を早急には
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っきりした見解が出ない以上は大変様々な形でブレーキになってくると思うんで、それは２９日のあれ

ですか、下諏訪文化センターにおける治水のまとめのとこでの回答くらいのことでいいんでしょうか、

部会長。その辺ちょっと確認なんですが。 

 

宮澤部会長 

私はこの前お願いいたしました。２８０と２８０以下で。しかし３２０ということで平成６年の６月

３０日のことも出てまいりました。もし仮に今まで示しているように、それが３２０を採るとしたなら

ばですね、これは３２０でもってやらなきゃならないんですよ。今までの形からいきますとね。しかし

２８０できている以上、２８０と２８０以外のものでもって想定してくださいということで、この論議

の中で私は進めていきたいと思っております。このカバー率をいくつか採るのも部会の皆さんがセレク

トできるでしょうか。皆さん方それぞれ意見がある中で。これは流域住民の皆さんが判断することだと

いうことでワーキンググループの大熊座長の方から言われておりますので、私は最終的にはこのカバー

率をいくつに採るかっていうのは流域住民が判断することだと理解しております。ですので２８０と２

８０以外で論議を進めていきたいと思っております。 

 

武井秀夫委員 

いや、その大前提は承認した上でですね、先ほどの高田先生のおっしゃったことが非常に私は引っか

かるんです。ですので、今ここで口頭でですね米山さんはできないとおっしゃったけれども、ある部分

できる部分はあると思うんですね。その辺をやはりしっかりと詰めてかないと、私たちはこのまま２９

日までこの問題についてあやふやなままやってたんではいけないと思うんです。それで重ねて申し上げ

てることを高田先生はべらぼうな値ではないとおっしゃっているけれども、そこに重大な疑義があると。

変更した理由を開陳しなさいとおっしゃっているわけですから、その辺が私はどうしても引っかかるん

で、その辺がわからないと、私たちとしても理解を深めてくわけいかないから、あえて言うならば高田

先生からの変更した理由をはっきりしなさいということについて、もう少し具体的に私たちがわかる範

囲でご説明の追加をしていただければすっきりしてくると思うのですが。 

 

宮澤部会長 

はい。私はなるべくワーキンググループと部会の皆さんとのキャッチボールということで、できたら

ワーキンググループの皆さんからそれぞれの意見を言っていただきたいという立場の運営方式を採っ

てまいりました。ですから幹事会の皆さんに、あんまり県と皆さん方がこう言い合うという形じゃなく

て、こちらの特別委員の皆さんとこちらのワーキングの皆さんはその分野について答えていただくと、

こういうやり方を実は採ろうというのが私はキャッチボールだというふうに出てきたわけです。その中

で高田先生から基本高水ワーキングの中で２８０についてもっていうことで言われたことは私もちょ

っとガクッとして、今の段階でこれ以上進めていけるかなと実は思ってる一人であります。今の状況に

ついては非常にですね、実は私自身も困っております。そういう中で河川課の方にこれから答えを求め

てそれで進めていっていいんだろうか。基本高水ワーキングの方に戻して基本高水として…あのすいま

せん。もう一度この基本高水水量のワーキングから出していただいたこの前の資料をちょっとご覧なっ

ていただきたいと思います。これですね、何度読んでいただいてもですね、答え同じなんですよね。こ

れに基づいて私の方では進めていかざるを得ないんです。これが検討委員会と部会のキャッチボールな
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んです。ちょっと待ってください。そんなこともございますので、今カバー率の問題についてはしてお

りません。今流量の問題でここまできているわけです。この前松島委員さんからご提案された実測流量

と計算値がちょっと違いがあるんじゃないかということで松島委員さんから示された断面図を使って、

そして調査の上に出された資料が今日の資料でございます。今日の資料は松島委員さんも細かい生デー

タ欲しいと、基礎データ欲しいということを先ほど要望されました。そしてそのことについての違いは

今私が何度もご確認さしていただいているように１０対８．７。これが砥川と東俣の要するに数々降っ

た過去のデータに基づいたという形で出てきている。このデータがこれが全く不備だということになっ

てるのかどうかデータの信憑（しんぴょう）性。これは本当に大事なことだと思うんです。もう一度今

までやってきた経過、それから今までやってきたデータがあんまりにも不確実なもので持ってきたとす

ることならば、これ大変な形になってしまってくると思っております。そのことにつきまして諏訪建設

事務所の方からしっかりとした答弁をいただきたいと思うんですが、このことについて今までやってき

たと、こういう形でやってきたという形の話しをお願いしたいと思います。どうぞ、諏訪建設事務所長。 

 

北原諏訪建設事務所長 

それでは高田先生のご質問につきましては、昼までにですねちょっと時間をいただきまして平成７年

と今の流量配分の違い。それからあと１６０トン、合計２００トンのはずなんだけど１６０トンだとい

う話しとですね、時間的な雨量の変遷ですね。こういったもの昼までにちょっと回答さしていただきま

す。 

 

宮澤部会長 

はい。いいですか。はい、高田委員さん。 

 

高田委員 

部会長はこの会の進展、ちょっと心配されているんですが、２８０トンという結論に到達しても疑問

を残したままいうのは非常にまずいと思うんです。というのは、あと７河川あるわけですね。それに対

して一つの考え方の手本になるはずなんです。ところがこの手本にしようと思っても中身が何をやった

かわからないで２８０で締めくくられると非常にまずいと思うんですね。だから今の流れのままで部会

長が言われた２８０、あるいはそれ以下の対策案、この言い方は非常にいいと思うんです。ただし、そ

れに今出てる疑問なり、ちゃんとしたシナリオですね。議論のシナリオ、論理、それがついていけなか

ったら２８０にしろそれ以下にしろ結論は出せない。そういうことなんです。だからこれはその筋書き

と言いますか、この部会がこういう理路整然と２８０になったいうような話しでないとまずいと思うん

です。 

 

宮澤部会長 

はい。全くそのとおりだと思います。どうぞ、新村委員さん。 

 

新村委員 

先ほどからお聞きをいたします。まず基本高水につきましては私は先回欠席をいたしましたが、１２

月の時点では高田先生方が「２８０…いいじゃないか」ていう形で前回で決まっているはずです。まず
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一つは。まずに決まってますよ。それを今になってまたこれがああだこうだっていうのんなれば議論は

前で進まないってことがひとつあります。ひとつあります。もうひとつ、今、高田先生方もこの流量に

ついてお話しされてます。私は県の方にお聞きいたします。県の方ではまだこれより先生方がおっしゃ

る、そうしたことについて資料があるのかないのか。もうこれが絶対だっていうかたになれば、私は議

論は平行するもんです。これは落ち着きませんよ。これはそれぞれの私は説ですから。ですから県の方

にもう一度聞きます。今おっしゃられている先生方やそれぞれの方々が言わるけれども、まだそれに対

する資料が出せるのかどうなのか。出せれば結構ですが、出せないとすれば、これはこのまま前でへ議

論をしていかないと私は前でに進まない。そんなことだけ申し上げておきます。 

 

宮澤部会長 

はい。武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今の新村委員の発言、一応はわかりますけれども、私が思うには、この部会の運営ですね、運行の状

態。私はいつもまだまだ急ぎすぎではないか。基本高水流量という非常にハードな難しい問題を２回の

時間だけでよしとしたとは言いませんよ、まだ今継続中のことなんですが、もっと時間を掛けないから

こういう途中経過でもって混乱が生ずるんだろうと思います。ですから今新村委員が言われた２８０ト

ンというのは一応はべらぼうな数字ではないということを高田先生も担保しておられるし、大熊委員も

言っておられるけれども、議論というのは行ったり来たりなんです。これはそれの中でもって真っ当な

意見が抽出してくるんだろうと思うんで、基本的にやはり積み残しの問題が多すぎたと。この基本高水

流量は全く根本的な問題ですから、その評価についての時間をもっと部会長追加していただかないと、

冒頭に小沢委員が発言されたデータについても、まだまだここでは私たち私自身もどちらがどうだとい

うところまで理解がいかない。ましてや大勢の方々の皆さんもそういう見解持っておられると思うんで、

その辺を解きほぐしてそうして部会意志というものを決定していかないと、ここはここで決まったから

もうそれ以上進めないんじゃなくて、何回部会を開いても納得のいく整合性のある意見を出すのがこの

砥川部会の使命だろうと私思いますので、その運営についてぜひご留意をいただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

あのう、一つだけ武井委員さんにお話し申し上げますけれど、先ほど新村さんおっしゃられたように、

このままずっと平行線でいきませんか。今のお話しの中で。この部会が急いでるというお話しがそれぞ

れあるようですが、私は夜ずっと掛けてもやりましょうということを何度も申し上げました。それなり

きに知識を深めましょうと言いました。それからそれなりきの研修の時間もつくりましょうと。それで

ですね疑問点、ここで出されていて、要するに平行線のままでいったらこれ何年やっても掛かるんじゃ

ないでしょうか。ですので、私は今申し上げますけれど、決して意見を遮るつもりもございません。ど

んどん出していただければいいわけでありますが、誠に申し訳ございませんけど、大変重要な問題をや

っておりますけど、国でやってるわけでもありませんし、予算が既についておる、そういうような経過

の中でこの検討委員会が設置されて、部会が進展されているわけです。ここんとこ相当なエネルギーが

いりまして、他の７ダムでもってもですね、全部その地域でもって治水・利水を待ってるわけです。そ

ういうことんなってまいりますとですね、これは緊急にやらなきゃならないということは検討委員長の



 - 19 - 

方から私どもにお願いされてることは皆さんもよくわかってるところだと思いますので、集中的にやり

たいということは皆さんにお話ししたとおりでございます。今事務局の方で１２時まで待っていただき

たいとこういうことで今やってますから、別作業やってくださいと、いうことをかけようと思った時に

そういうような話が出てきたんで、とにかく時間短いか短くないかはやってみてから話しをすればいい

ことであってですね、一応２９日までこの問題について全面的にやるということんなってるんでありま

すから、その時に先延ばし的な考え方はやめていただいてですね、同じテーブルに立っていただいて大

いに議論をしていただくということが一番いいと思います。私はそういうように考えておりますが。 

 

武井秀夫委員 

それは共通の認識なんです。共通の認識だけれども、私たちとすればどうしても先ほどからの論議１

時間以上やってます。その中で他の委員からのいろいろの発言もまだないわけですね。ですからこれを

部会長がモデルケースとして全国に発信したいくらいの意気込みでやってらっしゃるとすれば、多少の

さてつや議論の前後があってもですね、時間を掛けてやらなければ平行線かどうかっていうこと自体も

私はわからないと思うんです。 

 

宮澤部会長 

武井委員さんね、すいません。今民主的な議論をやっているんじゃないんですよ。要するに皆さんが

今出ている意見はですね、今日の意見ですよ。質問が出ていてそれを県の方から答弁するというやり方

でですね、今県の方ではまだそれに対して答えができないからということでありましてね、今のこのわ

ずか１時間の間の話はそういうことなんですよ。私が問題にしておりますのは、流量のことについての

話を申し上げているんです。基本高水の問題でもないんです。この問題については松島委員さんから提

案がされて、その問題のことについて今議論をしているわけなんですよ。よくご理解していただいきた

いんです。私どもの進め方を。この次、地質の問題やるんです。地質も前回松島委員さんから出てきて

る問題です。地質の中についてはダムの問題について、この前武井委員さんからも言われた問題のこと

についても触れるようにということでお願いしてあるんです。ですから、全部２９日までやってから、

早いとかもっと議論するとかってことが出てきていいはずなのに、今議論の途中にもっと議論をしろと

いう理論は私はこれは却下させていただきたいと思います。 

 

武井秀夫委員 

私はですね…異議あり。 

 

宮澤部会長 

今の問題のことについてですね、諏訪建設事務所、先ほどの今の高田委員さんの問題と１２時までの

ことに準備できますか。 

 

武井秀夫委員 

今の先ほどのですね、北原所長の言った１２時まで… 

 

宮澤部会長 



 - 20 - 

米山課長…発言まだ許しておりません。すいません武井委員さん。これ以上だったら退席願います。

申し訳ございませんが、私が当てた中で言ってください。 

 

武井秀夫委員 

私ちょっとひと言言わせてください。先ほどの北原さんの言われたことに関しては、１２時まで待っ

てはいけないと言ってるわけじゃないんです。誤解しないでください。 

 

宮澤部会長 

申し訳ございませんけど、これは検討委員会の部会ですから、それぞれのご意見はあると思いますけ

れど、そこのところは心静かに聞いてください。お願いいたします。今議論の途中です。まだ２９日も

あります。２９日が終わった段階で短いとか長いとかそういう意見が出てくるなら私はわかります。今

議論の途中ですから、その中でもってもっと長くしろとか、集中的にやろうっていうのは、これは、私

は残念だけれど今の段階でお聞きできません。そのことを申し上げてるんです。お願いいたします。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい。新村委員さんの方からこれ以上データがあるかどうかというような話しがございました。その

件につきでありますが、まず宮坂委員さんのトン数につきましては、これは建設省と大臣認可をいただ

くための協議をしてまいりました。最終的に大臣認可になったトン数の比が２日雨量で出すということ

と、それから２日雨量に則ったトン数ということで決まってきたわけであります。その経過についての

資料について求められましたので、その資料について今取りに行っております。それはお昼までに持っ

てきたいと思います。それから高田委員さんの１６０トンの痕跡のデータは今持っておりません。これ

はお昼までに持ってきたいと思っています。雨量については現在持っております。ですからこの雨量の

データは今お示しすることができます。併せて、回答したいと思います。 

 

宮澤部会長 

いいですか。ここでちょっと待ってください。それともう一つお願いいたします。先ほど高田委員さ

んからもう一つ意見が出ました。それはですね基本高水ワーキンググループで基本高水の決定という過

日の資料がございます。その中の基本高水のカバー率の問題。この問題についてですね、見解があれば

その時にご一緒に、申し訳ございませんがもう少ししっかりと１２時の時で結構でございます。ここで

もって流量の問題はひとつ止めさしていただいて、地質の問題に移りたいと思っておりますので、申し

訳ございませんが、その時にまとめてご意見をいただけるようにお願いしたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。はい。すいません、皆さんそれぞれ今までお抱えになってきた問題をここでもって一

つ一つ糸を先ほど申しましたように解いてるわけですから、熱心に議論していただくことはよーくわか

ります。でもやるだけここでもってやって、それで次に進みたいと思いますので、私ども部会運営の中

で前回出された問題点を次の時にしっかりさせてからやらないと次に進めないんだと。こういうような

形の中で一つ一つ解きほぐすように事務局に私の方からもお願いし、そして運営を進めてるつもりでご

ざいますので、どうかご理解をいただいて、もう一回冷静になって進めていただきたいと思っとるんで

す。今の問題は松島委員さんから流量比率のことについての問題でございました。この次ですね西村委

員さんから降水の時のシミュレーションを示していただきたいと、こういうお話しが前回ございま…
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前々回ございました。このことについて次移りたいと思うんですが、よろしゅうございますでしょうか。

このこと以外のことについて何かありますか。 

 

笠原委員 

はい、先ほどの新村委員さんの方からの何か２８０で決まったようなということでしたけども… 

 

宮澤部会長 

その問題についてはですね、再度もう一回議論をするということで今締めたつもりでございますが。 

 

笠原委員 

それはまたいいんですね。決まったということではないということだけ確認さして、ちょっと何かも

うそれは決まったから先へ進めろというような、ちょっとふうに僕は解釈しましたので。いいですね。 

 

宮澤部会長 

先ほどそのことについての扱いについて私申し上げたつもりでございますけどはい。よろしゅうござ

いますか。はい。 

それでは洪水の氾濫（はんらん）シミュレーションのことについての西村委員さんから、この前やり

ましたその問題のことについて移らさしていただきたいと思います。では降水のシミュレーションにつ

いて事務局の方からお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

諏訪建設事務所 阿部技師 

諏訪建設事務所の阿部と申します。 

第２回の部会で、私どもの方からシミュレーションということでご説明をしたところ、西村委員さん、

他の方から、ちょっと浸水が大きすぎるんじゃないかというような疑問がありまして、その条件はどう

なってるんだということで、今日氾濫シミュレーションの条件についてご説明させていただきます。 

まず、氾濫シミュレーションというものなんですが、こちらの国の指導によりまして、国土交通省の方

から発刊されました「治水経済調査マニュアル（案）」というものに基づいて算定しております。この

治水経済調査というのは、堤防やダム等の治水施設の整備によってもたらされる経済的な便益や、費用

対効果について予測することを目的としておりまして、治水経済調査を行う場合、一般的にこのマニュ

アルに基づいて算定するものであります。まず、対象氾濫源の設定ということですが、氾濫が予測され

る地形の設定。地盤高がどうなのか、そういった中で盛土構造物はどうなのか、川はどうなのかとうこ

とを設定します。それらを設定した中でその条件をモデル化します。そのモデル化したものに、破堤地

点の想定をいたしまして、何トンの洪水が流れてくるかということを設定しまして、氾濫解析を行いま

す。まず氾濫源の地形条件ということですが、上の断面図をご覧いただくと通常地形というのはこうい

った形で、でくしゃくでくしゃくしてるわけですが、これを計算に使うため、モデル化するということ

で、平均地盤高を採ります。そういった中でＪＲだとか、道路だとか、河川、湖岸堤等、盛土構造物が

ございますので、こちらも高くなってるということをモデル化いたしまして計算に採り入れます。また

盛り土の構造物の下を横断しておりますボックスカルバート等についても開口部ということでモデル

化します。これを平面的に見ますとこういった形になるわけですが、１００メートルのメッシュに切っ
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てモデル化いたします。続きまして洪水の条件なんですが、氾濫のシミュレーションですので、一番危

険な状態が起こるといった観点から、洪水流量については基本高水流量の２８０トンを採用しておりま

す。また洪水の波形についても基本高水流量の波形ということで平成５年９月８日型の洪水波形を使用

しております。続きまして破堤の条件なんですが、破堤の地点につきましては流下能力が最小の３地点

を選定いたしまして、洪水被害額が最大となる地点を採用いたしました。破堤の時点については洪水が

破堤想定地点の流下能力に達した時ということで、こちら、また後でご説明いたしますが、この堤防の

余裕高を見込んだここまできたときに破堤すると。そういった形で想定をしております。破堤の敷高に

ついてですが、こちら今青く出てますけど、堤防の基部まで破堤ということで、堤防の一番下ですね。

この堤内地盤、地盤と言うか、川の外と言えばいいんですかね、一般的には。こうやって家が建ってた

りするんですが、ここの地盤の高さまで破堤するといった形になります。それで余裕高ということが先

ほど出てきましたけど、河川計画する上では、堤防は洪水時の風だとかうねりだとか、そういった一時

的な水位の上昇に対して余裕を確保するということが河川管理施設等構造令により決められておりま

して、写真のとおりなんですが、こういったうねりだとかそういうものに対して安全を取りなさいとい

うことで、余裕高というものを取っております。この余裕高というのは流量規模によって決まります。

流量が大きければ大きいほどこういったうねりやなんかの影響も大きいということで考えておると思

いますが、砥川の場合については８０センチの余裕高を取っております。続きまして氾濫流量の条件で

すが、氾濫時間ということで、いつからいつまで氾濫するのかということですが、破堤した時点から川

の水位が破堤の敷高となるまでの間ということで、今出ましたが水位がずっと上がってここに堤防ちょ

っと点線で入ってますけど、それが破堤しまして川の水が出てきますと。堤防が破堤したところの高さ

まできた時まで氾濫しますと。流量につきましてはその水位から、こぼれる量を越流公式により算定し

ております。このグラフですが、洪水が起こりましてこういった洪水波形でいくんですが、破堤します。

川の流量はこういった形になります。つまりこの赤くハッチしてある部分が、その氾濫の流量になると

いう絵になります。 

以上の計算条件を用いまして氾濫解析をするわけですが、左岸が破堤した場合と右岸が破堤した場合

とそれぞれのケースについて計算します。両岸が一遍に破堤するという形ではなく、片方ずつ、片方が

破堤した場合どうなるか、もう片方が破堤した場合どうなるか。といった形で計算します。計算のやり

方ですけど、モデル化された地形と、あと構造物に先ほど出ました氾濫の流量を与えまして、各メッシ

ュの時系列的な流量の変化と書いてありますけど、メッシュからメッシュの間に何トンぐらい、何トン

いくのか、何時何分には何トンいくのかというような計算をいたしまして、最大水深と区域を算定いた

しております。そういった中で左岸が破堤した場合ですが、この凡例に示すとおり３０センチ未満から

１メートル、失礼しました。５０センチ未満から１メートル未満というところが大半なわけんなりまし

て、下諏訪町役場の… 

 

宮澤部会長 

破堤箇所はどこですか。 

 

諏訪建設事務所 阿部技師 

失礼しました。ここにバッテンがちょっと見えると思いますが、こちらで破堤を想定しております。

何点か破堤する場所を想定した中で被害が一番大きくなる、そういった場所を選定しております。医王
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渡橋がこの辺りですかね。ちょっと下流の方ですね。そういった中で計算しますと下諏訪町役場におい

ては５０センチ未満と書いてありますけど、実際の水深はおおむね３０センチぐらいんなるだろうと。

あと湖岸堤の影響を受けますものですから、諏訪湖の周辺については２メートル未満という書いてあり

ますが１．６とか７とか、そういった数字になると思います。右岸が破堤した場合ですが、破堤地点に

ついてはこちらにあります。先ほどの左岸よりちょっと上流になるんですかね。ここで前回水深がちょ

っと大きすぎるんじゃないかというご指摘がございましたが、この赤い部分ですが、ここについてはＪ

Ｒの盛り土構造物の影響を非常に受けております。そういった中で先ほど地形の条件で説明しましたけ

ど、西大路線のボックスカルバートが開いてるところだとか、あと各水路が、アンダーしているとこが

ありますけど、そういったものもモデル化した中で計算いたしますと、こっから出てく量は若干少ない

のでここに滞留するような形。そういった中で３メートル程度水深するという形になります。下流の方

についても湖岸堤等の影響を受けるということで２メートル未満となっておりますが、１．５から２メ

ートルの浸水があるという形になります。左岸と右岸、これ合わせたものです。先ほど説明しましたけ

ど破堤地点についてはこちらを想定いたしました。いたしまして、氾濫計算を行うとこういった形にな

ります。 

以上で氾濫想定シミュレーションの説明を終わらしていただきます。 

 

宮澤部会長 

まずこの問題については西村さんからのご意見でございましたので、このことについてご理解よろし

いございますか。はい、どうぞ西村委員さん。 

 

西村委員 

ありがとうございました。今の説明で大分わかったんですけれど、先ほど破堤箇所が３点というご説

明があったんですが、今左岸で１点右岸で１点ということで、この３点っていう意味がちょっとよくわ

からないんですけれど。他の場所で破堤をした条件もあるのかどうか、そこをお聞かせいただきたいと

思います。 

 

諏訪建設事務所 阿部技師 

先ほど説明しましたが、説明した中で、洪水時の被害額が最大になる場所ということで何地点か選ぶ

わけですけど… 

 

宮澤部会長 

もう一回ちょっと私から整理さしていただきますが、ちょっと待ってください。 

他にありますか。今の破堤箇所の問題のことについて。他に、委員の皆さん、いいですか、そのこと。

はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

これはですね、実際の堤防を見てここが弱いとかっていうことをきちっと調べてその地点を探したと

いうことですか。ただ単に測る流量の面積に対して２８０トンきたらここが間に合わないからっていう

ことで決めたんでしょうか。それを教えていただきたい。それからもう一つそこをこういうふうにすれ
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ばそれは防げるんだということは全くこういうのには考えられていないんでしょうか。その２点。 

 

宮澤部会長 

他にいかがでございましょうか。はい、中島委員さん。 

 

中島委員 

破堤箇所についてはですね、これ今最大の被害を受けるという想定で破堤箇所を定めているわけです

が、実際の河川の場合はですね、私は例えば医王渡橋から富士見橋。それから富士見橋から鉄橋まで。

それから鉄橋から以下と。そこらの３カ所ですね。３カ所くらいでシミュレーションを書く必要がある

んじゃないかなあと。いうように実際の河川の状況を見ますとそういうように思います。 

 

宮澤部会長 

他に。はい。武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

かねてからこのシミュレーション、想定氾濫区域についてですね、基本的にどうしても私は理解がで

きない部分があるんです。大口河川課長さんはこれは想定であるからとおっしゃったんですけども、ど

うしても今中島委員もおっしゃったけれども、私たち流域に住む、抗議の意味での流域に住む住民とし

てはですね、何でこういう過大な想定にしてもシミュレーションにしても２メーター３メーターの氾濫

するということに関してのですねその根底の意味合い、この想定氾濫区域をセットするその根本はどう

しても理解しにくい部分があるんです。その点について今シミュレーションを説明なさった方に、ある

いは部会長からの見解を求めるんですが。 

 

宮澤部会長 

他にいかがですか。はい。佐原委員さん。 

 

佐原委員 

このシミュレーションはシミュレーションとして時間のことが語られていないんですけれども、各地

点においてどのくらいの時間そういう浸水があるのかと。そこもお聞きしたいと思います。 

 

宮澤部会長 

他にいかがですか。はい。林委員さん。 

 

林委員 

このシミュレーションを設定する時にですね、諏訪湖の水深がどうなってるか。諏訪湖の水の状態が

どういう状態んなってるか。このシミュレーションの時にですね水門の放水量が何トンでこのシミュレ

ーションをしてるのか、お聞きをいたしたいと思います。 

 

宮澤部会長 
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はい。他にご意見ございませんか。いいですか。この問題について洪水シミュレーションというもの

はどうして示すのか。示す必要があるということを今までの計画の中で義務づけられてるのか。そのシ

ミュレーションの仕方についてはどういうところの基準に基づいて今算出してるのか。そういうデータ

の基本、出し方の基本のところも含めましてそれぞれのご答弁のところについてかいつまんで幹事会の

方からお答えをいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

まず西村委員さんから、この質問の経過のところのところのことについても、まずどういうことで出

たかということをまず話しを受けてから話ししてください。突然にぽーんと言われても今皆さん方のそ

ういう状況にあると思いますので。いいですか。もしあれだったらまず諏訪建設事務所、答えていただ

いて、それから担当の方に回っていただいても結構でございますが。挙手でお願いいたします。はい。

米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

この氾濫シミュレーションは、これは下諏訪ダムだけ独自にやって…砥川だけ独自にやってるわけで

なくてですね、これは全国各改修に伴って、いわゆるダムを計画する中でシミュレーションをやってま

す。ただシミュレーションのやり方はここ変わってきておりまして、以前はもうちょっと荒いピッチで

出しておりますが、もう少し細かいピッチという中で氾濫区域の経済的なものをもうちょっと精度を高

めてというようになっております。そういう中で今回は１００メーターとかなりピッチを細かくしてお

ります。これはやり方については建設省の方で治水経済マニュアルというものがあって、マニュアルに

沿って出しております。先ほど３点の位置ということがございましたが、それ医王渡橋から下流の一番

いわゆる流下能力のないところと、それから流下能力がないから必ず経済性な軽減が一番小さいとは限

りませんのでその中でやっております。先ほど中島委員さんからも医王渡橋の下流から富士見橋。それ

から下流、ＪＲの下流のとこも話が出ましたけれども、それより鷹野橋の前後もあります。そういった

中でですね出しております。これはマニュアルにありますので最大の被害軽減というものを出すやり方

でやっております。ですから実際先ほど水防活動の話しも出ました。これは２８０トンの先ほど絵がご

ざいましたけれども、水位がどんどん上昇していきます。片方防いで下流側がまた段々危険になってく

というような状況にどんどんなってきます。これは１点の点ではございません。一つの流れの中で、そ

ういう中でその２８０トンが流れるという今断面を持っておりません。ですからその一番流下能力のな

い、しかも経済性の先ほどの中の地点が今示した左右岸の地点でございますので、その点をご理解いた

だきたいと思います。以上ですが、よろしいでしょか。 

 

宮澤部会長 

それじゃあちょっと今のところ整理して質問さしてもらいますが、要するに総合治水を考える間も含

めてですね、この氾濫シミュレーションをつくれということが予算決定するまでの中にそれが入ってる

ってことで理解してよろしいわけですね。そしてそのシミュレーションの出し方については一番弱いと

ころで一番被害が大きいところで取りなさいということんなってるということもそれもそういうこと

でいいわけですか。はい。米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい。今公共事業やってく場合に費用対効果が問題になります。ですから事業費とですねその被害軽
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減の額というのは重要になってくと思いまして、そういう点で今のものを出して、これをやっておりま

す。 

 

宮澤部会長 

それを今出してやってるってことは、その指示が建設省…国土交通省からあるってことですか。そこ

をしっかりしてください。どこのデータに基づいてどういうふうにしろっていうことの理論をしっかり

と言っていただきたいと思いますが、申し訳ござんせん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい、わかりました。一つの計画をやる場合に建設省の方からですね、国土交通省ではありますが、

その治水経済マニュアルに従って費用対効果を出すようになっております。その費用対効果を出すため

のこのシミュレーションをお示ししたわけであります。 

 

宮澤部会長 

ご理解いただけましたでしょうか。皆さんの意見は皆さんの意見としてそういう形の中でもってこの

ひとつの総合治水、ダムも含めて、ダムということでございますが、そういう場合については基本高水

流量２８０トン、ちょっと違ったら言ってくださいよ。２８０トン、カバー率１００％。つまり２８０

で見た時にどういうような氾濫が考えられるか。その時の氾濫の時については一番弱いところで被害が

大きいところを出せと。こういうことでもってこのシミュレーションをつくるということが義務づけら

れてるということで理解してよろしゅうございますか。私も全然わかりませんので。はい、北村さん。 

 

河川課 北村補佐 

すいません。ちょっと一般論の話しさしていただきますけれども、今ここでお示ししたこの図面とで

すね、それから一般的によくソフト、洪水のためのソフト対策のためのいわゆるハザードマップをつく

りましょう、という話しとちょっと違うんです。後から言いましたソフト対策のためにやりましょうっ

ていうのは、もっと広範囲にですね、中島委員さんが言われたように、先ほど３つの区間と言われたよ

うなことをやりましたけど、そういったもっといっぱいのとこをですね破堤を想定してそれで作り上げ

ていくのがいわゆる一般的なハザードマップ。ここでお示ししたのは、ダムの費用対効果を出すために

ですねどこを例えば弱いからそこを破堤させてモデルをつくるということじゃなくてですね、どこが壊

れるかっていうのは実際の話っていうのなかなかわからんです。選定する時にですね、どこが壊れるか

っていうのは非常に難しくてわからないんで、いろんなとこを想定してやって大きく、被害的に大きく

なるとこはどこだろうって見つけたのがここのこの絵なんです。だから先ほどちょっと質問の中でも弱

いところを見つけてうんぬんかんぬんっていうような話しもございましたけれども、それはそれでまた

別のお話で、区域が大きいとか深いとか、そういうとこはどこの地点だろうと、その大きいとこはどこ

だろうなって出したのがこの図面になってるということになので。 

 

宮澤部会長 

それでは今武井委員さんからあったように意識的に大きくするように、被害が大きくするように、そ

れを実証するためにあるんじゃないかというような今質問が出ておりますけど、そのことについても併
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せて答えてください。 

 

河川課 北村補佐 

いわゆるそれは治水経済調査マニュアルっていうマニュアルに沿ってですね、そのマニュアルってい

うのは今でいう国土交通省が出してる、当時建設省が出してるものですけれども、そのマニュアルに従

ってやったものであって、それを大きく出そうということじゃなくて、いわゆるやり方が決まったもの

でそれを決まったやり方でやったらこうなったと。その一番大きくなるという言い方がちょっと誤解さ

れるとこもあるんですけれども、いわゆるデータに基づいてやって一番大きく出る、いわゆる選定いろ

んなとこを選定することによって、例えばＡという地点を選定すればこんな１００平米くらいとか、Ｂ

という地点をやったら１５０平米ぐらいんなりましたよって、いろいろなるわけですけれども、そのこ

れは１５０平米ぐらいんなったよという一番データとしてで、結果として大きいものが出たものを出し

ましたということでございます。決して大きくやったということじゃございません。 

 

宮澤部会長 

はい。今のご説明でございます。これはこれとしてこういうことで出したということの状況だけ理解

をしていただくものだというふうに私は理解するんですが、どうでしょうか。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

今の説明一応わかりましたけれども、流下能力のないところで、というようなこともありましたけど、

その場合は普通はですね越水とか溢水ということだと思うんですね。破堤までは普通いかないんで、そ

ういうシミュレーションというのは何か先ほどソフト対策というようなことを言いましたけど、そうい

うことでやるんですか。こういうのにはそういうのは全然入らない。これは要するに最大というただ単

にそれ、そういうことですね。 

 

宮澤部会長 

今お話しのところ、皆さんなかなかご理解いただけたかどうかわからないんですけれど、要するにこ

の氾濫シミュレーション、それから次の今度地質の問題がございますが、そういうデータの中をですね、

この一つのことに決定する場合は、資料データを全部、要するに建設省、当時このダムを決める時は建

設省でしたから、今は国土交通省ということでございますが。それから求められるということですね。

その求められたものの中に一つこれがあるということで理解をしていただければということなんです。

その時の出し方については今のようなマニュアルを使って出しなさいと。ここのところになって私ども

が意見としたならば、こういうことは現実と違うのでということを付記してですね決定をするしかない

んですね。このことについてどうのこうの言っても仕方ないことなんです。はっきり申し上げますけど。

ですので今のところはこれは建設省に対してないしはこういう決め方についてはいかがなものかと思

うというような意見書を添えて私どもが出すしかないというふうに私はそう考えるんですが。このシミ

ュレーションのやり方についてはこれは本当は県のじゃなくて建設省ということなんですが、武井委員

さん。 

 

武井秀夫委員 



 - 28 - 

先ほどのですね建設所長が答弁、一応わかったんですけれども、先ほどの林委員の指摘された、じゃ

あこの想定は釜口水門での毎秒何トンの流下、要するに排出能力が２００トンのやつが現在４００トン

になってる。将来的には６００トンという釜口水門の設定がございますね。それとどういうふうなこと

かという質問にもまだ答えておられないんで、私も全く林委員と同感で、じゃあ想定した時に諏訪湖の

水面がどうなってるかということ、水位ですね。それは当然それで関係してくることですから、その答

弁を求めたいし、ということです。 

 

宮澤部会 

今、武井委員さんからその話、ちょっと質問もれ、それお願いしいたします。それと今現実的な問題

のシミュレーションの問題と、それからそのことまで決定の時に建設省が求めているのかどうか、その

点についても答えてください。お願いいたします。どうぞ挙手。はい、米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

先ほど林委員さんから出された疑問点に答えさしていただきます。まず、時間的水位でありますが、

先ほど２８０トンの一番ピークがあふれているわけではありません。余裕高を取ったところの地点に水

位が達した時で一番被害が大きいところで決壊ということで考えております。それでその時の時間的な

水位で各地点の水位のマックスをとらえてます。これは平均的なものでありますが、マックスでとらえ

ています。そういったことで出しております。それから釜口水門でありますが、諏訪湖の水位と越水し

た水、いわゆるこの砥川の本線…、砥川の水と越水した水は諏訪湖の関係で言うと、砥川の水位につい

ては諏訪湖の水の関係になりますが、砥川から出てしまった水は諏訪湖の堤防がありますので釜口水門

の水位とは関係がございません。それから現実のことでありますが、今の余裕高以上にまで水が流れる

ことが実際平成１１年の６月の時は、１６０トンの時は余裕高以上に流れております。どんどん上がっ

てった場合に橋桁にあたったり流木があれば橋桁のとこであふれる場合もあります。これは実際の現実

としてみますと医王渡橋のところで、例えば一番水位が上がってきますと流木があればそこがつまると。

一遍にあふれる状況が出てこようかと思いますが、必ずしも橋というわけではありません。堤防の決壊

というものは堤防自体が水を含むことによって決壊することもあります。これは実際の現実の場合は水

位の上昇というのは計算と違いますので、それは今現在量水表を設置、各地点にさしていただいており

ますが、その量水表の危険水位に達してその状況の中で水防活動をしていただくようにお願いをしてお

ります。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。よろしいですか。はい。 

 

西村委員 

私が提案したこのシミュレーションなんですけれど、最初に私が提案した意図っていうのは、やっぱ

り地域、流域住民がどのくらいの災害が起こるんだという、実は目で見てわかるものが欲しいというこ

とで実は提案をしたんですが、今の答弁の中ではソフト対策とはちょっと違う費用対効果のものだとい

うことの説明がありましたけれど、私はこの最大のやっぱ被害が起こることが一番考えられる中で危険

だろうというふうに思いますから、これはこれでいいと思うんですね。その時間的なことが佐原さんの
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方から説明があったんですけど、今米山さんが説明したように最大そこが水が浸かる高さですから、そ

の場所についてはこれだけの被害を受けるんだということで、そこに住む方がこの絵を見てですね非常

に危険だと、いざ災害あった時には自分のとこはどうなるんだということが非常によくわかると思うん

です。こういうものについて、これから対策やなんかの話しの中に私は言ってるんですけれど、住民の

意識を啓蒙してかなきゃいけない、というのがありまして、そのためにこういったものはかなり必要に

なるだろうと、いうふうに実は思っております。費用対効果のシミュレーションだとすると、実際的に

はソフト対策のシミュレーションを本当はしていただきたいというふうに思うわけでございますけれ

ど、ですから武井委員さんが言うように過大だということでなくて、一番最大危険なものがシミュレー

ションだろうというふうに私は思います。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。武井さん。 

 

武井秀夫委員 

先ほど米山さんの方から説明のあった、これは国土交通省による全国共通のマニュアルに基づいたと

ころのシミュレーションであると。それはそれで了解ができるんですが、じゃあ私たち砥川部会として

今西村さん言われたけれども、流域住民として非常に恐怖を感ずる部分に焦点を合わせますと、実測や

様々な堤防の弱い部分、そういう部分を想定した上で砥川の実測的って言ったらおかしいんですが、そ

れを加味したシミュレーションをぜひ考えて欲しいと。それでないとそれは最大の被害はここまでだと

いうことはわかりますけれども、これが全部シミュレーションとして砥川の場合はこうなんだというふ

うにそれが一人歩きした時は大変な恐怖を抱くシミュレーションだと私はどうしても感ずるんで、その

辺のフォローをどっかでもってして欲しいと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。おっしゃられた意味はよくわかりました。関係ですか。要するにこれは、こういう形の中で、

当時の建設省の指導に基づいてこういう形でもっているのを、他のところもどこもこういうものを出す

わけですね。武井委員さんの言ってることもよくわかります。そのことについてはこれから河川改修案

の中でもっていろいろなところから出てきた中で議論にいく問題だというふうに私は理解しますんで、

要するに洪水氾濫シミュレーションは、ここのところでひとつご理解をいただいたと。どういうことで

こういうものが出てきたのかという経過と、そういうような形もご理解をいただいていただきたいとい

うことでこれを示さしていただいたんで、これは過ぎさしていただいてよろしゅうございますか。はい。

そうぞ。 

 

高田委員 

これはいわば砥川の水が全部外へ出たという一番極端な場合ですね。実際の川いうのは、いきなり堤

防がストンとなくなるようなそんなことにはならない。ちょっとずつ減っていって越えていく。さっき

武井さんがおっしゃったように、砥川の流量の例えば２０％４０％６０％８０％、が出た時はどれぐら

いになるか。多分幾つかの場合は床下浸水ぐらいですむはずだ。その時だって例えば水深が１メーター

の床上浸水なるかもしれないと。そういうのんが非常に大事だと思うんですね。だからこれ一番極端な
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もん出されて、これで住民にどうしろという、どうしようもないんですね。だからある程度の可能性が

万一あるという… 

 

宮澤部会長 

いや、先生、高田先生、その話になっちゃうとまた同じ元に戻っちゃうんですがね、これはこのシミ

ュレーションはこのシミュレーションとして、どういう立場で出てきたものかという顔だけご認識いた

だきたいんですよ。 

 

高田委員 

いや、ですからこれの位置づけとしましてね、その途中の段階… 

 

宮澤部会長 

位置づけは、ご判断するのもちょっと待ってください。すいませんけど。 

 

高田委員 

私の意見としてはいろんなレベルがある。 

 

宮澤部会長 

それでいつも高田先生がでちゃうんで、また同じように全部のとこへ戻っちゃうんです。申し訳ない

ですがちょっとお含みいただいてですね、シミュレーションはシミュレーションとして、どういう経過

でこうなってきたかと。それからどういう状況でなってきたか。これについての意見は武井さんも了承

していただきますが、河川改修とかそれぞれの案で述べてくれませんか。ここはそれぞれの案を述べて

いただく場じゃないんで、ちょっと申し訳ないですけど。お願いいたします。はい。浜委員。 

 

浜委員 

あのシミュレーションを見さしていただきました。それでですね、これがもし最悪の状況で破堤をし

た場合にどのくらいの被害額が出るのかというような算出はしておられますか。 

 

宮澤部会長 

それもちょっと申し訳ござんせんが次のところへ入りたいと思っておりますんで、申し訳ないですが、

後でまとめてそのところもやっていただけませんか。このシミュレーションは、そういう形でもって表

に出てきたんだっていう経過を理解していただきたい。皆さんの今言った、高田先生とかそれぞれの皆

さん意見持ってらっしゃると思うんですよ。議論の時間をなるべく多く取りたいんです。ここはこれで

終わらしていただきたいんです。もう一つ重要な問題が、地質の問題がありますから、この地質の問題

に入りたいんです。申し訳ございませんが、よろしいございますか。すいません。この問題、地質の問

題以外のことだったなら、この災害の今のシミュレーションについてこういう経過が出てきたというこ

との質問以外はご勘弁いただきたいんですけど、小沢さん、よろしゅうございますか。後にしていただ

きたいと思いますが、違うことなら時間は取りますので。 
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小沢委員 

部会長の意志でもってずんずんずんずんいってしまうということ… 

 

宮澤部会長 

却下いたします。 

すいません。それでは次に地質の問題のご説明を、この前松島委員さんから地質の問題のことについ

てございました。前回に基づいて私ども進めてるつもりでございますので、申し訳ございませんけれど、

この地質の説明に入らさしていただきたいと思います。いかがでございましょうか。よろしゅうござい

ますか。はい。それじゃあ続きまして地質の説明、少し長くなると思いますし、ダム本体の問題、安全

性の問題にもなってまいります。この前ダムの問題点でいくつも疑問点があるというようなことも出て

おりました。どうぞこのところの説明をお願いしたいと思います。諏訪建設事務所の方からお願いいた

します。どうぞ。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

諏訪建設事務所の米山ですが、過日…、前回の部会の中で松島委員さんからダムサイトのボーリング

コアが非常に柔らかくて業者の指紋が付いていた。それから非常に、岩盤が…硬い岩盤と軟らかい岩盤

が交互になっている。非常に変質粘土を持って不連続性があると。こういう中で東海地震はともあれ、

どちらかというと糸魚川－静岡構造線、そちらの方の断層でありますが、動いた場合、非常に危険では

ないかと。それがさらに不均一性で…岩盤がですね、異方性を持っていると。こういったダムでありま

すので、ダムをつくっても水漏れをしてしまうんではないかと。グラウチング等をやるということであ

りますが、そういった効果も疑問だと。そういう中で不安材料が非常に多いという話がございました。

つくってる側としての説明責任があるんではないかということに対してお答えをしたいと思います。 

それでは、これはダムをつくっていく場合に、ダムというのは水を…非常に多くの水を貯水させます。

それから規模的にも大きい構造物ということで、おそらく公共事業などやってる中でトンネルとか橋と

かありますけども、この公共事業に対する安全性というものに対する、まあ以前は国土交通省じゃなく

て建設省でありますが、建設省の指導を受けながら進めております。これは今までできたダムも同様に

そういった国の技術専門家のチェックを受けながら進めてきております。それでは、どういう具合にそ

の重要なダムについて地質調査等計画してきたかということを述べさせていただきます。まず、ダムの

必要性・可能性の調査ということで文献等そういった地質調査とか…地質調査に入るわけでありますが、

こういったことにつきましては県だけではなく、地質のコンサルタントに委託して調査をしていきます。

この地質調査のコンサルタントは、これも全国の各ダムを手がけて、そういった熟知したそれぞれの専

門家を抱えているコンサルタントに委託をします。それからこの進む過程におきまして、この段階はま

だ県の予備調査という段階はですね、県の単費で…単独で調査を始めるわけでありますが、こういった

段階で資料的にそれから重要ななデータがまとまった段階で、可能性が県としては必要性もあるという

中で建設省と協議を始めます。その段階で建設省には技術集団がございます。これは土木研究所で、こ

れは地質官とか地質の関係の専門だけではなく水の関係から幅広く、地滑りの関係もそうですが、非常

に技術者がそろっております。そのスタッフの方に現場に来ていただいたり、こちらから資料を持って

行って協議をします。過去、実際の下諏訪では２回、それから協議２回と、こういう具合な形で現地に

来ていただいたりしながら進めます。その結果、県単でやるのではなくてこれは国庫として本格的な調
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査ができる。ダムの可能性として必要もありということで国で認めていただくためには、この基本設計

会議がございます。これは国の機関でやっている会議でありますが内部的な協議にかけます。その中で

決まればですね次の段階になりますが、決まりますとダム実施計画調査ということで補助事業になりま

す。このためにはここの会議の中で審査して評価を得なければなりません。次のステップとしてみます

とこれ調査に、本格的調査に入っていいと、これは実調採択といいますが、実調採択んなって次のステ

ップに進みます。さらに地質調査をしていきます。その中で重要になりますのは第四紀断層、それから

細かな地質調査、ダム位置を…広範囲の中でダム位置の決定ということになりますので、そういった資

料調査をやっていきます。このときは当然熟知した地質コンサルタントに委託しながら資料をまとめ、

国の土木研究所、それから本省の方々、それからダム技術センターとも言われますが協議をしてきます。

そういった協議も何回か繰り返して、現地に来ていただいたりしながら調査を進めていきます。それで

現在の段階はと言いますと、下諏訪ダムはダム軸・ダム形式が決まっております。まその前に建設採択

ってありますが、基本的にダムはダム軸・ダム形式が決まることが重要になります。これはその岩盤が

どういったダムでつくることができるかと、どのくらいの規模に対してどうかと、いうことの中の判断

…でダム位置の建設の可能性という中ではここでできるかという最終的な詰めになります。それについ

ては事前にやはり土木研究所の各地質官始め、構造室長だとかですね、ダム構造の室長だとか、それぞ

れの方々現地に来たり評価をしていただきながらそういった資料がまとまった段階でやはり基本設計

会議にかけてやります。ここにはそれぞれのスタッフがそろって審査し、それで最終的にその問題点等

がクリアしてるかどうかということの中で決まってきます。これは１回で決まるものではなくて、資料

が十分でないという場合は再調査をすることになります。ですからこれは１回で終わって通過する通過

地点ではなくて、必ずそのそういった課題とかがクリアしないと、このそれぞれの基本設計会議のステ

ップを踏まなければですね、次のステップへ進めません。こういった流れはですね、ダムの建設して完

成し試験を試験湛水（たんすい）って水を実際の洪水で最大に水がきた時の水位になりますが、サーチ

ャージ水と言います。そこまで水をためてどうかというところの判断まで、すべて建設省とその実際の

協議をしながら、そいで最終的な判断になっています。もう少し対策が必要ではないかとか、湛水する

ことによって地滑りが発生するではないかと、そういうことも含めて常に国との協議を繰り返し、専門

家の方々に来ていただいたりなり進めてます。こういったことはダム以外にはありません。特別地滑り

の中でそういった土木研究所の担当官の方に現地に来ていただくとかはありますけれども、こういった

一つのルールに従って進めていくのは公共事業の中でダム事業以外ありません。これは大型の構造物と

いうことで非常に建設省も慎重な取り扱いをしております。 

それでは今出てきました基本設計会議はどういうものかと言いますと、先ほども言いましたけど、実調

採択の段階、新規建設というのはちょっと話しはしませんしいたが、こういう段階があります。ひとつ。

それから建設可能だろうという判断でありますが。それからどこにつくるんだと、どういったタイプの

ダムだというダム軸・ダム形式があります。この中で、下諏訪ダムは現在この地点で実設計の前段まで

来ておりました。ダム軸・ダム形式が決まっておりまして委員の皆さんもダム軸の位置を見ていただき

ました。ダム形式に対しては重力式コンクリートダムであります。ダムタイプには高田委員さんのお話

にもありましたが、ロックフィルダムだとかですね、アーチダムだとか、アースダムだとかいろいろあ

りますけれども、重力式コンクリートダムということで決まりました。で、先ほど言った試験湛水って

のは最後水をためて、さて供用する、という段階まで、この基本設計会議にかけているわけであります

が、その技術集団でありますがこれは建設省の土木研究所であります。この中には地質官として非常に
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地質の専門家、まあ地質官だけではなくてここには地質研究室だとか、地質科学部長とそういう方々が、

スタッフの方がたくさんおられます。そういった地質の関係から、ダム部長さん。ダム構造を含めて、

ダムの構造、ダムは地質だけではなくて構造的な問題も非常に重要になっております。それからフィル

ダム室長さん。これは、フィルダムの立場からも見ていただくと。ここにちょっと水理工の室長さんが

入っていますが、水理工、水資源室長さんが入ってます。水の関係の関係もこの中にメンバーに入って

おります。建設省のそれから課長補佐が入っておりますが、建設省の方のまたダムに手がけてきた補佐

もここに入っております。それでダム技術センターというのは土木研究所を退職された方、それとかそ

ういったダムに非常に手がけた方が全部ここへ集積されておりまして、県の指導等もしていただいてお

ります。県とダム技術センターも参画する中で構成メンバーに入っておりませんが、そういった中で総

合…皆さんの意見を聞きながら、その課題がクリアしたかどうか。クリアしてなけりゃもう一度差し戻

しというような中でそれぞれのステップを踏んで、慎重な評価の中で進めてきております。はい。 

それでは、下諏訪ダムの地点の地質の状況でありますけれども、松島先生の方から糸魚川－静岡構造線

という話が出ております。諏訪湖に対して。これ位置的には北が上になりますが、それから重要んなり

ますが、中央構造線というのがここになります。この中央構造線はこの間阪神淡路の地震がございまし

たが、あちらの方までずーと行っている中央構造線です。これは非常に大きな構造線でございます。そ

れをさらに、この延長はですね、この延長の北の方にいっておりません。実はこれは横河川の方の位置

にずれております。この大きな中央構造線は横河川の方にずれております。これは糸魚川－静岡構造線

が切ってると言いますが、この左横ずれですがこの地点から見たらこちらに動いたということですが、

こういったずれの中で、こういった構造線がずれております。こういった重要な構造線があるというこ

とはこれは土木研究所も十分熟知しております。それから周辺のこういったこういう黒いのは断層でご

ざいます。こういう断層の中に点線があります。これは推定断層です。まあ伏在すると言いますが、そ

ういったものもあります。実線は確実、調査等でとらえているという線ですが。こういった中で、この

構造線のこちらの地質は２千万年から５百…５千、数千万年前にできた堆積層が中心になっております。

それに対してこれより上側については、ここ八ヶ岳の山麓がございますが、５百万年から数十万年の中

で火成岩と言いましてマグマが冷えて固まったものとか、八ヶ岳の噴火の堆積物だとかそういった堆積

層。これはいろんな堆積層ってのはいろいろあります。泥岩みたいなの…、川の水が流れてきて礫だと

かありあすが、そういった物も含んでこの一帯はできて、こちらと対照的な新しさを持っております。

それを糸魚川－静岡線の切れたこちらの方に位置しております。ダムはこちらの約５百万年から２百万

年の中で…２百万年以前の、約５百万年から２百万年の間の中の形成された地質の…花崗（こう）岩質

閃（せん）緑岩という部分になりますが、そういった地質の中でダムを建設してます。 

今、この閃緑岩ですが、花崗岩質石英閃緑岩でございますが、これは広範囲に分布して非常に火成岩っ

て言うのはマグマが地球…地表深くゆっくり固まった岩盤であります。非常にち密でしっかりしており

ます。そういった岩盤の状況がございます。その中のこのピンクの中に下諏訪ダムは位置します。砥川

はこちらになります。この砥川沿いに松島先生がご指摘してる砥川断層ってのが黒いのがございます。

先ほどに話の横河はこれがございます。それでそういう中で、この断面的にどういう…、これがどうい

う具合になっているかというのをちょっと見ていただきたいと思います。今、お示しした断面のＡＡの

上側の断面でありますが、砥沢、砥川それから合倉沢ってのはこれはダムの上流地点になります。観音

沢、車山となります。今、石英閃緑岩はですねこの位置になって基岩なってます。この母体はちょっと

ここの姿が見えませんが、この下の方にずーっと広範囲にあるわけでありますが、こういった断層の中
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で切れている部分がありますが、この基岩の、しっかりした基岩のところにダムを建設していくという

ような…。調査というのはこの基岩に対して調査をしていくと。それから下流側の諏訪湖の断面でござ

いますが、諏訪湖にはこれは河川の堆積物が今すくも層だとか軟らかいものが堆積していると言われて

いますが、ここにありますが。その横に閃緑岩が分布しておる。その上にはその後に堆積した層が上に

乗っております。ちょっとくどいようですが先ほどのアップしております。先ほどの閃緑岩がピンクに

なっております。松島先生言う砥沢…砥川断層がここにございます。これが中央構造線でございます。

ですからこの下流側に横河川があります。こちらの砥川の下流側にはずっと…砥川断層のか…平行しな

がら砥川が流れ込んでいる。諏訪湖に流れ込んでおります。 

それで先ほど糸静線の話が…糸魚川－静岡構造線の話がございました。そういった第四紀断層にはどう

いう手順で調査をしていくか。当然、先ほどにも文献に明らかに載っておりました。これはだれもが知

っている構造線です。そういった文献調査をします。それからその文献以外に地形的に、いわゆる先ほ

ど伏在すると言いましたけど、若干その下に断層があります。小断層がありますとですね、いわゆる大

きい断層の応力を受ける中で派生断層はこれ日本全国のどこにもあります。ダムの中に断層がない…と

言っていいぐらい、断層が日本じゅうくまなくある中で、そういった断層をできるだけ避けるというこ

とになっております。それからその断層も、活断層である第四紀断層というのは２００年前から現在に

至る中で、断層が動き今後も動くことが予測されると、そういった危険な断層だということで、断層を

位置づけております。そういった中でこの地質調査、地質っていうかこれは航空写真で見ますが、少し

長い部分でですね、調査範囲をしなきゃいけない。地質調査をしてこういった内容を先ほどの土木研究

所のそれぞれの専門官に見ていただき、第四紀断層調査の結果はですね、ダムサイトにはダム建設上支

障になる活断層は存在しないということで、了解を得ております。 

なお、この図面をお示ししたのは、これは非常に著名な日本の活断層という図でございます。これは東

大出版でやっております。非常に権威のある方々が見ております。この赤いのが活断層。２００年…２

００万年前から現在に至る中で動いた、今後も動くことが予測されるではないかと。諏訪湖がここにご

ざいます。諏訪湖を挟みながら活断層がございます。それからダム位置はここの位置にあると。まあこ

ういった中にダム位置があるという、こういうことも熟知の上で判断が出ております。 

それからこういった文献以外にこういうとこにちょっとアップではしてないんですが、ダム周辺をアッ

プだけをしてありますが、空中判読だとかいろいろ調査しとる中で出てきたものをですね、これをまた

踏査によってどうかということのことも資料提供して判断をいただいております。 

それから、熱水による変質脈についてのいわゆる岩盤について話がありますが、ダムを進める上でこの

中の、これは平面図でございます。これは上流に向かって流れております。東俣側です。それからこち

らが右岸側です。こちら左岸側です。これがダム軸と呼びます。これがダム底になりますが、ダム底の

とこにいろんな色を書いてあります。Ａ・Ｂ・Ｃと色塗りしてありますが、そういうこれは、ボーリン

グの中で、地表にこう現れてるわけではなくて、ボーリングすることによってつかんでいる変質脈であ

ります。それで重要になるのはこういう変質脈が連続をしている、一方向を持つ、それからまた幅を一

定の幅を持つ。その変質の脈の両サイドにガウジと言うか断層粘土を持っているかどうか。そういうこ

とも非常に重要になってきました。そういうものを調べるには、…次のページお願いします。非常に１

０８本のボーリングやってるじゃないかという話がございましたが、非常に方向、それから厚さ等を、

それがどこかいって、せん滅するといいますか、なくなっているのかどうかです。それはどんどん続い

ているのかどうかと把握するためにはこれだけの調査が…。なぜこんなに調査するのか…。できるかで
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きないかでなくて、より重力式コンクリートダムでより経済性も含めてやっていく中で、またそういう

弱部も把握することが重要であります。そのためには人間が入ってですね中を見て行くと。過日委員の

皆さん、この横孔に入っていただきました。ダム軸の一番下のダム高の重要な岩盤のとこで見ていただ

きました。そのとこの岩盤の中に確かに軟らかい部分もございます。それから非常に硬い部分もござい

ましたと思います。そういった、過日見ていただいた点をふまえながら、これからのちょっとお話を聞

いていただきますが。そういったその方向、あの中の弱部がどういう方向に走ってるか。そういう点を

調べるためにやったということをご理解いただきたいと思います。はい。そういう調査の基に岩盤であ

りますが、この色の濃いところは硬い岩盤でございます。こういった亀裂があるじゃないかと。いわゆ

る岩盤というのは節理を持っております。中には応力の中で小断層もございます。そういう中で熱水変

質というものが出てくるとその岩盤がぼけることがあります。ぼけたと。それからぼけたものが長年経

ってこういうとこがこういわゆる洗掘されてきますと風化しやすくなります。ですから風化と変質とは

ちょっと別なんですが、そういった状況をとらえて、その岩盤が変質してるのか、それから風化してる

のかというようなこともとらえてその強度を調べないといけない。各この中にはボーリング斜めのボー

リングもあります。こういうこともやりながら、これは土木研究所の方の国の方の指導でこれをちゃん

と把握してくださいとか、そういう宿題に対してやって解明しながら今のダム計画が進んでまいりまし

た。 

ダムについての安全性でありますが、これはこう形を簡単にしてありますがダムであります。ダムの一

番安全性のチェックであります。これは構造的にやります。この岩盤の評価をしました。その岩盤の上

にダムをつくるわけでありますが、ここに水をためます。これの場合に特に地震に対してどうかという

話しをします。当然地震のことを考えております。ダムは２つあります。このスライドしてしまうと…

岩盤の上をダムが動いてしまう。もう一つは転倒してしまうと、いう中でそういった地震時の荷重もか

けて、これ自体にも地震の荷重をかけて、その岩盤がどうかという、この岩盤の評価が重要になります。

非常に硬い岩盤だとかわかっても、じゃあどのくらいの強度があるのかっていうこのことを調べなきゃ

いけない。はい。その岩盤を調べるためにこういう試験をやります。これは滑りに対する、先ほどの滑

りに対する、ここが岩盤でございますが、滑りに対する力を試験をします。実際の現場でやります。こ

れも非常に珍しいことであります。非常にスケールの小さい簡単な試験はありますけど、こういった現

場で大きな大がかりな試験はダムだけであります。非常にダムの荷重を掛けてそれを横から…こう荷重、

地震時のそういった荷重を含めてかかったときに、ここでどれだけの抵抗ができるかという出し方をす

るわけであります。その結果でありますが、この間横孔に入ってもらった時に非常に硬い岩盤、ＣＨと

書いてあったと思います。このＣＨのがよくこれ３００トンていいますが、平方センチメートルは３０

キロです。この３０キロという強度。これ上からこれシグマ（Σ）ってありますけど、荷重がかかれば

かかるほど、この抵抗値は大きくなりますが、そのベースのこの岩盤の強度よりも約…約じゃない３０

キロです。３０キロと言いますと３０キロの今の岩盤で全部ありますと、約１５０メーターぐらいの重

力式コンクリートダムができる岩盤の強度を持ってます。それから少し亀裂が入ったり、亀裂が細かか

ったりしてるこういうＣＨ…ＣＭＨの岩盤を見ていただきました。それは２０です。それからもう少し

これはさっき言ったやつ、変質してます。こういう亀裂はありますが、これがこういうところに水蒸気

が、熱水が上がってくるように少しぼけてきてると言いますがそれが１２です。ＣＬ１と言いますが、

これは亀裂が非常に多いと。こういう岩盤に対しては７というような評価をしてます。ＣＬ２、これは

もっと…これ、少し時間が経ったりいろいろしてんでちょっと見づらいと思いますが、柔らかくなって
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る。それは２という…。こういったそれぞれがダム底に分布するわけであります。このしっかりしたと

こはこの濃い青いところでありますがＣＨ、それから軟らかいところ、このＤ級岩盤。これもトンネル

で見て…横孔で見ていただきましたが、こういうところは評価しておりません。ここはないと。ダム高

の高いブロックと言いますが、一番ダム高が高いとこでこれがどれだけ分布しているかと、いうことで

それぞれの強度を平均全部出してですね、それで全体でどれだけあるかという、平均せん断強度であり

ますが、その出した平均せん断強度は実際に、計算上で、いわゆる地震時の荷重を掛けてかかる、４倍

の値に耐えるかどうかっての調査してる。この４倍の安全率を採るのはやっぱりダムだけであります。

通常４倍を採った、安全率を採った計算をしているのはありません。１．２とかですねそういった安全

率はございますが、これはダムだけで安全を確保してます。その中でこの地質条件であれば７０メータ

ー級の重力式ダムは建設できるということで基本設計会議を通っております。それから、先ほどの赤い

部分でありますが、これダム高が一番高い部分であります。こちらに水がたまってるわけでありますが、

こちら下流んなります。このダムの下流側に対して転倒ということもあります。転倒という評価の中で

はですね、先ほどスライドする活動がありましたけど、転倒という中ではここに一番荷重がかかります。

そこにはＣＨとしてしっかり先ほど言った１５０メーター級のせん断力を有する、の岩盤がここにあり

ます。 

それから先ほど非常に亀裂が多く、異方性が多くて、水がザーザー漏れということがございました。こ

れはルジオンマップと言いますが、その岩盤の透水性を表しております。この青のところは非常に透水

性が低いというようになってます。地下水の状況は縦孔の、このダムサイトのそばで縦孔で見ていただ

きましたけど、あそこに水がたまっております。亀裂が多い場合は水位が下がってたまりません。亀裂

が多いダムもありますが、このダムについては地下水がですねこういった具合になっております。若干

こういう、いわゆる…水位が下がってるとこは、まあいわゆる風化してくると段々山はこういう地下水

が後退してきます。そういう中でこういう状況をちゃんとボーリングをやったときに把握をしていきま

す。透水性状を。そういう透水性状をきちっととらえてですね、どういう対策が必要かというように考

えていくと。赤いとこは当然一番水が流れやすいとこです。まあ中央部に近いところはそういう、やっ

ぱり風化したりしてですね流れやすくなってきてるということがありますが…そういうように見てい

ただきたいと…。でそれに対する対処でありますが、これは全国どこのダムでもやってますが、これダ

ムです。これは上流。水をためてます。この水が下流側へザーザー漏れという話も漏れてはいけないと。

現在の状況でもかなり下の方は透水性が非常に低いわけですが必ずカーテングラウトをやります。これ

は５メーターから３メーターのピッチでやりまして、必ずこれチェックをします。これがよく効いてる

かどうか、これが十分にこの水が漏れるようなことがないか、というカーテングラウトをやってる。こ

れは、計算…計算と言うか、先におさえられた状況だけで判断で決めるんじゃなくて、さらに実施をし

ながらその効果があったかどうかを確認しています。さらに堤体の下にコンソリデーショングラウチン

グってやるんです。これは岩盤はそれぞれのボーリングで把握してますけど、さらに一体化させるため

にその強度をさらに一体化させるために必ずやっている工法であります。 

それからちょっと参考でありますが、上流からの土砂等出てきます。ダムに埋設っていうようなことご

ざいますがダムの容量ん中に堆砂容量は確保しています。この容量については近傍ダムの年どのくらい

水が…堆砂してるかということを各近傍５ダムなりそういったものを全部平均化して出して、それを１

００年間ためられる量を確保して、この部分だけ見たら砂防ダムと同様な形になりますが、そういった

容量も確保しております。 
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それで、ちょっと戻りますが、ダム設計の中の設計深度でありますが、これは河川砂防技術基準に載っ

ております。河川管理施設等構造令にも載っておりますが、日本全体に対して位置によって換えており

ます。この濃いとこの部分は強震体と。いわゆる先ほど中央構造線とかいろいろございますんで、そう

いう強震体・中震体・弱震体とありますが、下諏訪ダムの場合は強震体に入っています。ダムタイプは

重力式・アーチ・ゾーンとか均一フィルダムとかロックフィルというのはありますけども、こういった

中で重力式でできるという中で、０．１５と、０．１２から０．１５の中で０．１５という大きい上限

の値を使って設計した中で先ほどの安全率４を十分確保できるという具合んなっております。なお、こ

れについては阪神淡路がございました、地震がございました。これを全国ダム適用してるわけでありま

すが、これが今後も適用していいかどうかについて…ちょっと…。建設省で委員会をつくって検討して

おります。これは阪神淡路の震源地がここであります。淡路島があります。この近傍にはこう点々がち

ょっとあります。よく見えるかあれですけどダムが２５０はございます。近いとこは１０キロ前後とい

う近いところのダムがございました。これが拡大のとこですが、断層の切れたとこ。震源はここです。

そういった状況の中で、建設省としては１６名の各先生方に集まっていただきましてダムの耐震性に関

する評価検討委員会をつくりまして、設置しまして、その中で各ダムの被害の状況を調べております。

ダムにはすべて地震計が設置されておる中でですね、他の土木構造物は大きな被害を受けていることを

かんがみてですね建設とかダムの耐震性に関する評価検討委員会を設け、今回の地震より得られた知見

をふまえて、ダムは大量の水を貯留させる、貯留する大型の構造物であるため、ダムサイトで観測され

た地震動から現行のダム耐震設計基準で設計されたダムの耐震性を改めて調査しました。その結果ダム

は十分な耐震性を有しているという結論が得られました。今後についても慎重な設計をやっていくとい

うことでありますが、こういった中でこういう結論に基づいた設計基準で設計され重力式コンクリート

ダムが建設可能ということで結論を国の各専門家の土木研究所のそれぞれのスタッフが見て、それから

基本設計会議にかけてダム軸・ダム形式が決まっております。現在はその段階に至っております。以上

です。 

 

宮澤部会長 

それで、その地質はいいっていうのはわかったんですが、その石英のそのところは大丈夫だっていう

ことなんですが、そこよく熱水変質が入っているって、この前松島さんのご説明では全くダムを考える

方が全く危険極まりないという、表現は別問題としまして、そういうお話しでございましたんで、そう

いうような問題点も含めてお話しいただけませんでしょうか。その説明に付加していただけませんか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ちょっともう一度地質のところ…。地質の断面とかですね。あっとじゃあなくて…。 

 

宮澤部会長 

これじゃなくて。石英石英閃緑岩がどうだっていうのちょっと話していただきたいんですが…。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ああそうですか。はい。じゃあ先ほどコアの写真で見てもらった方が…。断面図がいいですね。先ほ

ど、これは先生ご指摘の中の手で指紋が付くような岩盤でないことは先生も認めていただけると思いま
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す。これは横孔の中でも見ていただきました。（ちょっとずっとめくって…。断面図だけで。地質の岩

級区分の。）これでも先ほど先生が心配しておられているこのものが交互に出てきているという話しが

…基本的には閃緑岩があります。こういうのはこれは形成過程、形成後にですね、節理のところから貫

入岩て言って、安山岩が貫入して、そういうものに伴ってその部分が弱い弱部がありますが、ダム全体

を見ていただきたいと思いますが、そういった方向だとかですね、これがどういう角度で立ってるかと

か、どういう厚さであるとか、これはダム建設上どうかとか、そういう中で、それぞれの地質について

の強度を先ほど言いました。こういういわゆる分については評価をしておりません。それで評価しなく

てこういう強度のあるＣＨの岩盤とか、先ほど見ていただきました。そういったものの構成がどうであ

るかと。場合によってはダム軸の位置を下流側にもってくとかですねそういう形でやって一番経済性も

ふまえてやっています。松島先生が心配されている地質が指紋が付いていたと、いうのは、いろいろ考

え方があります。一つはボーリングをした時にですねこれは掘削くずが出ます。スライムと言いますが、

スライムがひとつそういう懸念がございます。どうしても水でボーリングやっていますとですね、無水

でやればいいんですけども、どうしてもスライムが出てそれが手あかが付いて指紋が付くようなことが

ございます。基本的にそういう部分は非常に小さくしかもそれが横の方向にあったら非常に問題ですが、

この方向もちゃんと確認してダムの…、でまたそういう軟らかい部分は取って、この場合前は６７メー

ターの掘り下げてることもありますけれども、そういう状況の中ですべて土木研究所といわゆる基本設

計会議にかけて課題をクリアして大丈夫だということで現在に至って地質的にも大丈夫だということ

でなっております。 

 

宮澤部会長 

それじゃあ、松島委員さんのご指摘したことは当たらないっていうことですか。そこのところがよく

わからないんで、今回地質のことやったんですが、その安全性とかそういうことはわかりましたけれど、

具体的なところのところがもうちょっと地質のことのことの言ってる意味がわからないんですよ。本当

にその指紋が残ってるような地質があったりしたわけですか。そういうことも含めて。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

その点について松島先生の… 

 

宮澤部会長 

それともう一つ過去の地質に対するこの砥川の地域について、そういう地質でもってだめだっていう

議論が今まであったのかどうかも含めて話してください。そういうことが重要なとこなんです。今そこ

んとこが。その経過とか、どうのこうのっていうのは専門官が見たってことはよくわかりましたけど、

そういうような問題の議題が、今までなされたかどうかってことが、今この地質のとこで提案されてる

わけです。そのことについて答えてください。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

松島先生は不安な材料が多いということでダムができないんではないかということでありますが、ダ

ムができるかできないかの議論は一度もされておりません。その中でですねその今… 
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宮澤部会長 

ということはどういうことですか。地質が大丈夫で、松島委員さんの言ってる心配は危惧（ぐ）だっ

ていうことなんですか。そういうことを聞きたいんですよ。皆さんは。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

一つ一つの中では第四紀断層の話しがした… 

 

宮澤部会長 

それはいいです。第四紀断層はどうでもいいんですが、具体的にどうなんです。そこだけちょっと話

してくれませんか。今そういう議論があってそういう経過を話して、もうちょっと話してもらいたいん

ですよ。どうもちょっと観点がずれてっているんで、説明の観点と、この質問の観点が。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ちょっとすいません。ポイントがずれていまして、経過という中で話しの中では先ほど広域的な中で

地質を見ていきます。それからその広域の中で砥川本線につきましては、松島先生もご指摘のように砥

川断層がございます。そういった中で東俣はどうかという。東俣の岩盤についての踏査。それからそれ

ぞれの地質ボーリングデータ。そういう中でそれぞれのこのデータを集積させています。それの中でど

こが重要な課題となってきたと言いますと、先ほど来、熱水の課題んなってます、こういう熱水がです

ねどれぐらいの幅でどれぐらいの方向に、いわゆる分布してるかとか、そういうことが非常に議論され

ましたけれども、松島先生が心配されているそれが指で指紋が付くようなコアがあって、それがダムの

堤体が乗らないんではないかという議論は今まで全くされておりません。 

 

宮澤部会長 

諏訪建設事務所さんね、今松島さんの議論は、私も今回この砥川に入って初めての議論をお聞きした

んですが、地質が軟弱だから、これから皆さんから自由な意見を述べていただきます。小沢さんやなん

かでお話ししていただいたように制限するつもりは全くありません。これは共通認識の理解の上に立っ

てもらうために、今意見を言うとこじゃないってことで意見を差し控えていただいてるんですが、その

時にですね初めて地質の問題が出てきたんですよ。松島委員さんからは地質は適さないと。今までやっ

てきたことはだめだったんだっていう意見が出てるんですが、今のご説明ではそれに対して反論なって

ないんですよ。大丈夫なのかどうなのかどこが判断したのか。もうちょっとはっきりと言ってください。

ちっともわからないんですよ。大丈夫なのかどうなのかっていうのが。はい。所長。 

 

北原諏訪建設事務所長 

それでは私の方が素人っぽく説明しますので、いくらなんでもわかるかと思いますけど。ダム課長他

職員から説明を受けてきた過程の中におきましてはですね、いわゆるこの変質されたところがスポット

的にダム底に入ってることは事実のようなんですが、そういうものをおしなべてですね、先ほどから説

明したＣＨクラス、ＣＭクラス、あるいはその変質帯がこう貫入したところ、すべてを平均をした上で、

いわゆるせん断力がこのダム構造に耐えられるかということをすべて織り込んだ上で、平均せん断力が

このダムの構造に耐えうると。しかも４倍という安全率を掛けたものに対しても、それ以上の強度が平
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均で得られるということがあったから基本設計会議を通ってきたと。それでなおかつ、このダムサイト

が、地質を検討した基本設計会議の中でダム軸として検討に値しないというふうなことは一回もなかっ

たと。先ほどダム課長の言葉足らずなんですが、検討しなかったんじゃなくて、いわゆるダム軸として

不適当な場所ということが言われなかったということのようでございます。それは私が素人の所長で申

し訳ございませんが、説明を受けてきた経過でございますので、それでおわかりかと思いますがよろし

くお願いいたします。 

 

宮澤部会長 

もう一回整理しますけど、これを決定するのは建設省の土木研究所をはじめとして、今の基本計画、

最初んとこ出してください。基本計画のダムをつくる基本のこと。そこを言いたいっていうことはわか

るんですけれどね、その石英閃緑岩がもろいと。この前そいう指摘を松島委員さんから受けてるわけで

すよ。そのことについての答弁になってないんですよ。はい。 

 

北原諏訪建設事務所長 

ちょっと私もあれなんですけど、松島委員の方からご指摘いただいたのはですね、石英閃緑岩という

岩盤そのものがもろいということじゃなくてですね、そこに貫入してきてる変質されたものがそのダム

敷に見られるんだけれど、それが大丈夫かというふうなご質問だと思いますので。 

 

宮澤部会長 

だったら大丈夫だということですか。 

 

北原諏訪建設事務所長 

ええ。ですから先ほども言いましたように、変質されたものが貫入してきてる事実はスポット的には

見られます。確かに。そういうものを全部考慮に織り交ぜた上で、いいものと悪いものとを全部平均化

したせん断力がこの構造に耐え得るというふうな結論になっておりますんで、それはダムサイトとして

は耐え得ると。そういうことを説明してるわけです。 

 

宮澤部会長 

はい。よくわからない説明でございますが、（諏訪建設事務所 米山ダム課長 あの、すいません）

ちょっと待ってください。質問する前にどうぞ明るくしてください。この前の地質の問題で松島さんの

ご意見として、地質はダム不適当じゃないかと。他の委員さんからもそういうことは今回初めて聞いた

と。これについては大変なことだというお話が今日のこのところで共通認識に立っていただいたわけで

す。このことについてはダムはいい・悪いかの重要な問題になってまいるところで、今まで私も松島さ

んのご意見を聞くまで、これに対して調査した時に建設省の土木研究所等々の資料の中でここの場所に

ついては大丈夫だと。中に砥川の方に何でダムつくらなんで東俣の方につくるんだと、こういうような

ご意見も中にありました。それも砥川には大きな断層が砥沢の方にあるということで、これも地質の分

野から改めて理解をしたところなんでありますけど、この問題は重要なことだと思います。この問題に

なってきますとダムの問題すべてに入っていってしましまうと思います。ですので地質の問題、この今

の説明。先ほどもですね高田委員さんもそれぞれの委員さんから、これ全部関連するんだと。わかりま
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す。私も嫌というほどわかってるんです。しかし、今度は皆さん私の立場になっていただきますと、皆

さんから出された問題を一つ一つクリアしていって共通のテーブルにやって自分の持論を展開してい

ただくという土壌をつくってるわけです。そういうことだもんですから、そこら辺のところでこの今の

地質の問題に限ってご意見をお願いしたいと思うんです。はい、清水委員さん。 

 

清水委員 

先般のですね部会の中で松島先生のおっしゃったこと、これは私どもその時に聞いた時には要するに

軟らかい岩盤と硬い岩盤が交互に出てきますと。これはどこまで掘ってもそういう状態が続きますから、

ダムの建設というのは不可能でしょうとこういう言い方だったというふうに私は理解しました。それで

今日の建設事務所の説明ですけれども、部分的にはそういうところもあるけれども、総体的に考えると

岩盤は強固であるからダム建設に耐えられるんだと。こういうふうに理解してもいいのかどうか。その

辺のとこをお聞きしたいと思うんです。 

 

宮澤部会長 

はい。今重要なところであります。実は今日、実は松島委員さんの前回の議事録を用意をしていただ

くように事務局にお願いしといたんですけれど、どうもまだできてないようで、清水委員さんはそうい

うようにお感じになられたと、議事録を全部確かめてから本当はかかりたかったんですけれど、そんな

ような状況でございます。そこのところは非常に大事なところでございますんで、今の問題のところち

ょっと個々にいきたいと思いますが。清水さんの質問に対してご答弁お願いいたします。はい、米山課

長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

先ほど前段でですね、松島委員さんから軟弱地盤とのが、いわゆる弱層部とですね、硬いものが交互

に出てきますということで。 

 

宮澤部会長 

ずっと続いてるってことです。今の清水さんの… 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ええ、それでそれに対して先ほど説明したんですが、そういうことで全体の岩盤の状況のそれぞれの

方向をちゃんと１０８本のボーリングの中でさらに横孔の中で確かめて、それで先ほどの所長が言って

いますけども、平均せん断強度出してダムができるかどうかの、それも出して、そういった結論を国の

方からオーケーということできたと、そういう経過、ことであります。 

 

宮澤部会長 

ではできるってことなんですね。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

できるということできました。 
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宮澤部会長 

しっかりと答えてください。はい、ちょっと松島さんいく前に。はい。じゃあ武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

あのですね、松島先生のおっしゃったことに関しての検討、それももちろんこれからさらにやること

だろうと思います。私は今米山さんから縷々（るる）シミュレーションをしてですねやったやつを見た

段階では、高々２２２万トンの重力式コンクリートダムをつくるに２０年間の様々な検討をしないとそ

の整合性、あるいは安全性が証明されなかったんだなということで、これは大変なことだろうと私は思

ってます。そしてですねマクロの点からいきますと、私たちがこの問題を取り組んだ時にですね９２本

のボーリングコアをつくったと。それだけれどもなかなかダムサイトが決定できなかった。それで行っ

たり来たりをしていて、そのうちに１０５本、１１５本というふうにコアの検討が行われてるわけです

ね。いかにこのところが問題を含んでいる地質だという裏返しの証明だろうと思うんです。ですから今

までの９２本といわれたコアから１１５本に至るまでの、なぜそれほど追加の検索をしなくちゃいけな

かったか。ということをひとつお聞きしたいし、浅川に関しては漏れ聞くところによると７５本くらい

のボーリングコアの… 

 

宮澤部会長 

浅川はともかくとして、今日は砥川にしましょう。 

 

武井秀夫委員 

はい、そういうようなことでですね、要するにこういうような重力式コンクリートダムをつくるに、

じゃあ全国平均にですねこれほどの詳細な１１５本に及ぶボーリングコアを調べなければいけないほ

どリスクのあるところにつくっているケースがあるのか。これをコアをつくるまで９２本の段階で調査

費１１億円ですか、と正確な数字か、それはちょっと自信がございませんけど、私たちの聞いてたとこ

ろで１１億かかってると。そういうようなことからするとですね、大変な作業だろうと思うんで、その

辺のなぜ１１５本までかかってるのかということを素人にわかる形でご説明をいただきたいと思いま

す。 

 

宮澤部会長 

はい。大事なとこでございますので、その点についてのご説明をお願いいたします。はい。米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

まず平面図出してくれる。先ほどの…。（武井秀夫委員 それとですね）２０年間かけてきた件であ

りますが…、地質の方からいきます。今これ平面図…。まず先ほど言いました、これが変質、熱性変質

を受けた脈を入れてあります。当初は下流側の方に設けてありました。先ほどここに変質脈がございま

したが、こちらのこのところに変質脈があると。横孔掘った時はしっかりしてたんですけど、ボーリン

グの中で確認されたというようなことありまして、こういうダム軸というものを決めていくには最適で

経済的なものというものを選定するために詳細なボーリングを追加していきます。こういう軸もですね
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いろいろな角度を選定しております。ここに一つの条件的な蝶ヶ沢の配水管がありますけれども、そう

いったもの、そういった地形的なものすべての条件の中で最適な経済的な安全性を確保したものの中で、

こちらのサイトの部分にその熱水変質部分があるというようなことでですね、そういった部分と今の河

床部にございます。そういった部分をできるだけクリアしながら一番いい場所にというようなことで、

それぞれの変質脈をきちっととらえようじゃないかと。この建設可能という点では先ほど実調から建設

に入ってる段階ではすべてダムの建設可能ということでは動いているわけであります。その後の調査と

いうものはそれぞれのこういう部分の特定、それから縦孔へ掘ってますが、ちょっと岩級出してくれる。

この岩級はこういうしっかりしたところはこれ以上調査っていうのは必要ないですけど、こういったも

のがこの先まで続いているかどうかとかですね、ここの周辺の岩盤、熱水変質を受けた岩盤が強度的に

どうかと。今までの強度っていうのはＣＭＹ、一つのランクでやってました。非常に高い強度が出てい

るにもかかわらず、ここは非常に低い強度でＣＬという一つランクの下の強度を建設省はじめしました。

それが非常に不経済になるということでですね、縦孔掘って一番ダム高の高いところの変質を受けた、

さらに変質受けてるけどＣＭではどうかという岩盤の強度を出して分離をしました。変質を受けてない

岩盤と変質を受けた、いわゆる亀裂がある程度あるけれども変質を受けてない岩盤と、区分けをするた

めに縦孔を掘ってこの中で物理試験も、せん断試験もやってます。そういうことをなぜやるかというと、

この全体の堤体をできるだけ小さくしてですね、安全を確保しながら堤体をして、経済的な追究もやっ

ていくとの中でいろいろ建設省の方からこれは土木研究所のそれぞれの専門が構造上、それから地質上、

専門官の中でこの位置の中でより詳しく調べて、より経済的にやっていくという中で加えられたという

経過がございます。以上です。 

 

宮澤部会長 

それから２０年のその１００何本… 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

２０年の経過でありますが、５３年から予備調が入っております。それでダムというのは上流域につ

くります。下流の水害を防止するために上流域につくります。そうすると地元の皆さんがなかなか下流

域のためにということでダム計画のまだ調査の段階ですがなかなか入らしていただけない状況がござ

います。そのために非常に説明会等もやりながら地元につくる・つくらないはともあれダム対策委員会

を作っていろいろ勉強しようというようなことで経過がきてます。そういった傾向ともう一つ水につい

て、やっぱり利水、ダムをつくる場合ですねせっかくダムをつくる場合には急峻（きゅうしゅん）な地

形の時には洪水だけじゃなくて多目的につくることがより有効であります。ダム高がある程度高い方が

貯水量が非常に増えて有効であります。それはどのぐらいのダムができるかという議論もございますが、

その貯水容量の決定の中で利水者というものが新規利水が必要だろうかと、そういったそれぞれの利用

者との状況とですか、そういったものの中で５９年の段階ではですね、治水で単独でいこうというよう

なことで実調採択になってます。まず治水上必要だということでスタートしてますが、その後利水が乗

ってきたような経過がございますが、そういった経過もありまして、必ず調査だけにすべてこの２０数

年が費やされるというわけじゃなくて、そういった調整、それからダムというのは地質だけじゃなくて

後ろの容量の決定。今利水言いましたけど、後ろの容量の決定もございます。そういったすべてのもの

が平行して動いてく中で地元の皆さんにもご理解いただきながらやっていくという中では、そういった
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年月を費やすということがございます。 

 

宮澤部会長 

それと１１５本、どうして掘ったかっていう問題、答えていただけませんか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

さっき…、 

 

宮澤部会長 

他のとこよりも多いんですか、少ないんですか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

それについてはですね比較した… 

 

宮澤部会長 

それで武井委員の質問は、多いっていうことはそれだけ軟弱だったんじゃないだろうかって言ってる

んですよね。それをはっきりと答えてもらいたいんですよ。私も聞き取り能力が悪いせいかわからない

んですが、よくわからないんですよ。その経過でどうしてどうだったのかと。申し訳ないんですが。１

０８本掘ったのは他より多いですか、少ないんですか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

１０８本ですが、ちょっとこれはですね比較論になりますんですね、今ここにデータありませんので

すいません。ちょっと… 

 

宮澤部会長 

そういう今質問が出てるもんですからだれでもいいですからしっかり答えてください。わかる人が。 

 

河川課 手塚補佐 

下諏訪ダムダムの調査ボーリング１０８本は他のダムに比べて特別多いものかどうかということな

んですが、うちの県でやっているダムでは、浅川ダムでも１００本程度やっております。あとはダム規

模によっていろいろ本数は変わってきてますが、他のダムはそれよりは少ないかと思います。浅川…す

なわち同じ県で申しませば浅川ダムと同程度と。の調査本数っていうことです。 

 

宮澤部会長 

申し訳ございませんけど、武井さんの質問よく聞いててください。これだけ多く掘ったということは

ここが不安定だから掘ったということじゃないんですかと、こういうことを言ってるわけですよ。そう

いうことの質問なんですよ。 

 

河川課 手塚補佐 
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それにつきましては、先ほど諏訪建設事務所で答えたと思いますが、ダム軸を決めるにあたって広範

囲に調査したと。 

 

宮澤部会長 

なんで広範囲に調査したんですか。ここだけ。そういうことなんです。わからないことは。 

 

河川課 手塚補佐 

最初下流側をダム軸として調査したところ、左岸側が悪かったので上流の方へ移して調査を進めてき

た。そういう経過から本数が増えたということです。 

 

宮澤部会長 

はい、そういうことだそうですが武井委員さん、いいですか。はい。武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

先ほど部会長さんが、部会長がいみじくも言われたこの地質の問題はこの間初めて聞いたんだという

認識を示されましたね。私たちはこの地質調査については平成７年度からずっと県に提案をしてました。

信大の地質学教室の小坂教授。それから大阪市立大学の熊井久雄地球学教室の教授。様々な提案をして

きました。それで私たちは建設省の、当時の建設省の河川局の品川審議官に提案をしてまいりました。

私たちのメンバーで。このコンサルタントだけの地質調査では私たちは納得がいかないと。９２本のコ

アつくっててもなかなかダムサイト決まらないということについて、品川審議官はどういう見解を持っ

ておられるか、複数の他の調査団をつくってですね、それとの議論の中で整合性のある結果を出して欲

しいという請願をしました。そういう事実が今までありまして、先ほど部会長も言われたように、じゃ

あ砥川の上流の地質はどうかと、という時にですね、これは活断層があるかもしれない。断層がかなり

あるというような情報が当時あって、東俣の上流に白羽の矢が立ったんだと。その時にですね、小坂教

授は当時の助教授の小坂先生は、限りなく活断層に近い変質断層破砕帯であると言われました。そして

繰り返しになりますけど、熊井教授は６５メーターから８０メーターのあとのところを掘らないと断層

と断層の間にかなり軟弱な粘土層があって、それを全部こそぎ出さないととても…出してですね、そこ

にコンクリートミルクを入れないと、これは水漏れになる、ダムになると。そういう点でいくと非常に

下流の被害に比べて投資効率の悪いダムであると、いうことの見解も当時の吉村県政の時の土木部長の

太田さんですか、とこへも私たちは提出しました。しかしそれは全部キャンセルされてきたんです。で

すから、地質談義は初めてここにオープンになって、かなり子細にわたって公開討論が行われてること

を私はむしろ遅きに失したということで歓迎してます。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。今の武井委員さんのご説明、それは個々の先生のご意見は個々の先生のご意見としましてです

ね、今の言ったように、ダム軸が皆さん方は、下流でつくるということで設定して、そこで設定したと

ころが、そこのところが変わったってことはそれだけそこが悪かったんじゃないだろうか。だから１０

８本も掘るんじゃないかということで、皆さん方の答弁と食い違ってるんですね。そこのところを説明

していただけませんか。その大事なとこなんで。それで要するに今までの、ちょっとそこんところお願
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いしたいんですが。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

断面を出してくれるかな。断面。先ほどちょっと…、これは上流側になります。これ下流側になりま

す。これ上下流の断面でダム高が一番高いところでございます。先ほどちょっと言ったと思います。軸

がですね少し下流側にういたら、少しこちらで乗るだろうということがございます。こういうとこに乗

せなんでおこうということも可能だと思います。この先ほど下流から上流っていうのは少し大きな流れ

と、もうちょっと細かにこの軸取りと言いますが、２０メーター前後で位置を左右岸替えたりしていき

ます。それが経済的にどうかという。で、どういう岩盤に乗ってくるかとかですね、そういうことをや

るための詳細な検討です。その当時の建設省の考え方はダム軸・ダム形式を決定することは詳細設計に

すぐ結びつく形でできるだけということで、かなりこの位置の座取りと言いますが、細かな…この１０

メーター下げたらとかですね、２０メーター上流行ったらとかいう、左右岸を少し替えたらとかいう、

そういう非常に経済性を追求するやり方を求められ、さらにこの岩盤の評価についても求められてきま

した。そういう中でボーリングは増えたり、縦孔があったということです。それから先ほど品川調整官

の話しがございました。この第四紀断層の話しでは小坂助教授が横孔に入った時に熱水変質脈があった

と。こういった変質脈がございました。これは断層でない活断層でないということは言い切れないでは

ないかという話しがありました。これについて国の方でそういうことが出てるんだと、どうなのかと。

再度チェックをしております。 

 

宮澤部会長 

チェックっていうのは調査ですね。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

調査をしてます。これは土木研究所含めて再度基本設計会議という形の同じ類の形で、先ほど線状模

様、本当は読みとれないような線状模様もすべてチェック、再チェックをして、それで１年かかってお

ります。現地踏査もやって、それがこういったものがですね、先ほど言いました連続してるのか、それ

がその大きさのままずーっと連続してるのか、それがどうであるかと。そういった調査で地表踏査とか

ですね、ある面では２次調査的なちょっと突っ込んだ調査をして結論を出しております。それからザー

ザー漏れの熊井先生の話しですが、先ほどルジオンマップを見ていただいたと思います。透水性の地下

水のこと、それから透水性、セメントミルクが効くか効かないか。それはきちっと、これは全国のダム、

それぞれきちっとした検討をし実際に水を湛水さしてどうかと。それがザーザー漏れであれば水が漏れ

てってしまいます。そこまで国の方のチェックを受けて、それのいわゆる多くの技術者の審査を受けて

それでダムが供用されていくようになります。 

 

宮澤部会長 

ここのところは先ほどから皆さんの中でも真っ二つに割れてる意見ですので、これ一つ一つ追いつめ

て、中へ詰めていきますと、ダム必要か必要じゃないかっていうことを論議していると同じことになっ

てしまいます。ですのでこのことについては今の県の説明は県の説明。それでご理解をしていただいた

と。県の説明はですよ。そこだけ私理解してもらいたいんで、先ほどから私の方で遮ってるわけでもな
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んでもないんです。説明は説明として受けてもらいたいんです。皆さんのご意見は皆さんのご意見とし

て述べていただく機会を次の時にもってるわけですので、その時間はその時間にしてもらいたいんです。

ですので今の説明は説明として受けていただく。この説明に対して疑問点があって、ここはこういうふ

うに言ったけど、これどういうことですかと。私理解できないって、そういうことがあったらご質問い

ただきたいということで、先ほどから言っているところはそこなんです。はい、ちょっと待ってくださ

い。中村さんと（清水委員 部会長、私の質問に答えてもらってないんですよ。まだ）清水さん。はい、

じゃあ清水さんちょっとお願いします。すいません。 

 

清水委員 

先ほど申し上げましたね、ダムの堤体をつくるその地層の中に、松島先生がおっしゃったそういう軟

弱な岩盤っていうのがね存在するのかどうか。まあ先生のおっしゃるのは硬い岩盤と軟らかい岩盤が交

互に出てきてどんなに掘ってっても同じ状態が続くならだめですよと、いうふうに言いました。先ほど

の説明ではダムは大丈夫だということおっしゃたんですが、そういう軟らかいところも硬いところもあ

って、相対的にはダム建設が可能なのかどうか、というその辺ところの答えがまだいただいてないんで

す。 

 

宮澤部会長 

やっぱりね、皆さん方は答えられたと思ってるんですけど、清水さんはそういうふうにとってらっし

ゃるんですが、余計な説明は結構です。申し訳ないです。もうわかりました。これ何度も見たから。今

のことについて答えてください。お願いいたします。これじゃ進んでかない、本当に。明確に答えてく

ださい。どうなのかっていうことを。皆さん方はね、２４０億決定したんだから。その程度の答え方で

は決定してる経過にならないでしょう。それをはっきり答えてもらわなかったらやりようがないじゃな

いですか。こんな、進めようがない。もう何度同じこと言ってるかわからないような答弁じゃ困っちゃ

いますよ。そんなの言葉で言ってくれればいいですよ。そんなことは。所長。、 

 

北原諏訪建設事務所長 

すいません。それじゃあ言葉足らずがあれですが、私、本当にわかりやすく説明したつもりで、すい

ません、どうも。もう一度説明いたします。ご指摘のようなですね、さっきも言ってるようないい岩盤

と、それから熱質、変質を受けた貫入されたものが一部見あたるということは松島先生、委員が言われ

たようなものは確かに底盤にはですね、出てくるとこあるんですよ。スポット的に。そういうものを、

いいとこと悪いところのせん断力を、全部面積比で平均のせん断力を計算してですね、出してるんです。

だからいいものも悪いものも全部織り込んで検討してると。だから出てくることも確かです。 

 

宮澤部会長 

いやあ、他の人は意見あったら手挙げて言ってください。 

 

北原諏訪建設事務所長 

それが、結論的にダムが可能なのかというのは、それにいわゆるダムの必要なせん断力の４倍を掛け

たものよりかも受ける岩盤の平均値の方が大きいからダムは可能であると、いう結論になったとこうい
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うことです。 

 

宮澤部会長 

清水さん、よろしいでしょうか。そこのところ。はい。中島さん。 

 

中島委員 

前回、松島委員さんの方からあそこはダムに適さないと、いう話がありまして、そしてそのことに対

して私はもし松島先生のおっしゃることがね真実ならば、これはダムをつくるべきでないと、いうこと

を私が申しました。だから私はこれは一番ダム問題の基本的な問題ですから、今日はそれについてです

ね、私はこういう意見を申し上げようと思って来たんです。しかるべき専門家を呼んで、地質、あるい

はダムの専門家を呼んでですね、我々の前でで松島先生とね討論をしていただきたい。ほいでそれを持

って私は判断をしたいと考えてたんです。けれども先ほど米山課長さんの方から国の土木研究所の説明

がございました。私はこれを聞きましてね、松島先生のおっしゃることよりは、土木研究所の発表…、

決めたことの方が、どうもはるかに信頼性があるなと、いうことを率直に感じました。だからもしこの

問題がですね、これからもまだ、みんな疑心暗鬼でこの疑いを持っているということであるならば、今

私が申し上げましたように、しかるべき専門家を呼んで、そして私どもの前でで論議をしてそして判断

をさせていただきたいとこのように思います。 

 

宮澤部会長 

今、地質の問題のことになりましたけど。はい。松島さん。 

 

松島信幸委員 

私が前に質問したことに対して、今県の方で答えられた… 

 

宮澤部会長 

質問じゃなくて、ご主張されたことですね。質問じゃあないです。松島委員さんはここは無理だ、今

中島さんがおっしゃられたように主張されたわけです。ええ。 

 

松島信幸委員 

それでそのことについて今、特に北原所長さんから言われたこと、これはですね、ちょっと私理解で

きないことがあるので、もう一回言わしてもらいます。それは、ちょっと…ＤＲ－２０のダム軸の断面

図を出してください。上下流の岩級断面図です。色でちょっと見ていただきたいんですけれども、岩級

区分が青っぽい色がＣＨですから、ＣをＨとＭとＬに分けている。それでＣのＨは硬い、いいと。これ

は文句ないと、こういう説明ですよね。逆にあの断面図でＤですね。主にピンク色に塗ってありますね。

ＤはこれはＡ・Ｂ・Ｃ・ＤのＤでもう最終に弱いのですから、これは全部掘削しなきゃならんというの

が基本だと思います。でもあれＤを見ていただくとずーっと深いとこまで延びてます。特に上流側に関

しては。この断面で場合はね。その次のＣＬというのがありますね。黄色にしてありますね。ＣＬ１と

ＣＬ２がありますね。ＣＬ２はこのダム軸に…ダム…ここのダムについてＣ級岩盤をああいうようにい

くつかに区分したと思います。区分した中で、まあ黄色いのはちょっとこれももうＤに近いわけですか



 - 49 - 

ら、これも掘削削除しなきゃだめだと思います。そうするとＣＬ２というのが残りますね。これが茶っ

ぽいのですね。茶っぽいのは、まあどっちの方へいこうかというような問題だと思いますが、普通のま

あ私がいくつかのダムで見ているので言うと、Ｃをこんなに、ＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬをこんなにいくつ

も分けないのが普通なんです。これ分けてしまったのは、本当は言ってみればＣＬ２、つまりオレンジ

色と黄色はですね、ほぼ近い、せん断強度は弱いわけですよね。ですから、そういうことを、まあ頑張

ってああいうように分類して細かく分けました。それはそれでいいんですけれども、そういうようなこ

とで、私が言ったことはこういうことです。黄緑なのがＣＭｌですね。ＣＭｈが緑なんで、これはまあ

いい方へ使うと。安全の方へ使うというような目で見ていただくとですね、そうすると悪い方の、この

断面だけで見てみますと、悪い方の面積の方が大きいっていうのは、下の方へいけばいい方の面積が大

きくなって、上の方へいくと悪い方の面積が大きくなりますね。しかしこの変質脈がたくさん描かれて

いる上流側ですね、上流側の方は悪い部分が多いですよね。いい部分と悪い部分がこういうように不均

質に出ているというのがこの地域の岩盤の特徴だろうと。それで各岩級区分に基づいたせん断試験をや

りましたと。そしてその平均的なことが…まあ平均値を出すと地震に対する４倍の強度が得られるから

いいよと、こういう説明だったというようにちょっと感じたんですけれども、これはですね平均でやっ

ていいかどうかっていう、それは大きく疑問に思います。つまり硬いブロックが、まあブロックとして

あるわけですよね。その周りにああいうように変質した部分が、弱い部分がずっと平行して入っている

わけですね。その硬い部分の周りにああ弱い部分が入っているということは、ちょっと例えますと、硬

い固まりの間に弱い部分がこうスライスしとるような形ですね。それは言ってみれば油のようなもんで

すよね。応力を受けた場合に。せん断応力受けた場合は。だから硬いものも、その油が働いてそこでど

ういう変化が起こるかっていうのは、なかなか難しい問題じゃないかと私は言っとるんです。それが不

均質、不規則性の問題です。 

 

宮澤部会長 

そこだけちょっと、大事なところですから、今のとこいいですか。向こうへキャッチボールさせて。 

すいません。松島委員さんの方から大事なところが出てまいりましたんで、今の問題のことについて

見識を整理したいと思います。まず、ＣＬ２は使わないで、当初これは土木研究所の方ではこれはゼロ

という、地質の場合ではさっきの説明からしますと、ゼロに見るところがＤ２となったというお話がご

ざいましたね、先ほど。そのＣＬ２については２ですか、２トンというくらいな形で見ていると、こう

いうことだけど、今松島委員さんは、これは掘削した方がいいというところの持論まで、今ご展開され

ました。それから、平均値でもってやってるという国の説明、国のやり方、県のやり方については、そ

れはどうかと思うというご意見がありました。 

これ非常に重要なとこでございますんで、整理していただけませんか。どなたか。松島委員さんの意

見に対してどういうふうに思われるか、ちょっとお願いしたいと思うんですが。はい、米山課長。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

まず、せん断強度でありますけども、さっきの物理試験は平均値ではなくて、一番せん断の一番下の

値を使っております。ですからロアーの値を使ってる。一番低い値を使ってそれを採用していますので

平均ではありません。高いのがあったり低いのがあって平均して真ん中を採っているわけではなくて、

評価をしております。それから今の面積比率の中でこういうものがあってこの間さに硬いようなのあっ
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ても評価はどうかと。潤滑油的なものがあると。松島先生の交互っていうのはこういうものがどっちか

って言うと斜めでですね、そのたんび下までどんどん出てくるんじゃないかと。掘削ラインをやって、

いくらやってもこういうものがどんどん出てくるような岩盤ではここにダムっていうのは、やっぱりこ

ういうＤがですねこういう水平方向に走ってるのは非常に悪いタイプです。縦に…、これだからこの方

向性をつかみながらダムを、適地を選んで、一番いわゆる経済的な形。いわゆる先ほど言いましたけど、

ここを取るという方法もあります。こういうのを取ると言います。ですがこの断面だけ見てみますけど、

先ほど平面図で見ています。これが全部続いてるわけじゃありません。これはスポット的なものであり

ます。ＣＬ評価ない。ＣＬ１は評価されてなかったんですけど、これはそこにコアを持ってきてありま

すが、コアをよく見ていただきたいと思います。これは横孔の中でも入りました。これ取った方がいい

という判断がございましたけども、よく見ていただきたいと思いますが、これは評価できます。ＣＬ２

の方が評価が少し落ちます。そういった状況でこれもコアを見ていただければわかりますが、そういう

中でこういうものがどういう分布ということ。この面的にですね。この底にどういう分布をするか。そ

れを面積でやっていますが、さらに４倍の安全率を採っていることも考えていただきたいと思います。

そういう中で一番最適で経済性を追究して国の方の審議を得て決定されております。 

 

宮澤部会長 

そういうことはよくわかりました。よくわかったんですが、Ｃ２と…Ｄ２とＣＬ２はやっぱり掘削を

するっていうのがこれが基本なんですか。国の方の基準とかそういうようなことは、これ今松島さんは

これは基本だと。いうことであったんですけど、そういう指導なんですか。そこんところも答えてもら

ってないんだけど、ちょっとそこどうなんですか。具体的に。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

先ほども段階を説明さしていただきますが、ダム軸・ダム形式が決まって、これから実設計に入りま

す。実設計に入りますと例えばこの下流側のＣＨをわざわざ切らなくて、この上へ取らずに持ってって

もいいだろうとか、これがこれからになります。それで先ほどのこのスポットを取るかどうかは、経済

性になります。その全体の平均せん断が落ちるようなことであれば、それを確保するためにこれを下げ

る場合もあります。もうちょっと上げてもいいじゃないかと。これはもうちょっと…、いわゆるその岩

盤の状況に臨機応変なこれから実設計をやっていくという段階です。ですからこれは取るのは一般…、

断層の場合はですね、断層の幅あってそれを取るということがございますが、これは断層ではございま

せん。ですからこれを平面図的に見て取った方が経済かどうかっていうのはこれから実設計の中で議論

してくことで、常に取って底まで取っていくということはないです。 

 

宮澤部会長 

地質的には取るべきだ。取るのが基本だっていうことですけど、それじゃあそういうことじゃないん

ですね。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ないです。はい。 
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宮澤部会長 

松島委員さん、いいですか。はい。 

 

松島信幸委員 

それでですね、そのことについて、ちょっと…。この次にもう一回この問題は続けて欲しいってこと

が、まずお願いなんですね。１点。それからその時にですね、このダム軸の断面図ですね。私、諏訪建

設事務所へ行って資料を見せていただきました。その中に非常に何て言うか、この下諏訪ダムの特徴か

なあと思われたのは、このダム軸断面。つまり上下流断面ですね。これが非常に何本も描かれておりま

した。そういう…、だからこの何本も描かれてるっていうのは幾つか検討する中で描かれたと思うんで

す。一番いい条件のところへＤＲ－２０が決定したと思うんですけれども、同じような断面図が複数あ

るんです。ＤＲ－２０と同じような断面図が。複数あるのを皆さんに見ていただいてですね、こんなよ

うな形の検討をしている。いやあこの…つまりダムっていうのは岩盤の平面上に載せるもんですよね。

この１本の断面のところだけに載せるわけじゃないわけですよね。とにかく断面っていうのは直線で下

へ真っすぐに切りますから。そのようなので、今までも幾つもの断面がこのダム軸に対して調査されて、

きれいな形でできあがっております。そういうのを見せていただいて、不均質性の問題、そういう問題

を、これは確かに専門家じゃない人がほとんど多いから難しいかもしれませんけれども、そこんところ

をやっぱり認識していかないといけないかなあという、そういう場所だということと、それからちょっ

とひと言。さっき手塚補佐が浅川ダム１１０何本と言いましたが、あれはダム軸のところの問題じゃな

くて上の地滑りのところまで含めたボーリングを合計した数です。ちょっとだからこの問題とは違いま

す。 

 

宮澤部会長 

はい。それでその今３つのを見ていただきたいっていうことは、見てどういうふうな形ということで

ご意見を述べられていらっしゃいますか。 

 

松島信幸委員 

そういう、こういうような絵になってますので、そういうような絵で地質のことは… 

 

宮澤部会長 

それを見るとどういうことがわかるということをご主張されたいわけですか。 

 

松島信幸委員 

不均質性のことを視覚的に見ていただければいいかなあってことですね。 

 

宮澤部会長 

そうすると、要するにそこは不安定であるということをお述べになりたいということですか。 

 

松島信幸委員 

そういうことですね。ええ、そういうことです。 
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宮澤部会長 

はい。ちょっと待ってください。今の問題点のことについてもう一度…、今どうしてもそこんところ

がかみ合わないんですけれど、どうぞ、米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

こういう断面が幾つもあるということがございましたけども、ダムはですね、こういうブロックが幾

つも、いわゆる１５メーター、いわゆる２６５メーターのダム堤頂長がありますけども、それぞれの個々、

ブロックに分けて打設しますので、それを分けております。分けた計算でやっていますんで、ダム高が

どんどん変わってきます。ダム高が変わった岩盤のところでの評価をしています。どこまでダムサイト

…、ちょっと横のあれ見せて。（じゃあなくて、断面、縦断図）ダムはですね、今一番深いとこでやっ

て、ここのことが今議論になってますが、これはブロックが何ブロックか分かれます。６ブロックとか

です。ですからそれぞれの場所でですね、どこまで掘削をしてダムの安定ということを考えていきます

ので、幾つも全部チェックします。その絵が書かれてると。それがまた上下流で対してどの位置になる

かっていうのですから、かなりたくさんのボリュームになるということをご理解いただきたい。この部

分だけで何本も得られているんじゃなくて、ダムの高さが変わります。高いとこなら絶対大丈夫じゃな

い。高いとこに例えばこれが全部あったらですね、これは堤体が非常に大きくなります。大きくなると

いうのは安定する。これがあるからできないんじゃなくて、これをカバーするいわゆるせん断力確保と

いうことになりますので、接地面が広くなりますけど、それを全部やるから数が増えるということでご

理解ください。その中でダム軸全体を見て経済性を追求するというやり方をしてます。 

 

宮澤部会長 

じゃあちょっと今の３つのケースっていうのは、松島委員さんのとらえ方が違ってらっしゃるってこ

となんですか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ええ。松島委員さんが非常に多くやっておられるっていうのは、そういう意味でですね、ブロックが

幾つもあるんで当然これはやらなきゃいけないことで、この最大断面だけやっておけばクリアするとい

うわけじゃない。ダムはそういう中でやってます。これは各断面の今日用意してありませんけども、基

本的に深部に向かってこういう岩盤がしっかりしてることを松島先生もご理解いただきたいと思いま

す。これは基岩となる部分でありますので、この中に横に水平方向に入ったりしていることはですね、

ここの岩盤が浮いてきてしまいます。そういう中でこの方向性が非常に重要になります。これは下から

の熱水がきてこういう変質部分がありますけど、この幅とかありますけど、方向という、先ほども言い

ましたけども、これが非常に重要になります。ダムをつくる上でこういうとこの岩盤に乗っけてくのに、

この下に軟らかいのがあれば、この硬いものは評価できないと思いますが、この横にあるものについて

はですね、先ほど先生は盛んにその言われますけども、これは評価できます。ということです。 

 

宮澤部会長 

松島委員さん、今の見ていただきたいっていうことはちょっとそのもの…松島委員さんがおっしゃら



 - 53 - 

れてるのと、今の説明とは、食い違ってるような感じがしますけど、よろしいですか。はい。 

 

松島信幸委員 

それは確かに食い違ってることはいいんですけれども、でも… 

 

宮澤部会長 

それはわかっていただいたわけですね。今の話で…。 

 

松島信幸委員 

ええ。それはいいんですけれどもね、幾つもそういう資料があるんですよね。あるのをやはり見せて

いただくと、この地域全体の状況把握にはつながるよということを言っとるんですね。 

 

宮澤部会長 

はい、松島委員さんね、今中島さんから重要な提案があるわけです。松島委員さんのその意見に対し

て専門家を連れてきてお二人でもって今このことについてやっていただかなきゃならないか、どうする

かっていうご提案もあるんです。（松島委員 ええ、ええ）そういうようなご提案が今あるもんですか

ら、一つ一つ松島委員さんのことについての、要するにこれは一つ一つ検証していかなきゃなりません。 

松島委員さんは今のところ適さないっていうことでこの前議事録を見ていただければおわかりいた

だけると思いますが、ご判断がありました。それで今回これを持ってきたわけです。松島委員さんと、

それから先ほどの流量もそうなんですけど、そこのところの接点、意見の違いのところを今日公開で部

会の皆さん方も同じように聞いていただいて、それでもってやってるわけです。松島委員さんとこの地

質の論議をしていただかなきゃいけなくなるような部分のところくらい重要なポイントにきてるとい

うことだと思うんですよ。 

 

中島委員 

今、松島先生の方から、いろいろ建設事務所の方に資料があると。（宮澤部会長 はい）それでそれ

を持ってきてみんなが見て、そして勉強しろと。こういうことをおっしゃいましたけれども、そういう

資料をね我々が見ても、これがダムに適するか適さないかなんていう判断はできるわけがないじゃない

ですか。従って私はそういうことであるなら、そういう資料も全部持ってきて、そしてここに専門家を

呼んで、そして先生と二人で我々の前でで論議をしていただきたい。お願いします。 

 

宮澤部会長 

そのことは松島委員さんのことだもんですから、松島委員さんの言ってらっしゃるご指摘と建設事務

所の言ってる指摘が違ってるんですよね。松島委員さんのところでもし必要とあらばそういうことを

近々やらなきゃいけなくなるんですが。ちょっと、待って。どうぞ松島委員さん。 

 

松島信幸委員 

そういうような資料があることは確かだから、つまり幾つかの断面線を切ってある。今出てるのは横

断面ですよね。横断面ももちろん幾つもあります。で、それはダム軸がこっち行ったりこっち行ったり。
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研究する過程においてできるはずですよね。それはまあいいとして。この上下流の縦断面の断面も幾つ

もあります。ですから相当にこれはこのダム軸を決定すんのには慎重にならざるを得なかったというよ

うに私は見ます。だから慎重審議して結論が得られたと、いう建設事務所の説明はわかるんですけれど

も…（宮澤部会長 ってことはよかったってことですよね）ええ。でもそういうですね、非常にちょっ

と他のダム地点では経験ないような、そういう幾つかの断面があるということは、やっぱりその断面を

見ながらですね、今中島さんの言うように私だけじゃない他の人も見る中でその議論もしたってもちろ

んいいですし、そういうことは地質のことはわからんとか、そういうことをちょっと置いといて、やっ

ぱり基本高水を一生懸命勉強したと同じように理解しておくべきことは理解した方がいいと。そういう

意味なんですけどね。 

 

宮澤部会長 

基本高水はあれですけど、地質のことについては、重要なことが松島委員さんからご提案されたわけ

ですね。それだもんですから、先ほど武井委員さんの方からもございましたですけれど、地質のことに

ついて初めてこの間提案されて、中島委員さんから、これは重要な問題だと。もしそれが真相だったな

らということで今日それにきて、建設事務所の方からは松島委員さんの言われてることはことごとく大

丈夫だということを説明されてるわけですよ。だから松島委員さんに私何度もお聞きしてるのは、こち

らでは松島委員さんの言ってることは大丈夫ですよっていう話は今されているということでもってい

るんです。そこなんです。 

 

松島信幸委員 

私は、大丈夫だということに対する説明はやっぱりまだきちんとされていないと思って見てます。 

 

宮澤部会長 

だから、どこが問題なのかっていうことを松島さんの方からご質問でもって出ているのが今の状況な

んですよ。いいですか。松島さんから出たことのもんですから、ご了承していただいたらいいですけど、

今の県の説明、いいですか。 

 

松島信幸委員 

県の説明としては、当然問題がないとの説明だと思いますけれども、それでもってダムが安全である

とかないとかいう問題そのものは、まだ決着をついていないと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。じゃあ高田委員さん。 

 

高田委員 

この地質の問題とダム建設の問題とは違うと思うんです。それでこういうもんやる時は当然地質屋や

さんがいろんなもの、それは我々土木屋の知識はおよびませんから、それでこういう図を書いていただ

く。これで実際にダムがつくれるかどうか判断するのは土木屋と思うんですね。その時に判断の材料と

してこの断面見ただけでも相当もまれて熱水変性してる。私が問題だと思うのは、一番水圧がでかい一
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番底。ダム軸のところに軟らかいのがいっぱいある。それを取ってしまってコンクリートで置き換える

いうのが一番普通のやり方なんですけど、それで結局コストが幾らかかるかいうのが最終的な決着にな

る。あのまま置いといて、せん断力に対しては問題ないと思うんですよ。ダム自体硬いから周りの硬い

岩盤に乗った時に、あの軟らかいとこが一体どうなるか。これは応力解析せんといかんのですよ。この

辺は高度な技術的な話しになってしまいますから省きますけど、その軟らかいもんと硬いもんが接触し

た時にどうやろか。それともう一つ上流側にカーテングラウトの位置があります。軟らかい斜めの熱水

変性帯ある。そこでカーテングラウトが効くかいうことです。しかも水圧が一番でかいところに。だか

ら普通はあれは掘削してもうちょっと硬いとこを出すんですけど、相当な深さになります。だから最終

的にはそういう技術屋が地質屋さんの情報を基に経済的にいけるだろうかという判断でするわけです

ね。それをここのこの場でできるかいうことです。だから中島さん言われたように他の技術屋が集まっ

て、経済的な範囲でいけるよという判断だったらそれはいいんです。現にこの断面でも掘削量は非常に

大きいんですね。 

 

宮澤部会長 

はい。今高田委員さんから改めてご説明ございました。今の話しのところで、幹事会の方で何かあり

ますか。どうぞ。あったら、ご考えがあったら言ってください。それと経過と。経過があったら。はい、

どうぞ米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい。今高田委員さん、前回もそうだったんですけど、高田委員さんの立場はですね、土木という技

術の中でこれをここではできるということを今言われたと思います。松島委員さんはここでは不安材料

があるしできないんじゃないかと。その中では高田委員さんの土木技術ではできるということの中でふ

まえていくことがが非常に重要かと思います。これは建設省の中でやってもできるということできたと

いうのは、先ほどの話しであります。それから先ほど堆積物が多いじゃないかっていうのはこの部分だ

と思いますが、この部分については骨材として利用していくというに…、普通はダムをつくる場合はで

すね、これ重力式コンクリートダムの場合骨材が必要になります。どっかいわゆる原石山といって骨材

を採るところつくりますが、歩どまりと言ってこっから骨材を採るのは少ないけれども、これを使って、

またそれが貯水容量を増やすこともできると。両方できるというような形で使っています。ただこうい

うところが乗ってるところの下の岩盤はしっかりしております。いわゆる風化が促進されてないような

しっかりとしてる。そういう点も高田委員さん、ご理解いただきたいなと。先ほどのこの採ることにつ

いてっていうのは全体面積になるんです。これはもうつくる前提の中で詳細な議論でダムという方法に

なってからの議論ではないかと思います。よろしくお願いします。 

 

宮澤部会長 

はい、どうぞ。 

 

高田委員 

これはね、ダムをつくろうという時には少々お金が掛かってもいいと思うんです。今この場は、改修

計画、利水ももちろん入りますけど、そん中でぎりぎりの話しをしているんです。ですから、ダムは工
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学的にできる。米山さんはそういうふうに私の意見を受け取られたかもしれませんけど、大きく掘削す

ればできるいうような極端な話しを私はしてるんです。それが経済的にぎりぎりの状態でできるかどう

かいうのは、これは次の話です。これからの話しです。 

 

宮澤部会長 

それじゃあ、大体今のお話しの中で、この前松島委員さんから、７つの提案をされたうちのですねダ

ム案について、ダムの案は加えるにあたらないと。それは地質が悪いんでできないと。こういうご指摘

があったわけです。これを今削るか削らないかと。率直なところ。そのぐらい重要な論議になってるわ

けです。それで今日の経過の中では、地質面からおいたら大丈夫だろうと。今高田委員さんからはでき

るけれど、費用が掛かる部分はまた別問題だと。こういうお話しは今あったと思います。今の問題とし

ては、この松島委員さんが地質の問題でこれはできないということになると、この案をこれから午後に

入っていく中で進めていく中でですね、この案のことについて再度ダム案を外してみんなでもってやら

なきゃなりません。今、中島さんのようなご提案が。松島委員さんがこの前の議事録見ていただければ

わかりますけど、できないと。ダム案は外すべきだということでご意見がありましたんで、これだけ今

何度も松島委員さんにお聞きしてるわけです。そのことについてのご了承はいただけたか、いただけな

かったか。それによって変わってくるわけです。率直なところ申し上げまして。はい。 

 

松島信幸委員 

今、部会長さんの質問ですけれども、私がどういうように答えたらいいんでしょうか。それ、私が前

に質問したことをゼロに戻せという意味ですか。 

 

宮澤部会長 

いいえ、そういうことじゃなくて、松島委員さんの誤解とか、今日の説明なんかとかですね含めてご

理解していただいて、７つの提案した中でダム案も入れましたよね。それでまだ他の人たちからもダム

ないし河川改修という意見も出ました。その中の松島さんの意見はそういう意見だったわけです。だか

ら今日説明をしていただきました。費用の問題はこれはまた別問題です。それで一応この案の中に私は

部会長の試案の中に盛ったわけですね。 

 

松島信幸委員 

ですから、今…（宮澤部会長 いいですか。盛って…）いや、それでね、こういうように答えていい

かどうかちょっとお聞きします。（宮澤部会長 はい、はい）私の提案はダムも含めた砥川のどういう

対策っていうのが当然あるでしょう。それとは別に、いやあダムがなくてもいいよという対策案もある

と思うんですよね。（宮澤部会長 当然そうです。今日は総合治水をやってますから）だから、その地

質状況から見ると大変…、いや、たとえ土木的にできるとしても、これは非常に問題が多い。いろんな

問題が多いダムだから、私の言ってる対策案っていうのは、ダムがない対策案もつくりましょうと。こ

ういうことを言っとるんです。 

 

宮澤部会長 

それじゃあ、ダムのことについての地質的な立場の安全性という形のところについては、地質的には
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松島さんは前回は地質的にはここは適さないというご意見をおっしゃられたんですよ。 

 

松島信幸委員 

ええ。それで、それは別に… 

 

宮澤部会長 

それで、今日こういう話しで経過と今のお話ししたこのことついてよろしいございますか。 

 

松島信幸委員 

ええ、このことって言ってるのは… 

 

宮澤部会長 

ていうことは、こちらの方では今までの調査の中で建設省も含めてこのダムは十二分につくれる地質

であるということで話しをしたということですよ。 

 

松島信幸委員 

だから、それを私が了承しろっていう意味ですよね。 

 

宮澤部会長 

いいえ、了承するとか了承しないとか、これからこの論議を進めてよろしいございますか。その時に

パッと手を挙げられて、いやあ私は地質的にノーて言ったでしょう。って言われると話がこれから進ん

でかないんです。 

 

松島信幸委員 

だから今の説明は説明としては確かにわかりましたけれども、それじゃあつって疑問点を解消された

わけではないわけです。説明は説明する側の論理ですから。 

 

宮澤部会長 

どうしましょう。すいません。ちょっと待ってください。皆さんからご意見をいただきます。今地質

のとこで、これは他の問題のとこでもぶつかり合ってます。地質のところは今多くの他の人の意見も出

てます。１０８つ掘った。そのところについて、ここもね全く意見分かれると思うんですよ。意見分か

れたところでですね、地質の唯一の委員であります松島さんが適さないていうことでもってね、そのま

んまでいってると、これ論議これから進んでいきませんわね。そう思うんです。ですから、もし松島さ

んが、いや今、今まで土木部ないし県の方でやってきた、そのことについての実証性は理解できる範疇

（はんちゅう）にあるということでいくならば、先ほど高田委員さんみたいに、そういうような形でい

くなら前でへ進められるんですが、そこへこだわられてしまいますと、これ前でへ進みません。松島さ

ん、そこんとこだけ、ちょっとご理解をいただけますかですか、そこだけはっきりしてください。 

 

松島信幸委員 
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その説明に関してもですね、 

 

宮澤部会長 

相変わらず今のとこでも全然理解できなんで、ここは適さないというご意見ですか。 

 

松島信幸委員 

そうなんです。それで例えば米山さんと北原所長さんのさっきのせん断試験によるその数値の扱い方

も説明違ってましたよね。ですからね、やっぱり… 

 

宮澤部会長 

あのう、説明の数字の間違ったっていうのは先ほど１１５本って言った人もいらっしゃったし、それ

でそんなことをいちいちディテール（detail：細目、詳細）の問題で細かいこと触れられても困ります

ので。 

 

松島信幸委員 

いやあ、それはディテールじゃなくてですね、基本的なこのダムサイトに適する岩盤であるかないか

という基本的なものですよ。 

 

宮澤部会長 

それは建設省とか県の方ではこれは大丈夫だということでございますが、そのことについて、松島さ

んは受け止めて下さいますか、下さいませんか。 

 

松島信幸委員 

いや、そちらの方が大丈夫だと言ったことは確かでしょう。大丈夫であるかどうかは疑問ですって言

っとるんです。 

 

宮澤部会長 

あのう、皆さんのご意見を個々のご意見をお聞きする前にですね、進め方でございます。もう１時回

っております。それでですね、はっきり申し上げまして、ここのところの問題は今日３つのクリア点を

解決して、もっと早い時期にこの問題についてこちらの言ってることを理解してもらえれるかどうかで

これから理論が進んで、今はそれでも理解できないということだったら、ここで終わりでございます。

話しようがありません。それでここでもって皆さんがどう思うかということをやらざるを得ないんです。

何しろそのところでもって、今度はそれなりきの方々来られて、議論した時にですね、松島さんともう

一人の方と食い違う意見だった場合は前でへ進んでかないんですよ。当然そういうことが考えられるん

です。ですから今松島委員さんの言われた、やってこられたことは高田先生の言われるように、土木部

分と地質の部分のところを他にして、こういう形でもってできるということでもって進めてきたはずだ

ということできてるわけです。それだけ松島委員さんの意見を尊重して重要視してるわけです。そこな

んです。その時に松島委員さんがあくまでもここはダムに不適地ですということになりますと、これ以

上この問題のことについてはちょっと前でへ進めていけられないんです。お願いいたします。 
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松島信幸委員 

はい。だから私が今部会長さんの質問に答えて、ダムありという場合とダムなしという場合、そうい

う形のものも私たちの部会で検討したらどうかということを言っとるんですけれども… 

 

宮澤部会長 

松島さんがね唯一のねワーキンググループから来られている地質の専門家なんですよ。 

 

松島信幸委員 

ええ。だから、いいですか。土木というものは地質より力がありますから、だからどんな悪いところ

でも、どんな…それに適応したダムをつくるという工法を採ればできるわけです。で… 

 

宮澤部会長 

松島委員さん。よくわかりました。 

 

松島信幸委員 

ですけれどね、それだけを押し進めてはちょっとここは疑問点があるよということを私は言っとると

いう、そういうことなんですが。 

 

清水委員 

大分部会長もご苦労いただいて大変だと思いますけれども、一つはこういうことだろうと思うんです

ね。今松島先生の主張をねそのまま受け止めてしまうと、これからの砥川の総合治水対策の中にダムと

いう選択肢がなくなってしまうですよね。そこが私は問題だと思うんです。ですから、土木工学的には

できるんだということであればね、それも当然含めてダムも総合治水の選択肢の一つであるという、こ

の確認をまずしていただきたいと思うんですね。そこから午後の論議というのがスタートできると思う

んですが。その辺のところでひとつおわかりをいただきたいと思うんです。よろしくお願いします。 

 

宮澤部会長 

どうですか。他の皆さんの意見。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今清水さんの意見もわかりますし、松島先生のおっしゃってることに関して部会長がだめ押しでおっ

しゃってるのもよくわかります。それで先ほどですね中島委員の方からも出ました、他の専門家を召致

して招へいしてディスカッションしたらどうかと。その中島委員の案には、この一覧表の中ではもうお

二方が賛成しておられるんで、確認なんですけども、このままいっていってはなかなか進まないって部

会長の言うこともわかります。じゃあ専門家を呼んでＡ・Ｂが口論をしたらこれも結論が出ないという

ような部分もわかりますが、その場合に１対１でなくて、私のこれは提案ですけれども、複数の地質学

者の意見を聞くというのがやはり私は妥当性があると思うんですよ。要するにダムをつくるための建設

省の指針に基づいてやった土木センターの結論と、ね、それをあえて言うと、それだけが正当性がある
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わけでない。松島さんの主張も重々わかりますので、１対１という対決な形でなくて、複数の委員、専

門家の召致をすることを私はいいんじゃないかと思います。と提案です。ただ提案です。 

 

宮澤部会長 

はい、わかりました。他にご意見ありますか。この問題について。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

松島先生のあれもですね、ワーキンググループのこれは、あくまでご意見ですので、県の方からの国

の方って言ってもいいんですけど、そっちのこういう意見があるということで、これいいんじゃないで

しょうか。ここでそのことについてどうして結論を出してしまわなくちゃいけないんでしょうか。 

 

宮澤部会長 

はい、他にどうですか。どうぞ、高田先生。 

 

高田委員 

こんだけ詳細に地質調査されてるとこってあんまりないと思うんですね。（宮澤部会長 はい）それ

はやっぱり問題があるからです。問題があるけれどさっきから言ってますように、技術屋が見てこれは

克服できるという判断が県の方では今まであった。ただその実施設計の段階、もうちょっと話しが具体

的にいった段階で、これはしんどいというようなケースはよく出てくるんですよ。そういうのが怖い話

しです。掘ってみたらかなり違うかったとか。そういうとこが私はちょっと怖いな。こういう場合可能

性があるんじゃないか。そのダム軸の上流側、上流側ですね。上流側でカーテングラウトするとこが非

常に悪い。ああいうとこが実際掘ってみて非常に悪いということになったら、ごっそり採らんといかん。

そうすると費用が上がってしまう。だから土木工学的にはできると私は思いますけど、相当なことを覚

悟せんといけませんよという、そういう付帯条項が必ず後に付いてくる。それがクリアできないとでき

ることにはならないと思うんです。技術的に頑張りゃできるということは事実だろうと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。今、高田先生からもご意見ございました。今皆さんからのご意見もございました。今のところ

は松島さんの意見を松島さんの意見として。県それから国、今までやってきた経過の意見は意見として。

付帯事項高田さんからお話しありましたけど。それから今武井さんや中島さんみたいに、いやあこの地

質の問題をしっかりと詰めるところだけ詰めるんだと。複数呼んでそれぞれ議論を出して、みんなでそ

れぞれお聞きするんだと。こういう意見、分かれてもそれぞれという意見。それから笠原委員さんは大

体両方の意見は呼んできても大体同じような意見で両方に分かれるところのところが今出尽くしてる

んじゃないかと。笠原委員さんはそういうことで今松島さんの意見は松島さんの意見として。それから

県の今までやってきているのは県のひとつの見方として。それで進めていったらどうだろうかと。こう

いう意見だというふうにそれぞれの皆さんのやつを整理いたしました。そういうことでご意見、その中

でまだご意見をいただければと思うんでありますが、いかがでしょうか。（はい）はい、ちょっと待っ

てください。他の人、小沢さん。 
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小沢委員 

この問題は高田先生がおっしゃったように効果対経済性の問題が当然入ってきますので、それを十分

に考えて２４０億円の中でどこまでできるのかと。それは絶対に守らなきゃいけないと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。それで今小沢さん、そういうことならば、今のところは地質のことは両方の意見がそれぞれあ

るんで、それはそれとして両方を受け止めたということにして、高田委員さんの土木的にはそういうこ

とでいきながら、このまま話を進めていきましょうという意見でとってよろしいということですか。高

田先生とは同じ意見は、高田先生そういう意見だったですが。はい。 

 

小沢委員 

私は松島先生が言われるように、ダムがある場合とない場合と部会の意見というのが二本立てになっ

てきて、前から部会長は三本立ての答えに（宮澤部会長 ええ、二本立てでもいいですよ。ええ、結構

です。そういうあれになると。それで地質学的には非常に問題があると。だれもわかってない。これは

もう少し勉強しましょうと。松島先生の言われる僕はダムあり・ダムなし。それでおれはダムなしの方

でいくんだと。いう立場でいいと私思ってます。その場合にダムをつくる場合に経済性が… 

 

宮澤部会長 

小沢さんね。今の地質の問題をどういうふうにとるかということで今の話しをさしていただいてるん

ですが、それじゃあ地質のことは両側の意見が出ていると。県・国の方では安全だ。よろしいですか。

４倍以上にある。だから安全だ。要するにダムをつくることについては安全だと。地質的にはどうかど

うか、そういうことを私は答えられません。だけど地質的に今考えるとダムはつくれない状況にある。

っていうのは松島さんの意見。 

 

小沢委員 

あるいはうんと金を掛ければできると。 

 

宮澤部会長 

ええ、でも今高田先生はそういう地質的な状況については土木工学的にやれば十二分に可能だと。だ

から（小沢委員 お金に糸目を付けなければ十分に可能であると。そのぐらいの技術…）それでいいで

すか。そういう意見で。じゃあそういう意見で、意見。新村委員さん。はい。 

 

新村委員 

私は今部会長さんのおっしゃるとおりで両方の案で、両方ともそれは意見が出てるから。私は県のこ

れを強く主張いたしますが、これは意見として受け取るしか仕方がございませんから、この両方で地質

学はこれ結構だと思います。はい。 

 

宮澤部会長 

はい。他に、はい。植木さん。 
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植木委員 

土木工学的な手法によって莫大な金を費やせば、多分何でもできるんでしょうね。きっとね。ただし

ですよ、その場合それで本当に我々が納得できるかどうかはちょっと別問題ですわね。その判断をする

ためにはやはりどうしてもこの地質の問題をある程度理解する必要があるわけです。今松島さんと県と

の見解があったわけですが、まだ松島さんも疑問があるというんであればですね、私はですねやはり複

数の人たちが出てきてもらって、そしてこれがもしダムをつくるとした場合に土木工学的にやったらど

れぐらい掛かるかっちゅうことの目安になるんじゃないかって気がするわけですね。それをしなければ、

いいんだよ金を費やせばとかですね、そういう話しじゃないんだと。ここでは。そういうことです。 

 

宮澤部会長 

はい、どうぞ。浜委員さん。 

 

浜委員 

私は今の、今までの県の説明では納得しません。これは前回の部会で松島委員があそこまで言い切ら

れたということですね。地質学者であられる松島さんがあそこまで言いきられたということに対して、

大変大きな不安を持っているひとりです。これはおそらく下諏訪の住民の方々の多くが松島さんのご意

見によって大きい不安を持たれたことも事実だというふうに思いますから、今の財源的なボリュームの

面も含めましてね、これはお墨付きを出した土木研究所の方々にここに来ていただいて、今まで決定を

してきたプロセス、経過をふまえてですね、この地質の問題は徹底的に論議をしていただかなければ私

も理解はできない。そんなご意見を申し上げておきます。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがでしょうか。はい、佐原さん。 

 

佐原委員 

県の方はできると。松島先生の方は無理だとおっしゃってるんですが、それぞれがどの程度掛ければ

できるとか、どの程度無理だとか、その程度問題が一般の人たちにはわかってないと思うんですね。ダ

ムを選ぶか他のものを選ぶかっていう時にもそれは影響すると思うんです。ですからもっと全体像が頭

の中で描けるように討論していただきたい。その手段のひとつとして何人かの専門家に来ていただいて

みんなの前で討論をお願いしたいと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。同じ意見ですか。先ほど意見言われたことと違いますか。 

 

武井秀夫委員 

関連したことです。小沢委員がさっきおっしゃいました。高田委員もおっしゃいました。私はこの会

議は言うまでもない、宮澤部会長さんもそのために一生懸命やってらっしゃるんで、愛知県の多角的治

水計画をやってわけじゃない。長野県の砥川流域の治水計画を長野県の財政規模の中でやってるという
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ことなんです。幾らでもかければどうだということは不可能なのが県の財政状況だと思うんです。その

視点はもちろん皆さんもご存じ、理解しておられるだろうし、その視点は午後の利水のコストの問題に

もかかわってくんで、その点はもちろん賢明な部会長さん、そういう視点で運営しておられたと思いま

すが、それを論ぜずしてダムオーケー・ノーということはあり得ないというふうに私は思います。 

 

宮澤部会長 

はい、はい。今それぞれの皆さん方から…意見まだあられる方はどうぞ挙手してください。はい、ど

うぞ。新村委員さん。 

 

新村委員 

盛んに費用対効果が出てますが、もう県は２４０億と言ってるんですよね、まず一つは。これは、今

後わかりませんよ、また、調査によれば。しかし基本的にはそう言ってるんですから、そこを中心にし

ないと、いくら掛るかわからないとかわかるとかじゃなくて、もうはっきり言ってるんですから。それ

は皆さんに一応理解しておいてもらえないと、私は前での方にいかない。これだけを申し上げときます。 

 

宮澤部会長 

今もその話しございました。他にございますか。 

それじゃ今の、問題のことちょっと整理さしていただきたいと思いますが、まずご答弁お願いいたし

ます。県の方で、まず、ダム軸の下の部分。今、土木工学的にそこのものはどんなふうになるのか、そ

のＤ２、ＣＬ２ですか。ここのところの泥を掘削する、採ったりする、そういうような金はは２４０億

の中に入ってるのかどうか。これ以上まだ多くなるのか。それから…どうかってことだけ。とにかく今

そこだけちょっと大至急お聞かせいただけますか。当初これの中に今、新村委員さんは織り込み済みの

はずだと、こういうことでございますが、どうですか。はいどうぞ。大口課長。 

 

大口河川課 

今、現段階では２４０億の中でできるというふうに判断して、事業を進めているわけです。 

 

宮澤部会長 

はい。結構です。ありがとうございました。 

そいじゃまあ、そんな今の状況の中でそれぞれ時間が、大分時間経ってまいりました。遅くなってし

まいましたが、ここで昼食時間を、あんまりにも熱心なご論議で区切る時間のタイミングをなくしたん

で、大事な論議に入ってきてると思います。すいませんが、今２時…１時２０分でございます。これか

ら２時までの間、昼食タイムとさしていただきたいと思っとります。それで宿題を申し上げて誠に申し

訳ございませんが、皆さんから出してきていただいた意見、これを集約してございます。河川改修、そ

れぞれ…それぞれの案で全部まとめてございます。これのことについて食事時間に目を通していただき

ますようにお願いしたいと思っとります。大変急でございますけどお願いしたいと思います。はい。そ

れでは２時まで休憩とさしていただきます。よろしゅうございますか。 

 

＜４０分間 昼食＞ 
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宮澤部会長 

よろしゅうございますか。 

大変午前中は熱のこもった論議がなされました。私の進行の不手際からトイレタイムを取れないで、

約９時３０分から１時半近くにあたるまで続けさしていただいたご無礼をお許しいただきたいと思い

ます。 

前半から非常に重要な問題が今日かかってきておりまして、熱心な論議はなされております。まず、

それぞれ委員の皆さん方の基本的な理解…この中がどうなのかということも、今、食事の時間中にござ

いました。その中でさっき４倍って出たけれど４倍っていうのは一体何なんだと、いうようなお話もご

ざいました。いろいろ地質の問題については専門家を呼んでそれぞれお話をしたらどうだろうと、こう

いうようなご意見も出ました。そんなことで、まずちょっと４倍ということのことについて、さっきの

継続ですが説明をしていただいた後、松島委員さんのところへもう一回お話をお聞きさしていただいて、

次、どう判断していただくかしていただきたいと思います。なぜかと申しますと、松島委員さんは検討

委員会の地質の責任者の方でいらっしゃいますので、松島委員さんの判断をお聞きして、それを決定の

大きな方向性と見いだしていきたいと思っとるもんですから、そんなことでお願いしたいと思っており

ます。 

それじゃ４倍、先ほど強度が４倍以内であると、その４倍っていうのはいったいどこでどういうふう

に決まって４倍なんだと。こういうことについてからまずご答弁お願いして、次に進めさしていただき

たいと思います。４倍についてのご説明を願います。はい、米山さん。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

４倍の今安全率を採るということは４倍以上です。それは堤体のところにかかる荷重、それを含めて

岩盤でどれだけ受け持つができるかということで４倍の…４倍以上の安全を確保すると。それは先ほど

ＣＨとか岩級区分がありましたけど、その堤体のブロックのところに、それは掘削線によって違います

が、先ほど図面っていうか透写しましたけど、その中にＣＨ・ＣＭＬ…ハイ（High）、ＣＭロウ（Low）

といういわゆるその分布をですね面積で出しまして、その面積に荷重、いわゆる設計強度をそれぞれ入

れまして、それで平均化したんです。D についてはゼロであります。評価しておりません。そういう中

で、（ちょっとすいません）評価しておりません。ＣＬ１、ＣＬ２。そういった面積を出しまして、そ

の面積に対してそれぞれの強度をかけて、それで平均せん断を出してそのもつ…平均せん断が地震時の

荷重、そのいろいろのすべての荷重に対して、…いわゆる滑り出しの活動に対して４倍以上を確保する

ことになっております。それでその確保については先ほどいわゆるどの位置に掘削するかという位置を

ですね、その確保ができる位置で確定します。だから掘削線がどう決まるかという話でうんと掘削する

とかありましたけれども、それによって経済的な掘削線に入ってくるわけであります。それが決まって

初めて掘削線が決まるというふうふうになります。以上です。 

 

宮澤部会長 

そうすると、もう一回確認しますと、その４倍以上あったってことは、どういうことかっていうこと

ちょっとそこを… 
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諏訪建設事務所 米山ダム課長 

すいません。いわゆるダムがそこに重力式コンクリートダムができるということであります。これは

河川管理施設等構造令に従って安全率４倍以上を確保しております。 

 

宮澤部会長 

今の説明も含めて松島委員さんご意見ございましたらお願いいたします。 

 

松島信幸 

はい。今まで午前中も含めまして、今のその安全率、強度の４倍とか、まあこういう県の説明に関し

ては私が、私自身がそういう説明に対して批判できる力を持っておらないので、ダムに向けての建設を

する…、まあ可能なそういう見方もあるかと思います。私はやっぱり地質の方の立場から意見を申し上

げているだけにすぎないので、もっと総合的な立場で意見を申し上げとるんじゃない、ということも、

まあ了解していただきたい。 

ですから、今日の疑問点は、まあ一応済んだことにさせていただいて、希望としましては先ほども申し

上げましたように、もう一つの疑問点を、つまりダムサイトの地質的な問題の疑問点を、またこの次の

利水の時に説明および質問をさしていただきたいと思っております。ですから、私が何か前回の部会の

ときに、地質から見たときにこれはダムができないっていうふうに言い切ったと、いうように皆さんは

取られた、というようにお聞きしたんで、そういうようなつもりで私は言いきったわけではありません。 

 

宮澤部会長 

今、松島委員さんの方から、そんなお話もございました。それで先ほどこの地質の問題のことについ

て、浜委員さんから再度にお話もございましたし、それぞれの皆さんから意見ございました。この地質

の問題、どういうふうにいたしましょうか。ご意見どうぞ。はい。 

 

武井秀夫委員 

午前中でもう相当論議が尽くされとると思うんですけども、部会長に先ほど確認をいたしました。中

島委員それから浜委員その他の方々の意見に、私は地質の問題について複数の専門家を招いてというこ

とは、有力な選択肢だと思ってますので、それをもう少し深めていただいて、その必要があるかどうか

ということを各委員の皆さんに、一人ひとりと言ったら語弊がありますけれども、意見を求めることを

提案します。 

 

宮澤部会長 

先ほどから、それぞれの意見がございました。そのところでもまれているところでございます。これ

についてどうぞ自由なご意見出していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。はい。ど

うぞ、中島委員さん。 

 

中島委員 

先ほど建設事務所の方から、国の機関においてですね、細かく審議、いくつかのその検討機関があっ

てそして細かくやっていると。私はこれを全面的に信頼したいと思います。ただ、みんながそういうこ



 - 66 - 

とに対して不安を持って、そして疑問点を持っとるなら今武井さんが言われたような形を取るべきであ

るというように考えております。以上です。 

 

宮澤部会長 

どうでしょうか。はい、浜委員。 

 

浜委員 

地質というものに対して、例えばうちを建てる、ダムをつくる、これは完ぺきな地質はないというふ

うに私は思っています。先般の松島委員のご発言に対して、部会長おっしゃったように、どんな工法を

用いてもどうもできないらしい、というように私も受け止めたことも事実ですし、一部の新聞報道にも

そんなように書かれているというふうに言われております。しかしながら今松島委員さんの方からのお

話で、まあ土木工学的なね、そういった工法を用いればできないことでもはないというようなご意見も

いただきましたんで、その辺につきましては皆さんのご意見をお伺いしながら、私とすればですね、松

島さんのおっしゃってることがそれでよろしければ、それで結構だというふうに思ってます。 

 

宮澤部会長 

他にどうでしょうか。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

はい。私もそういう専門家のご意見もぜひお聞きしたいと思います。この会もその時々ですね、必要

な方お呼びしようということ最初ん時だかに確か決まったような気がいたしますので、ぜひお願いいた

したしと思います。 

 

宮澤部会長 

ていうのは、先ほど笠原さん言われてるのとちょっと違う意見なりますけど、そういうことでよろし

いですか。 

 

笠原委員 

いやいや。要するに、先ほど何かその…県の方がいいのか、どうかというような感じんなってきたの

で、それ、それぞれのご意見があっていいんじゃないですかと（宮澤部会長 あっ、そういうことです

か、はい、わかりました）いうことで、それについてもっと深めたいということです。 

 

宮澤部会長 

どうでしょうか。はい、植木委員さん。 

 

植木委員 

先ほど言ったのと、まあ基本的に同じなんですが、この地質の状態の中でこれだけの規模のダムが果

たしてどれくらいの困難性を持ってんのかと、いうところが私はいまいちわからないんですね。松島さ

んの地質の問題をいろいろと提起されるのは、これはしんどいじゃないかという、まあ私の率直な考え
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ですが、諏訪建の方の話では一応４倍以上の安全性を見てると、いうような形で言われてるんですけど

も、はっきり言って実際土の下の問題ですからね。わからないっちゃわからないんですけれども、しか

しそこは、やはり議論しなければですね、ある判断を下す場合には、私はそこでやはり悩んでしまう。

そうであるならば、多少難しい問題ではあるけれども、専門の先生をですね何人か呼んでいただいて、

ある程度スキッとする…まあスキッとはいかないかもしれませんけれども、それなりに納得して私なり

の結論を出していきたいなというふうに思ってますので、呼んでいただければというふうに個人的には

思っておりますが。 

 

宮澤部会長 

今、２つに分かれました。松島委員さんも今の現状の中で、全くできないことっていうことではない

ということでのお話。それからやっぱり地質の先生に来ていただいてその話をするというお話。この２

つのお話に分かれたかと思います。この前、新村委員さんの方から、呼ぶメンバーについては全員一致

でお願いしたいと、こういう付帯事項をお願いされております。そういうことがついておりますので、

そこら辺も含めて率直なところを…皆さんの意見も十二分に審議したいと思っとりますが、どうでしょ

うか。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今、指摘されました、前回の新村委員の発言ですが、議事録で確認をして欲しいんですが全会一致と

いうことを了承いたしましたか、部会として、呼ぶ場合に。 

 

宮澤部会長 

いや、そういうご意見が出されているということです。 

 

武井秀夫委員 

それは、するとあれですな、議事録を点検しなくてもそういうご意見を全会一致ということを新村委

員が… 

 

宮澤部会長 

全員が了承していただくということでお願いしますということがございました、はい。どうしましょ

う。要するにですね、私どもは、部会がこれから進行していく中で、これから具体策に入ってまいりま

す。今おっしゃられたように地質の問題大変重要な問題です。私ども検討委員会のワーキングの地質の

責任者でいらっしゃる松島先生の話と、県の説明も４倍っていうことでもってその状況にあるというお

話。それから、植木さんの方で代表される、そうは言っても地質の問題は大事な問題なので別の専門家

をよぶという話。私が一番心配しておりますのは、ここでもって論議をされた時にですね、全く対立議

論だけを私どもが聞いてどう判断するかというような状況になったりすればということもあるわけで

ございます。地質の人たちがどう判断するかっていうことも含めて、どうするか。皆さんのご意見をい

ただきたいと思います。はい、清水委員さん。 

 

清水委員 
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一つはね、時間いくら掛けてもいいんですよということであれば、あるいはまた県の予算の中でお金

もいくら掛かってももいいんですよということであれば、それこそとことん納得するまで専門家呼んで

いただいてですねやることが一番ベストだと思うんですよ。しかし、結果的に見ればおそらくいいとい

う人、あるいはだめだという人、この対立の中で今日やった議論と全く同じことが繰り返されるという

ふうに、結果としてねなるんじゃないかと私は思うわけです。そうすると、今、今日の時点では、例え

ば松島先生がこれからの総合治水の治水対策として、ダム建設も一つの選択肢としてあってもいいんだ

ということで理解がされて、されるとするんだったらね、もっと議論てのは先に進めるべきだと、私は

こういうふうに思います。 

 

宮澤部会長 

それぞれ、ここのところは論議に分かれるところでありますが、今の清水委員さんのお話も含めて、

これどういうふうにしていきましょうか。真っ二つに分かれてるもんですから。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

あのですね、この部会の立ち上がりの際に宮澤部会長はいみじくもおっしゃった。全国注視の的のこ

れは論議であると。場合によってはモデルケースになると。そういう場合にですね、しかもそれ１００

年の先を考えて１００年確率の雨の時にどうしようかという、多角的な治水策を整合性のあるものを出

すとすれば、清水さん言われたように時間が掛かるからこれは、ということでなくて、それは会議費と

いう問題は論外であって、時間を掛けることは私はやっぱりやることが整合性のある討論の仕方だと私

は思います。ですから時間が掛かっても、浅川の場合だったら３月末というような縛りがあるでしょう。

下諏訪の砥川部会の場合は、そういう縛りがないと聞いていますので時間をもう少し掛けて、１００年

の後にあるいは後世評価される治水案を出すということがこの部会の使命だろうと私は確信しており

ますので、時間が掛かるということに関しては、皆さんがご都合さえよければ十分な論議はあって一点

の陰りもということは望むわけにはいかないだろうけれども、何回もやっぱ論議をしていれば、研ぎ澄

まされた整合性のある案が最後には落ち着いてくるだろうと私は思ってます。 

 

宮澤部会長 

他の人はいかがでございますか。なるべく先ほどの意見じゃない人の意見のをお聞きしたいと思いま

すが。はい、西村さん。 

 

西村委員 

私もダムに関しては、安全が確認されなければダムはつくらないということをここの意見書にも書い

てございます。今日お聞きすると、まあいずれにしても地盤については危険だ、安全だと真っ二つに意

見が割れてる。これは専門家を呼んできてそれぞれ違う人…立場で呼んで、お二人呼んできて松島先生

と話をしてもこれ意見が一致しないんじゃないかなと、いうふうに思うわけですよ。したら、我々とし

てどっちが正しいかっていうのも判断もできない。結局、まあ話を聞いて平行線で終わっていくんだろ

うなというふうに思います。それともう１点、これから各案について検討していく段階で、ダムという

部分にきますとまたその話が戻ってくると。今日午前中から２時までやったその意見ってのは、またぶ

り返してくんじゃないかなということと、もう１点は、その地域の住民が実は一番心配してんのはやっ
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ぱしダムが安全なのかどうかっていうことが私は一番心配してると思うんです。もし何かあって、その

ダム決壊したら、それは今の話をしてる治水対策以上の被害が起こってしまう。それがやっぱし確認さ

れないと地域住民って、やっぱし一番困ると思うんです。ですからそれはどうやって確認するかって言

われても、それは専門家を二人違う意見の人呼んできても一つにはならないんですね。じゃあそこで最

終的にどこが判断するかって、そこが明確でないもんですから、そりゃ専門家を呼んで話をするのも結

構でしょうけれど、この部会で結論出すの結構ですけれど、この部会っていうのは私は結論は出ないと

思ってます。要するにダムが必要だという人と、いやダムに頼らなんでいこうという人がいます。これ

はいくら話をしてもおそらく意見は一致はしない。そうしたときに、一番当初の時にスタンスを私聞き

ましたけれど、この部会は聞きおくんだと。地域、流域住民の意見を聞きますよと。最終的に判断する

のは検討委員会ですからと、いうことですから、時間は掛かって結論は出ないにしても、意見を言い合

うということで終わってしまう部会だろうというように思ってますから、その専門家を呼んでも同じこ

との繰り返しがあって、時間はいくら掛かってももいいと言っても、途方もない時間が掛かってくとい

うことんなろうかというふうに思いますが、その辺は部会長どうお考えでしょうか。 

 

宮澤部会長 

難しいとこですが、ちょっと違う方に。はい、宮坂委員さん。 

 

宮坂委員 

私は専門の方を呼んでですねお聞きしたいと思います。その理由はですね、その専門…お互いこう対

抗する意見出るでしょうけれども、それを部会員だけが聞くのではなくて、このダム建設にあたってい

る、例えば米山課長、名前を挙げて申し訳ないんですが、そういう方にもですね、判断材料としていた

だきたい。ですから部会員だけではなくてね後ろにおられる県の方、それから傍聴席の方も参考意見と

して聞いていただきたい。そういう意味で決して無駄にはならないと思います。多分対立的、西村委員

が今おっしゃったように対立のままいくかもしれないけれども、それを判断材料として新しい進歩って

のは生まれると思うんです。それが、それによって２４０億でいけるとおっしゃいましたけれども、も

しかしていかないかもしれない。そういった判断を、判断材料としてやっていただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

今、そろそろみんなそれぞれ違った方に意見を言いたい、言わしたいと。あと残ってるの、はい、高

橋さん。 

 

高橋委員 

私は、確かに皆さんおっしゃるとおり大事な問題ですから、専門家の意見っていうのは必要だと思い

ますけれども、少なくともここに専門家と言われるワーキングの座長がいるわけですよね。ですから、

この人が今問題を提起してるわけですから、私はちょっと県に聞かないとわかりませんが、このダムの

安全性を評価した国のどなたかおいでいただきましてね、そして専門であるうちのワーキングの座長と

その…わからない、いこういうとこはどうだと、いうやりとりを我々がですね判断をすればいいんじゃ

ないかと。全然反対賛成っていうことでなくてね、そういう先生方でなくて、はんこの押した人とそれ

から疑問を持っているうちのワーキングの座長さんとの中でね、皆さんの前でで話し合って我々にも説
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明していただければなあと、こんなように思いますが。県の方にちょっと質問したいんですが、そうい

うことができるもんでしょうか。建設省、いわゆる道路交通省の人が来て、その判定はこういう過程で

判定をしてますと、いうことに対して松島さんが質問をしてみると、いう形を私は採ったらいかがなも

んでしょうかと思いますけども。 

 

宮澤部会長 

はい。ありがとうございます。他に意見言ってないのは武井さんどうですか。はい、どうぞ。 

 

武井美幸委員 

第１回の部会で方向性を出す。この部会は結論、決定権はないと。それで方向性を、まあ思うような

ら年度末までにぜひ出したいと。それから第３回目の時か、方向性は２、３出して何とかしようってい

うようなお話が部会長さんからありました。それで、ここいくらこの立派な先生たちとみんなでもって

やっても、私たちにはたえて割合に理解に苦しむことが多いわけでございます。だからそういう人と、

そういう勉強された、今日ここにいる人は学識経験者っぽい人がいっぱいいるから、そういう人たちは

検討委員会へ進言していただいて、部会はあくまでも地元住民、地元、直接被害にかかわるような地元

住民の人の意見をまとめてそれを検討委員会に出すというのが部会の一つの行き方じゃないかとこの

ように私は思ってます。それで、いつまでもこんなことやってたじゃ、これはどうも最終的には何にも

まとまることはできないから、部会長さんには方向性を二つなり三つ出していただいて、なるべく早く

検討委員会に提出していただいて、検討委員会での判断を待つよりかこれは仕方がないと、このように

考えております。 

 

宮澤部会長 

はい。中村委員さん、どうでしょうか。 

 

中村委員 

ちょっと難しくてね、私にもちょっとわからないんですけども、ただ私、地域で生きてる人間として

は、なにしろ早いうちに治水を出してもらわないと、どういう形でもやっぱ安心して暮らせませんし、

さっきのシミュレーション言えば、私の家なんか本当に３メートル埋まる家ですんで。ですからもう、

私自身はダム以外でもということで考えてる人間ですから、今ダムの問題でどうこうって言われても、

ちょっと怖さっていうのはピンと、ピンとはくるんだけどもいざって言うとわからないっていうところ

もあるもんで、申し訳ないんですけど。 

 

宮澤部会長 

結構です。はい。林委員さん、どうでしょう… 

 

林委員 

このダムをつくっても大丈夫だという県側の意見と、松島先生…松島委員さんのように不安が残ると

いう意見、真っ向から対立してるわけでして、この現実をふまえた時にですね、その地域住民の生命・

財産を守るためにつくろうとしているダムですので、本当にこのダムが安全なものだというその説得力
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ある説明をですね、旧建設省の方に来ていただいて、ここで納得のいくまでこの説明していただいたら

いかがかと。私はこの県のですね基準の４倍の安全ってのは間違ってないというふうに思ってます。し

かしそれが不安だという方も大勢いらっしゃいます。従って、その説明をしていただければ必ず納得し

ていただけるものであると、いうふうに思いますので、ご検討いただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

今、お話を整理させていただきますが、いろいろな方々が反対賛成の学者さんをという話。それから、

学者さんでは基本的なところはわからないんじゃないか。ダムについて決めたのは建設省、４倍以上と

いうのはこれは建設省の基準でありますから、なぜ４倍以上ならいいと決まったのかと、いうような問

題も含めて、それを決めた旧建設省ですね、今の国土交通省のその専門家に来ていただいた方が、ここ

のダムのことを決めたっていうことはどうかわかりませんけど、一番妥当じゃないだろうか。それで松

島委員さんとお話をしていただいた方がいいんじゃないかと、こういうご意見。それから、まあ今日の

論議をしている中で、松島委員さんも４倍以上であるのでダムの地質の安全性については一定の安全性

は見ることができるのではないか、しかし私は不安は残ると、いうお話だけれどというような状況。こ

れはこれとして前でへ進めていった方がいいじゃないのか。そういう３つのご意見に集約できるかと思

います。そんなことで、まず一つは建設省をお呼びさしていただくとしたなら、次の２９日の日に冒頭

でお願いしたいと、こういうことになろうかと思うとこでございます。そのような方々をお呼びできる

ことは可能ですか。河川課長どうですか。 

 

大口河川課長 

今、各委員さんから言われたわけですけども、当時のこの砥川の下諏訪ダムについて検討した委員さ

んは、現在土木研究所にはおりません。土木研究所から来ていただくということになれば、勉強してい

ただいてからじゃないと、地質含めてお話しいただけないと思いますんで、数カ月の日数を要するんじ

ゃないかと思います。来ていただくとしても今いる方々、下諏訪ダムについて何の知識もございません

ので、数カ月の日数を要するんで、そういう意味では。みんな変わっておりますので。 

 

宮澤部会長 

と言いますのは、細かい調査はやっぱり２カ月くらい勉強しないと専門家でもなかなかこたえられな

いという、そういうご答弁だというふうに聞きましたけど、そういうことでよろしゅうございますか。

はい、どうぞ。河川課長さん。 

 

大口河川課 

今おられる方々は現地ひとつ見ておられるわけでございませんので、今おられる方々が来ていただい

て話をするということんなれば、今部会長さん言われたように、現地を見ていただいたり、コアを見て

いただいたり、今までの地質報告書を見ていただいたりしなきゃいけませんので、かなりの日数を要す

るということです。 

 

宮澤部会長 

はあ、逆に言えばそのくらい日数をかけて今までは決めてきたっていうことですね。今のお話でござ
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います。高橋さん。 

 

高橋委員 

まあ、よくわかりますけれども、少なくとも専門家ですからね。そんなに時間、僕は掛かるとは思わ

ないんですけれども、こちらにも松島さんもね専門家でございますので、先ほど来出てる複数のと…ご

意見もありますよね。複数の専門家を呼んでと。じゃあその複数の専門家を呼んできても全く同じ条件

ですよね、見てるわけでもないし。ですから私はですね、国の基準ていうものは、こういう基準に則っ

てね、こういう地質に対してこのダムは十分もちますよという判断はこういう判断でしましたと、いう

ことだと思うんですよ。当時はんこを押した人じゃなくても、専門家が来ればその判断はできないんで

しょうかと。そうでないと複数の専門家を呼んだ場合に松島さんも専門家ですから、失礼に当たります

よ。賛成反対というようなのが出てきますとね。ですから私はむしろ国の機関で来て説明した方が、松

島さんも理解もわかるし、我々もなるほどと、いうように思うんですが、その辺はどんなもんでしょう

か。 

 

宮澤部会長 

今、求めているものが若干違うということで、河川課長はそれだけ吟味してしっかりとお話をした上

でしなければなかなか答えられない。それはどこでも同じだと。中途半端なことで自分の意見を言うと、

それだけの責任もかぶさってくるのでということから過去においてそういうことだと思いますという

答弁だったと思います。それに対して、そうは言ってもということで、プロならばある程度その目で見

れるのではないかなということですが、いかがでしょうか、河川課長さん。はい、どうぞ、河川課長さ

ん。 

 

大口河川課長 

今、高橋委員さんから言われたわけですけれども、相手の都合もあって来週どうのこうのって言われ

てもちょっとわかりませんので、国の基準、そういう意味での説明をということでございますので、国

の方にちょっと聞いてそれからお答えを出したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

宮澤部会長 

今、ダムということで、ひとつダムの選定のところについてあたった、それから基準も４倍以上とい

うことで全国のこの基準をつくった、そういう方々にやっぱり見てもらうということがいいんじゃない

だろうかと。松島先生は少なくとも今非常に危険だということで言ってらっしゃるわけなんで、それで

お話をしていただいたらどうだと、こういうご意見でございます。この形の中で、皆さんのご意見どう

でしょう。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

先ほど、高田委員さんっていうか高田先生でしたか、その地質の問題とそれからそこに無理してもこ

うやって削ればできると、いうこともあるというお話でしたですね。そうしますと、せっかくそういう

専門の方呼んでお聞きするんだったら、地質の方だけじゃなくて、こういうのは何ちゅうんですか、土

木工学って言うんでしょうか。そういう方も一緒にお呼びしてそれをお聞きしながら、そうしますとそ
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の財政の面もですねある程度お聞きできるといいんじゃないかと思いますけれども。 

 

宮澤部会長 

あの、トータル的に技術的なことがわかるんではないかと、こいうことで、財政には全然別な部門で

ございまして、ちょっと違うと思いますけど。要するに技術的なことがお聞きできるんじゃないかとい

うことで今、笠原委員さんから、国のそういうお役人さんの方がいいんじゃないかとこういうご意見も

出ました。はい、どうぞ。 

 

高田委員 

私はやっぱり、これできるかどうか、経済的にできるかどうか、安全性どうかいうのは、やっぱり技

術屋だと思うんです。私は駆け出しのときから関西電力のダムとか中部電力のダム、主にフィルダム関

わっています。この地盤見たらこれはコンクリートダムはしんどいなと、普通だったら多分フィルダム

に変えると思うんですね。それはさっき言いましたいろんな問題があるから。だからそういう点でもし

技術屋を呼んでいただけるんだったら、それは非常に結構なことだと思ってます。 

 

宮澤部会長 

どうも皆さんの意見をこう…あれしますと、その学者さんという発想ではなくて、学者さんていうこ

とは、もう松島先生おいでんなられるんで、そうではなくて国のこれを決めた技術者の人をお呼びした

方がいいんじゃないかと、そういう意見が出ておりますが、そのお願いをするということでよろしゅう

ございますか。はい、高田委員さん。 

 

高田委員 

ダムにかかわってる方いうのは土木技術屋いうても当然この岩盤の問題、地質学的なことはかなりよ

くわかってる方なんです。だから土木屋の中でも例えば橋梁とか埋め立てとかいろんな分野があって、

やっぱりダム屋的な人がおられるんで、そういう方だったらその地質の話しもちゃんとやりとりできる

と思います。 

 

宮澤部会長 

はい、わかりました。いいですか。はい、どうぞ、小沢委員さん。 

 

小沢委員 

具体的な人選は我々わからないから、部会長と松島先生と高田先生にお願いして、そこへ、こういう

人いいんじゃないかという、ご存じの方があったら、そこへ意見を寄せていただいて、そこで決めてい

ただかないと、具体的に決まらないんじゃないかという気がいたします。 

 

宮澤部会長 

はい。そんなことで、私もわかりません。それで率直なところやっぱり今言いましたように、技術関

係、それから笠原委員さんおられたようにトータル的に、今高田委員さんもお話ございました。まあ財

政っていうお話もございましたが、それはそれもできればいい、一番有り難いことですけれど、そうい
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う人を２９日の治水の総合検討の中で来ていただくということでよろしゅうございますか。もしこれに

対して意見がございましたら、はい、どうぞ。 

 

大口河川課長 

先ほども話しましたけれど、１週間ですよね。なんで１週間でと思うんですけど、非常に難しいと。 

 

宮澤部会長 

一応、検討していただきたいと思います。ええ、事務局の方でご努力いただくと。また前で進みませ

んので、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 

よろしゅうございますか、それじゃあ。ええ、はい、どうぞ。佐原さん。 

 

佐原委員 

今まで、横孔とか縦孔に入ってくださった先生方もいらっしゃるんですね。無理ならいいけれども、

ご都合伺って、もし２９日に来れるということだったらお願いしたらいいと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。今、他の学者さんってことですか、それは。先生っていうのは。 

 

佐原委員 

そうです。地質とか地下水の研究をしてる先生方です。 

 

宮澤部会長 

はい。今、学者先生という形のお話もございましたですけど、それはどうでしょうか、その件につい

ては。と言いますのはですね、その先生方が４倍のこととかですね、そういうようなこと理解していた

だけるかどうか。それで独自な案を展開されたときにですね、ここでもってまた皆さん方のところへ集

中的に砲火を浴びて、私の意見は私の意見だよと言いっぱなられてしまうような気がします。今、松島

委員さんもそういう意見持っておりますけど、そういう先生方を複数呼んでですね、お話をしていく方

がいいのかどうか。どうなんでしょうか。それは先ほど中島委員さんが心配されているように、賛成反

対の人たち当然来られるでしょうから。そういうことんなってきますと、ここでもって先生方のところ

で、その賛成反対の議論だけで終わってしまうんじゃないかなと、そういう気がするわけでございます

けれど、どうでございましょうか。はい、どうぞ。 

 

武井秀夫委員 

原則的に考えますと、学者の皆さんていうのは、学問の徒ですから、賛成反対というようなフィルタ

ーを掛けて見る方々で私はないと思うんです。要するに学問的にそれを検討されて、それが自分の学問

に照らして、これはこういう、これは整合性のある意見だとか、あるいは地質は全部くまなく調べたら

こうだということを提言されたり、論文の掲げるのが学者の皆さんであるから、それをフィルターでこ

れは反対賛成というような色分けは私はちょっとそれは酷だろうと思います。ですから、その方々がダ

ムの安全性についてうんぬんということは、その方が専門領域でなければそれは言及できないのが当然
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であるから、地質について２、３名、それからそういう土木工学に関してのスペシャリストがいたらそ

れはそちらでもって今小沢委員がおっしゃったように、高田先生、松島先生方でどういう人選を図るか

ということを、整合性のある方々を、時間を若干掛けながら選択されたらいかがでしょうか。 

 

宮澤部会長 

今、そういう意見ございました。はい、どうぞ、浜委員さん。 

 

浜委員 

今問題んなってる論点はですね、いわゆる国が出してきた地質の調査資料、調査結果に対して疑問が

あるという松島先生の指摘だったわけですから、基本的にこの問題をどう解決していくかという方向性

にもっていかないと、それぞれの学者先生方を何人もお呼びしてそれを人選していくということはこれ

なかなか難しい、きりのないことだと思いますので、この問題の一番の論点であります、国の出してき

たこの資料に対して、あるいは今の４倍の根拠。こうしたものをクリアにしていただければ私は結構じ

ゃないかというふうに思います。今まで県の数字を私は信用してきたわけでございます。まあしかし、

松島委員さんのしかも地質の権威の先生でございますから、その先生がおかしいと言うことに対して、

私は非常にこの不安を持ったわけですから、国の出してきたデータに対する論理をですね、きちっと説

明をしていただいて、松島委員さん、あるいは部会員の皆さん、そして住民の皆さんが納得できればそ

れで結構ではないかという、私は意見を持ってます。 

 

宮澤部会長 

今、そういうような意見がありました。佐原さんどうですか、今の浜さんの意見。答えの、進め方の

状況の中で、今松島委員さんからここのところについてはダムについては、要するに地質的によくない

んだというお話が出てきた。それに対して、今そのことについてのことがわかれるような状況、県の説

明では納得できないということなので、その説明についてもう一度再度していただくという論点で進め

ていっていいかどうかというお話でございます。どうぞ。 

 

佐原委員 

現場を見た先生は、そんなに数は多くはないわけですね。 

 

宮澤部会長 

現場を見るってことじゃなくて、今の松島委員さんは国からそういう話が出て、要するにそうじゃな

い人を連れてくるっていうことで、佐原さんの言われているのはただ学者として地質っていうことの考

え方でお話んなってっらっしゃると思いますが、その点についていかがかお伺いをちょっとしたかった

わけでございますが。 

 

佐原委員 

学者の先生についてもいろんな専門がありますので、自分の立場から発言していただけると思うし、

その現地を見て、横孔の地質を見た先生は数人であって、そんなに際限もなくいらっしゃるわけじゃな

いわけですね。だから、私たちそれから地域住民が判断する上でプラスになるならばそれをさせていた
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だければよりよいという意見です。 

 

宮澤部会長 

武井委員さん、どうでしょうか。今、浜さんが整理をされて、今までの論議の流れの中で、ダムとい

う問題ではなくてですね、今日はダムのところのところに入っておりますが、そこんところじゃなくて

地質の問題があって、今ダムの問題になって、松島委員さんが地質的にはノーだというお話をされたわ

けですね。これについて県の方ではこれについて説明したんですが、４倍とか。そういう中でもって、

そこのところを解明するために、４倍と決めたとか、そういうような地質の問題について、お願いした

いということで進んできているんですが、今浜委員さんの方からあったんですが。 

 

武井秀夫委員 

佐原さんの言われた、地質についての専門家を呼ぶということ、そしてその際限もなくいるはずでな

いというのは、この下諏訪ダムの予定地の地質について関心のおられる方々っていうのは五指に満たな

いだろうと思うんです。ただそういう方々の地質に関するスペシャリスト、専門家のご意見は聞くべき

であると思うし、その工学的なダムの強度がうんぬん、安全性がどうっていうのは、また分野が違いま

すから、それは当然それ相応にあたった技術者の方々の意見を聞くということは大切だと思います。そ

れでいつも私思うんですけれども、一定の値だとか結果をこれを無病性がというような形で…官のやっ

たのは無病性のものであるというようなその中からでは論議ができませんので、私はすべての数値を医

者の立場とすると本当にこれがいいのかどうかという多角的な面で評価して、初めはうたぐってかかる

ってことですから、すべて無病性というような形でかつての建設省の、いわゆる土木センターの部分の

皆さんがやったからそれはいいんだというような固定観念で考えたら、すべての論議はストップしてし

まうと思うんで、その辺は広い視野で意見を聞くというのは絶対必要だと思いますし、それを部会でで

もさることながら、部会長さんが言ってらっしゃるように、地域住民の公聴会という面で、その様々な

選択肢があったらそれを明示してそれに限ってのテーマで地域住民の皆さんの意見を公聴会で聞くと

いうのも、あるいは総合的な目で意味があろうかと思います。 

 

宮澤部会長 

他にいかがでございましょうか。今の論点のところが二つに分かれてるわけでありますが、私が一番

心配しておりますのは、先ほど武井さんに何で質問したかとと申しますと、武井さんが原告でもってこ

の問題について裁判をされてらっしゃるわけであります。ですから私はこの裁判には触れたくないとい

うことを最初からこの部会のところでお話をいたしました。ですので、今ダムの問題についてあまり固

執したくない。ただ、松島さんのお話があったんで今の経過をしっかりふまえておきたい。こういう配

慮で、実は部会の進行を進めてきたつもりでございます。そのことに踏み入れてしまいますと、これ裁

判と同じことで、まるっきり論議がなってしまったもんですから、そこら辺のところもふまえて、これ

から総合治水の中に入っていく前に、治水の一つの中で松島先生が言われたことが非常に重い、特に検

討委員会のワーキングの責任者の方がご提案されたことなので、それで今日皆さんに県の方から説明し

ていただきました、今日、午前中パネルを使いまして。ところが残念だけれどご了承いただけなかった。

納得いただけないという方が多かった。ですので、そのことについて、しっかりと明確にしようじゃな

いかと。ここの地質の問題どうのこうのということよりも、今のこの状況について判断を進めていきた
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い、今止めておかしていただければ有り難いという、まあ私の切望もあって、お話をしたところなんで

ございますが。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

そのご配慮、非常に有り難く思います。第１回の部会の時に、私はその選択肢の中に、法廷…裁判う

んぬんという提訴の問題が項目とありましたので、そこでこれはどういう扱いをなさるんですかという、

どの質問でもいい選択肢ということで私は質問を申し上げた。ご存じのとおり裁判というのは過去の事

実についてそれが整合性のあるのかどうなのか、ということを検証する…法廷で専門家が集まってやる

わけです。この部会というのはそれ以上に将来のことについて、あるいは現実からこの未来のことにつ

いて住民のためにどういうことが整合性のある形だということをこの間から５回もやってるんで、それ

は部会長さんがそういうことについて配慮してくださったのはわかります。ですからそれは、それはそ

れで、提訴問題は提訴問題で二本でいけばいいことであって、それは私肯定拘泥はいたしませんし、と

いうことです。 

 

宮澤部会長 

はい。わかりました。 

それでは、今お話が大分詰まってまいったと思いますが、経過は先ほど浜委員さんからお話あった状

況でございます。一応、今回についてはそういう形で国の方の技術者を呼んで、例えば先ほどから出て

いおります基本高水の問題もトータル的に、高田委員さんもおっしゃられましたけど、検討、お聞きす

るということにとりあえずさしていただきたいと思うんでございますが、いかがでございましょうか。

はい、高田委員さん。 

 

高田委員 

こっちへ来ていただいて、その方にいろんな質問するいうのは多分松島さんと私だけだと思うんです。

他はまあ一般的な質問されると思うんです。それに対して例えば県の方からも聞かれるかもしれません。

私は聞きたいのはさっきから言ってる話です。つまり前面のグラウトはできるかどうかとか、そういう

ことを質問書として、ここへ来ていただかなくても、最低限…、まあ来ていただいたらいいんですけど、

来れなかったら、我々がつくった質問書をしかるべきところで回答していただく。一回ですむかどうか

知りませんけど、そういう手順でもいいかもしれません。 

 

宮澤部会長 

はい。今、また逆に、高田委員さんの方からも、現実的なお話をしていただいたところであります。

ありがとうございます。一応とにかく、今日時間をあんまりかけてもいけませんから、一応２９日に技

術関係の人たちをお呼びすることを決めさしていただいてよろしゅうございますか。その後またそうい

うことで技術の関係のところが必要だったら、次の段階にまた入っていくということにさしていただけ

ませんでしょうか。はい。それじゃあ、了承いただきましてありがとうございました。 

大変時間がかかりました。長野県の方では砂防課長、建設省の技術者でございます。また危機管理の

室長は自治省の消防庁の危機管理の専門家であります。そういう方々も今ここに臨席をしていただいて

るとご紹介をさせていただきます。ご意見があったり、その必要性があったら、どうぞ皆さん方の方か
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らご質問をしていただきたいとこんなふうに思います。 

今日の本論に入らさしていただきます。大分時間が詰まってまいりまして、利水の方にいきたいとこ

ろでございますが、ちょっと我慢をしていただきまして。皆さんからお出しいただきました砥川の総合

治水対策案をまとめさしていただきました。この間の皆さんから出された意見に対しまして、評価する

点、それから疑問視する点。それぞれが出されたものであります。その一覧表にいたしましたものにつ

きまして、事務局の方から整理にあたってのポイント等についてお話をいただきます。 

 

田中治水・利水検討室長 

それでは、事務局の方からご説明いたします。お手元の各々の砥川治水対策案に対する意見等という

ことで、１６日締め切りで出していただいたものをそれぞれの項目ごとに整理いたしました。それで例

えば河道掘削についてもそれぞれいろいろご意見がありましたので、項目、大きな項目に分けまして、

例えば工法であるとか、有効性であるとか、あるいは漁業関係、堆砂関係とこういった形で分けて載せ

てあります。それで同じ内容のご意見が複数以上ある場合は、お名前を最後に記載してございますけれ

ども、そういった形でまとめてあります。 

以上ですが、よろしくお願いします。 

 

宮澤部会長 

はい。この意見書がございますが、これについての進め方について皆さんのご意見を求めます。いか

がでございましょうか。項目ごとにそれぞれやっていかれるのか。それとも、これとこれとこれと、と

いうことであるかどうかです。それから皆さんのお手元に岡谷市それから下諏訪町の地元の新聞という

ことで、市民新聞という新聞社さんがあるそうでございます。そこにまとめていただいたのがきれいに

まとまっていたのが私の目に留まりました。非常に明快に皆さんの案を整理して書いてございましたの

で、それを私の判断で参考として皆さんのところへお配りをさしていただきました。さてどのように進

めていけばよろしゅうございましょうか。はい。松島委員さん。 

 

松島信幸 

ちょっと進む前のことでお願いなんですけれども、この特に砥川の最初にあります河道掘削とか、そ

れから嵩（かさ）上げ。これに関係しまして、私、今朝ここへ到着した時に事務局の方へ資料をコピー

してお願いして皆さんに配布してくださいと。（宮澤部会長 私のとこで届いてません）ええ、だから

もちろん来てないんです。はい。それはどうなってるかということ。控室でお願いした…、コピーの資

料。それが私がここへ意見を述べさしてもらったことに関係する地形図なんですけれども。だから、そ

れが配布されてこの河道掘削とか、１の…２の嵩上げとか、そういうところの、それからその次には河

道断面拡幅とか、いろいろ出てますが、その辺のところで意見を述べさしていただきたいという、そう

いうことです。 

 

宮澤部会長 

はい、わかりました。他に進め方についてどうしましょう。一つ一つあたってきましょうか。皆さん

どういう意見が、はい、西村委員。 
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西村委員 

はい、お願いいたします。いくつか案がありまして、私はこの中で総合治水対策の部分と、それから

維持管理の部分という、大きく分けると二つに分かれると思うんです。もうその総合治水でなくてもや

らなきゃいけない対策っていうのがありますから、それに関しては皆さんのこう読みますと意見も一致

してる部分があります。そういったものは総合治水対策から外していったらどうだろうというふうに思

いますし、あとは総合治水対策に関しても実は複合案という意見がございます。この複合案ってのはど

のさじ加減で複合案をしていくかっていうのは非常に難しいわけでございまして、あともう１点が、基

本高水流量っての決まっていない。これが決まっていない分に対してその対策を述べてるもんですから、

まあ２００トンでいいっていう方もいますし、２８０なきゃだめだと、いうと当然対策が違ってきてい

る。そこのところがクリアされていないと非常にまた論議が白熱化しましてですね、結論が一つも出な

い。まあ結論が出る部会じゃないんですけれど、結論は出ないような気がしてしていきます。その辺、

いくつかの進め方があろうかと思いますけれど、どうされるかお聞きをしたいと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。大事なところでございますので、なかなか難しいところでありますけれど、まず最初に西村さ

んから出された意見でございますが一つ一つあたっていきたいと思いますが、皆さんが納得する案、例

えば浚渫はずっとやりなさいよというような案。それからここでは書いてありますそういう案。それか

らこれは当然やった方がいいよと、こういうようなところ、案については当然じゃあないかと。あとそ

の他の問題についてどうやってくかと西村さんの意見。皆さんが共通テーブルに乗れるところから精査

してやってった方がどうだろう。ないしはどうしようかと、こういうことだということでありますが、

他にどうでしょうか。はい、武井委員。 

 

武井秀夫委員 

この一覧表から見て、やっぱり西村さんの意見があったんですが、逐条審議っていうのはなかなか難

しいとは思うんですけれども、大別して１から７の項目について１から河道掘削、それから２の嵩上げ、

すべてがリンクしてるわけですから、それについてやはり若干時間掛かっても委員同士の意見交換とか、

歩み寄れるところは歩み寄れるのかということを決めていかないとやっぱり結論出ないと思いますの

で、ていねいにやっていただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがでございましょうか。はい、高田委員。 

 

高田委員 

私もこれ書いててちょっと書きにくかったのが河道掘削、嵩上げ、河道断面拡幅、これみんな同じこ

とに属する場合があるんです。ですから河道断面拡幅はいるかいらないか、多分皆さんいるとは思いま

す。それでそれの方法として掘削があり、嵩上げありと。そういうことになってくるんで、これこのま

まずらっと眺めてても仕方がないんで、これをそういうまとめ方にすれば、この字数は４分の１ぐらい

になるんじゃないか。ですから川の中でやる場合にどこまでやれるかいうこと、その手段、それとダム

の問題。遊水池案は補助的ですから、補助的なもの。それと放水路いうのは、これは補助的ですけどか
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なり大きな問題。それに関連して橋梁の問題がある。森林の問題は今すぐの問題じゃないけど、長いス

パンで考えればこれは非常に大事な問題。そういうふうに分けていって、１・２・３・４はもうちょっ

と字数を減らしていただいた方がわかりやすいと思うんです。 

 

宮澤部会長 

はい、今、高田委員さんの方からお出しいただきました。他にいかが、どうでしょうか。はい、どう

ぞ。 

 

西村委員 

あと、もう１点でございますけれど、対策案については理想的な対策案っていうのが非常にあると思

います。例えば河道拡幅、引堤なんかはそれができれば確かにそれで構図整理ができるわけですが、そ

の実現性に関しての話しっていうのは、その思う中で言ってってもいいんでしょうか。それが実現が可

能でなければ机上の空論ですから、本当にできるかどうか我々はそれを望んでるわけですけれど、でき

るかどうかっていうことまで、例えば技術的な問題、お金の問題は県の方でこたえていただけるかどう

か。それだけ確認をしたいですか。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがでございましょうか。まずですね、今のご質問についてですが、まずこれをもうち

ょっと整理してもらっていろいろなところを、これはまるっきり皆さんの意見をそのまま書いてあるは

ずでございます。そういうふうに事務局にお願いをいたしました。これを同じ意見とか関係ある意見を

一つにまとめて、先ほどは１から７くらいはというところと、高田委員さんの方から今それぞれの意見

も出ましした。そういうふうなまとめの資料としてどうだろうと。それに今西村さんの方からは財政的

にそれが伴うかどうかということを入れて欲しいと。こういうお話しがございました。いかがでござい

ましょうか、他に。はい、どうぞ。高田委員さん。 

 

高田委員 

引堤いうのは皆さん否定的だし、西村委員のおっしゃった、これはもう最後の手段のひとつかもしれ

ません。それで私はやっぱり１・２・３・４、まあ引堤は別として、川の中で例えば２８０トン。それ

でなかったら２００トンでもいいです。そういうものを処理できる断面が得られるかどうかいうこと。

それに対するメリット、デメリットから一個ずる詰めていって、それでオーバーしたらダムがいるとい

う話も出るし、放水路がいるという話しも出るし。森林いうのは常にやらんといかん。だから何かそう

いう下流から追い上げていって、余ったら上流へいくというような話しで悪くないと思うんですけど。 

 

宮澤部会長 

はい。今上流対策、例えば下流対策。それから中流対策。上流対策ということで分ける。例えば今上

流対策ではダムとか砂防堰堤とか、それとか、いろいろなそういうのもなりますね、森林とか。そうい

うような部分。こうやって分けてやってっていただいたらどうだろうかと。こういう整理の仕方。それ

ぞれ意見が出てきております。いかがでございましょうか。はい、どうぞ。笠原委員さん。 
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笠原委員 

僕もこれ書いてみまして、例えば河道掘削ならそれだけっていうことはないんで、それに嵩上げ、そ

れから補強とかいうと、この番号で言えば１・２・４・５ですか。というのは必ずこれくっついた話し

だと思いますので、それは一緒にして、今高田先生のおっしゃったようなやり方がいいんじゃないかと

思います。 

 

宮澤部会長 

はい、どうぞ、小沢委員さん。 

 

小沢委員 

私ずっと言ってるんですが、砥川は２００トン、あるいは２２０トンまで現状で流せるんだけれども、

現状は１６０トンでもう危険水域に達してると。だからちゃんと改修して安全に堤防を考えて、そして

取りあえずできると言ってるところまで直すべきだろうと。それでその上でもって下流からそういうよ

うに攻めていく。それは高田先生が一番詳しく計画書に書いておられましたが、それを中心に進めてい

くということでいいんじゃないか。それでその上の問題はもう少し先でダムが地質的にできるのかでき

ないのか。あるいは基本高水が２８０なのか２３０なのか、２００なのか。そこら辺がわかって考える

べき問題だろうと思ってます。 

 

宮澤部会長 

はい、他にいかがでございましょうか。はい、浜委員。 

 

浜委員 

今日せっかくこの資料をですね部局の方でも徹夜をしてまとめていただいた経過がありますし、一つ

一つ読んでみますと非常にいい意見を皆さん言っておられますんで、しかしその中でも、いやあこれは

ちょっと疑問点じゃないかということがたくさんあると思うんです。せっかくですから、ここでそれぞ

れの問題に対して少し議論をしていただいて、（宮澤部会長 はい、はい）その後にですね、やはり基

本高水の問題、一番基本になります。それぞれの委員さんが今まで回を重ねていくごとに基本高水のこ

ともご理解をされて、砥川の現状もご理解をされてきたわけですから、しかも部会長の方といたします

れば、これから詰めの段階にいきたいということもおっしゃっておられるわけですから、まずそれぞれ

の持ってる持論というものをですね、これだけだと今の笠原委員さんのようにおわかりにならない部分

があるんですね。その人の総合治水というものの形がわからないわけですから、それぞれの委員さんが

次の時までにやはり基本高水はいくつである。そして総合治水的な、理想的な私の砥川の治水の持論は

こうであるというようなものをまとめていただくというような形にですねもっていく。それが私はいい

ではないかと。そのためにやはりこの中身をですね少しやはり議論を今していただいた方が、そういっ

たものがお互いに作りやすいというふうに思いますが、いかがでございましょうか。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがでございましょうか。高橋委員さん。いいですか他に。今まとめ方のいろいろな問

題点がございました。今浜委員さんがここのそれぞれの意見を少しもんでいただいて、もう少し整理を
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しながらという意見もございました。どうでしょうか、皆さんせっかく出していただいた意見、この人

はこういうふうに言ってるけど私でもこういうふうに、という部分もあるかもしれません。そんなこと

も含めて、ただちょっと入り込んでしまいますと、ずーっと長くなってしまうような気もするもんです

から。はい、高橋委員さん。 

 

高橋委員 

私のはですね、大きくやっぱり分けてですね、河道改修案それから放水路案、ダム案。大きく分ける

と３つかな。森林とか遊水池とかそういうのは別といたしましてね。こういう大きく３つくらいに分け

まして、しかも２８０トンと、カバー率は後でいいわけですけれども、２８０トンに耐えられる河道改

修案っていうのは皆さんから意見が出ておりますので、これとこれとこれとの組み合わせによってクリ

アできますよと、いうことになろうかと思うんですよね。非常に細かくどっからどこまではどういう方

法っていうまで出ておりますのでね、それらの意見を入れながら２８０トンをクリアできる改修案とは

こういうものですよと。これに対して費用はどのくらい掛かりますよと。いうようなやり方をすればで

すねいいんじゃないかなと。それから放水路案っていうのは非常にいい案だとは思うんですが、ちょっ

と私出せなかったんですが書いたんですが、これは放水路案っていうのは高田先生バイパス案と考えて

いいわけですか。（高田委員 そうです）バイパス案ですよね。バイパス案の場合も非常にいい案だと

思うんですが、これに対する呑み口、いわゆる取水口の位置をどこにするかとか、水路勾配がどれくら

い取れて、果たして排砂可能なのかなというような、私は気はしているんですが、これらも含めて最終

的にそれらがクリアできればダム案っていうのはなくなるわけですから、当然ダム案は検討しなくてい

いじゃないかと。順番としてね。いうような気はするんですけど、どんなもんでしょうか。 

 

宮澤部会長 

はい。みんなそれぞれ意見が出ておりますが、いかがでございましょうか。はい、どうぞ、高田委員

さん。 

 

高田委員 

ダムをつくる場合でも２００トン流さんといかんわけです。それに対する下諏訪ダム全体計画資料砥

川部分改修平面図いうのが県の方で作られてます。これは２００トンの疎通能力を出せる断面です。こ

れを２００トンから、２８０トンを流す。流すには…この２００トン断面をどう修正したら、今の河川

の敷幅の中で２８０トン流れる断面がつくれるかという、そういうのが今高橋委員言われた次のレベル

んなると思うんです。この県の案では橋梁との取り合いの関係は書かれてるんですけど、改めて橋台の

間隔調べてみたら、大体２０メーターは十分取れる。そうしますとここで私案書いてますけど、ここの

改修案で、この敷幅２０メーターいうのは取れるわけですね。そうしまして、これはちょっと書き方間

違えて書かれてますけど、私が提案した高さは余裕高６０センチ考えた。ただし県は８０センチ言うて

るんですが。だからこういうものがこの県の２００トン流下案に上乗せできるかいうことを検討するの

がまず第一だと思います。 

 

宮澤部会長 

他にいかがでございましょうか。みなさんそれぞれ出てきてここのところ短時間でありましたんで、
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私もこの内容にそれぞれ皆さんに触れていただけるだけの時間がお取りできなかった。残念ですが。要

するにそんなような経過がございます。そんなこともあるもんですから、若干一つ一つの検討のことに

ついて入ってくのに気後れしているところなんでありますけれど。はい、宮坂委員さん。 

 

宮坂委員 

今高田委員がおっしゃられたことが基本になると思います。というのは、我々、こういった対策案を

出しただけですけれども、それに対する疑問点を見ますと、二つにこれ対策が分かれると思うんです。

ダムとですね現状河川の改修と。その中でこの現状の河川改修に対する疑問点というのは、これは県と

かが答えていただかないと、いただかなければいけない部分が非常に多いと。そういった中でですね、

今高田委員がおっしゃったように現状河川での図を書いていただいて、それを対案としてここへ一緒に

出してもらいたいと。それによってこの疑問点というのは大分クリアできると思うんです。その図を出

たところによってメリット、デメリットをもう一度そこで照らしあわせをすると、より効率的な対策と

いうか議論が可能かと思います。 

 

宮澤部会長 

はい。他にいかがでございましょうか。はい、中村委員さん。 

 

中村委員 

今、方向性出してもらうっていうのが、とりあえず一番だと思うんですけど、ただ私自身これ全部ま

だ読み終わってませんので、できれば今日は利水ということで、午後は林市長さんが時間が今日しか取

れない、これからまた取れると思うんですけども、今日しか一応取れないということですんで、方向性

だけ出したら、ちょっと切り替えて利水でもやった方がいいじゃないんですか。今このままいってても

何かみんな頭にちょっと血が上ってるとこもありますんで、ちょっと冷やすっていうことで、ちょっと

次の機会において利水を先にやってもいいかなと思うんですけども。 

 

宮澤部会長 

はい、他にいかがでございましょうか。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今の中村さんのご意見も最もなんですが、一つの取っ掛かりが、今高田委員の説明、あるは河道掘削

に対する一つの成案が出てますね。それは２００トン通る通らないっていうのはダムによらなくてもよ

っても、それは共通項であるからということで、宮坂委員もそれにフォローしたわけなんで、少なくと

もせっかくここまで取っ掛かりがきて、すぐにまた利水に入っちゃうと、せっかくのボルテージが上が

ったところがいきませんので、時間制限にて４時ころまでの間に、このことについての若干の全般だけ

でもフォロー出し合ってた方がよりベターではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

宮澤部会長 

そろそろ結論が出尽くしたと思います。皆さんのご意見いただいたわけでございますが、この他に先

ほど意見の中で追加等がございましたが、それをまた今の段階にするか、それともこの人がこういう主
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張をしてたけれど、これについてはどう思うかというような案が先ほど浜委員さんからもございました

けれど、出せられる状況だったなら時間を決めて進めていきたいと思いますが、いかがでございましょ

うか。よろしゅうございますか。それじゃあ、まずこれは整理の仕方はいろいろあろうかと思います。

今出されましたですけど、とりあえず今日の段階の中については左側のところに分け方、それから遊水

池、土砂、それぞれのとこ出てまいります。それぞれの幹事も待機しております。どうぞこのことにつ

いて質問があるということがありましたら時間を決めて、ちょっと部会長の判断で４時とまでちょっと

いかないかもしれませんけど、まずお出しいただきたいと思います。いかがですか。はい、どうぞ。松

島委員さん。 

 

松島信幸 

具体的に入っていくという、そういうことですか。 

 

宮澤部会長 

ええ、ここに出ているものに対して、後でこれまとめに掛かってかなきゃならないと思いますので、

この人の意見とこういう意見があったけど、これはどういうことですかとか、このことについて、例え

ば砂防の問題がございますけど、この問題についてはどういうことでしょうか、砂防がどうとかってい

うことは今日ないしは他のそれぞれのところがあれば、放水路ならどのくらいかかるんでしょうかとか、

そういうみんなそれぞれの意見があればどうぞお出しいただきたいってことでございます。 

 

松島信幸 

今日、私、この意見に対する資料を配布さしていただいたんですが、その私の意見そのものは非常に

短い言葉で書いてあるので、それの裏付けになる資料なので、それはもし説明さしていただければ説明

さして欲しい。 

 

宮澤部会長 

どうしましょう。自分のご意見を発表したいっていう人もおいでになられますけど、そうすると皆さ

んそれぞれ発表の場になってしまって、前回各それぞれに５分から７分ということでそれぞれの意見を

述べていただいて、その意見について、疑問点とか賛成点とか評価すべき点をお話ししていただきたい

ということで今回設定をしたつもりだったんでございますが、今またそこで持論をということになりま

したんで、ちょっとよわったなあと私思ってるんですが。まずその持論をちょっと待っていただいて、

先にこのことについてこういう意見があったけどこれどうなんだとか、こうだとかっていうことを、ま

ず先にさせていただいていかがでございましょうか。はい、よろしくお願いしたいと思いますが。どう

でしょうか。どうぞ意見を言ってください。はい、どうぞ。中島委員さん。 

 

中島委員 

まず、第１の河道掘削についてですが、私は河道掘削には賛成をしていません。従って、河道掘削し

た場合どのくらいの掘り下げをするのか。そして実際の川の構造というのは最終的にはどういう構造に

なるのか。そこらんとこをちょっと確認をさしていただきたいと思います。 
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宮澤部会長 

はい。今中島委員さんからは河道掘削が最終的にどれだけ可能であるかという案を出していただきた

いと。はい。他にいかがですか。はい。今のことですか。答弁ですね。幹事会の方から答弁ということ

でいいですか。ちょっと待ってください。幹事会の方のはちょっと待っていただきたいと思いますが。

はい、どうぞ。高田委員さん。 

 

高田委員 

いろんな方が河道掘削の欠点を述べられて書かれてます。これ本当は県の方からこれ説明してもらわ

んといかんのですけど、県の方も河道掘削いうのは当然入ってます。まず、寄州とか中州とかを除去す

る。清水橋の上でしたか、この前護岸してた、そこは河床が真っ平になってたと思います。あのやり方

に当然なります。それで掘削量はこれで見ますと５０センチから１メーターぐらいのとこもありますけ

ど、河道掘削いうのはそういうレベルだと思ってます。ごっそり掘って天井川解消までは考えてません。 

 

宮澤部会長 

今、高田委員さん…はい。 

 

中島委員 

構造的にですね、どういうように、じゃあ実際具体的に川の様子というのは例えば土手はコンクリに

なるとか…、 

 

高田委員 

いや、違います。むしろ今のこの計画は県の方から説明していただいたらいいと思います。私はそれ

にちょっと上乗せするという形を提案してたんです。 

 

宮澤部会長 

この前それぞれ提案されていたこともありますんで、今のことは高田さんに対する質問っていうこと

じゃなくて、私は最終的にどうなるんだっていうことを一つの案としてこれ出てるんだというふうにと

っておりますので、高田さんの場合はこの前コンクリートにして土にして、というそういうような話し

合ったんで、それは皆さんご了承していただいてると思って次に入っておりますので、それぞれの答弁

は結構でございます。はい、どうぞ。 

 

高田委員 

前の部会で私はこの資料を県に出してもらうように言ってたんです。その後郵送していただいたんで、

皆さん持ってないけれど、大体の方針を県にお聞きしたいと思ってます。掘削の問題とか橋梁の問題と

か、一番河口部の問題。どういう方針でやられたかいうことをちょっと教えていただきたい。 

 

宮澤部会長 

はい。はい、ちょっと今高田委員さんから出ました。他にございますか。皆さんの案を大切にしたい

と思っておりますので、皆さんの案に対しての問題点をまずやりたいと思っております。はい、宮坂委
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員さん。 

 

宮坂委員 

個人的な意見でいいですか。（宮澤部会長 ええ結構でございます）農業用水のところで中島委員に

お聞きしたいんですが、最初の１ページです。１ページの右下です。農業用水なんですが。掘削した場

合１メートルとか掘削をした場合にですね、河床がもちろん低下するわけで、その時に農業用水の取水

口が当然使えなくなりますよね。現状では。その場合にここを読みますと、２１番を見ますと、取水口

を全面的に堤外に設ける必要があると。河川断面の中へ用水路は許可されないって書いてあったり、農

業用水の取水が困難ということなんですが、対策はこれは何も採れない… 

 

宮澤部会長 

それでは、中島委員さんからお願いします。 

 

中島委員 

２１には触れていませんけれども、当然掘り下げれば掘り下げるだけ取水は困難になると。従って上

流部へ持ってくか、あるいは何らかの人工的なね形で取水口をつくる必要があるだろうと。今は流れの

中のやや斜め上からですね掘り下げをして、そして水門の取り入れ口へもって、そして砥川の土手を下

をくぐって、そして側溝へ流して各田んぼへかけてると。いうこれが実情なんです。だから例えば夏場

雨が降らない場合、特に渇水に順になってきた場合ではですね、我々出払いをかけて幾度も幾度も川を

掘り下げて、そして水を入れてるのが実情です。それでなお出払いだけでは人が硬くて掘れないような

場合も出てくるんですね。その場合には農林課の方にお願いをして重機を持って掘り下げてもらうと。

去年はそんなようなことで対応していきましたけれどもね。 

 

宮澤部会長 

はい。宮坂委員さん。 

 

宮坂委員 

ということは、ちょっとすいません。素人なもんでわからないんですが、１メーター下がった場合、

１メーター下がった場合ね、上の方へ上流へ取水口をもってくわけですよね。それは不可能なんですか

ね。 

 

中島委員 

まず不可能でしょうね。現実は１メートル下がったら。 

 

宮坂委員 

それをだから例えば２００メーターぐらい取り入れ口をパイプで上へ持ってくとかいうことは不可

能なんですか。 

 

中島委員 
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そういうことをすればそれは可能かもしれないですね。 

 

宮坂委員 

それは水利権というものには関係は特に抵触しますか。 

 

中島委員 

特には… 

 

宮澤部会長 

それをですね、個々にやっていただいて、まとめてやっていただけませんか。この問題についてどう

でしょうと。それだったら次答えれます。ここでキャッチボールされてると他の人たちみんな何もあれ

になってしまいますんで、この点についてこう明記されてますけど、こうでしょうかっていうことでお

願いしていただけませんでしょうか。それだって、もしあれだったら個々にやっていただきたいと思い

ますけど。はい。 

 

宮坂委員 

ちょっとやり方がわからなかったもんですから。こうなったものですから。部会長の方からそう言っ

ていただければわかりました。ちょっとその辺が不安なところがあったもんですから、お聞きしたわけ

です。 

 

宮澤部会長 

中島さん、答弁結構でございます。結構でございます。今の、はい。今のお話し。他にいかがでござ

いますか。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

重ねての要請になるんですけれども、先ほど高田先生がおっしゃった２８０トンをダムで８０トンカ

ットする場合でも２００トンの流下能力っていうものを高めなくちゃいけないということに、この河川

の掘削ということや浚渫は全部リンクしてくるわけですね。ですから細かいことによってワカサギがど

うの、農業用水がどうのと、それは後で各委員会の委員間の意見交換はぜひすべきだと思いますが、大

所は基本高水やいろいろなことに全部関係してくる一つの対策ですので、私は高田委員にじゃあ掘削に

対してどういう具体案を持っておられるのか、どういう根拠で提案しておられるのかということを、ま

ず提示していただきたいと思うんです。１から７の中で嵩上げも全部そこに関係してくるとすれば、そ

ういうことを一つの入り口にしながら、さらに今中島委員に宮坂委員が聞かれたような細部のことは詰

め合わせていくということで、その大所のところをやってくことが根底だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

宮澤部会長 

はい。はい、どうぞ。高橋委員。 
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高橋委員 

全く私もそのとおりなんですけどね、ダムできて２００トンという断面はできてますよね。皆さんに

は配ってないですけども、計画あるわけですから。ですから私は逆に２８０トンでですね流した場合の

断面はどうなりますと。工作物は別ですよ。工作物は別ですけれども、各セクションの断面はこうなり

ますと。このくらいの断面が必要ですよと。いうものを県から出していただいてですね、それから２８

０トンの１００％という方もおりますし、５０％でいいんじゃないですかって方もありますから、極端

に１００と５０をですね、５０…カバー率５０にしたらこの断面で２８０トン通過しますよと。ね。そ

ういうものを県の方で全線にわたってですねできるもんでしょうか。できて我々の方にこっからここの

間はですね必要断面はこうなりますよと。いうようなものができればですね、皆さんからご提案が出て

おりますね、ああここは何にしよう、何にしようっていう肉付けをできますが、我々が全部全線をです

ねやるっていうことは、ちょっと不可能じゃないかなと私は思うんですが。それをぜひ県の方から作っ

ていただいて、平面図にこっからここはこういう断面が必要ですよと。おおよそお金はこのくらい掛か

りますよと。お金は後でもいいですが。そうすればね非常にこの作業が早いわけですけどね。いちいち

細かくどうじゃこうじゃってここで検討はちょっとできないんじゃないでしょうか。私はそう思います

けど。 

 

宮澤部会長 

はい。今大分絞り込んでいく方向にきましたですけど、他にどうでしょうか。 

 

高田委員 

断面、ここでは非常に詳しく堤防の断面まで書かれてます。今高橋委員言われたように、必要な断面

はどれだけか、余裕高入れて。河床幅は橋梁のアバットの間隔でおよそ２０メーターいう制約は上から

下まであると思います。そういう中で考えてもらって、それでこの意見の中では景観の問題とか自然環

境の問題とか、非常にたくさんのことが出てます。そしたら必要な断面に対して堤防の形態、この前の

部会では宮坂委員がコンクリートでガチガチに固めたん出して、あれはあんまりやということ言うたん

ですけど、ピンからキリまでできると思うんですね。そういう制約の中で。必要な断面を出していただ

くいうのは非常に大事なことじゃないかと思います。 

 

宮澤部会長 

はい、中島委員さん。 

 

中島委員 

私が心配するのはですね、この例えば河川断面拡幅という欄ありますね。それでこれと掘り下げ、中

州を今やってる掘り下げの問題。これが結果的にですねどういうような形の河川になるかということを

一番私心配してるんです。それはあそこの医王渡橋から下流というのは一番町民が親しむ、砥川に親し

む場所であるわけですね。従って検討委員会の方たちの意見を見ますと、砥川というものを医王渡橋か

ら下というものを放水路として考えておられる形が大勢います。だからそういうような考えでいったら、

我々が今まで親しんできた、先輩たちが守ってきてくれた、そして慈しんできてくれたその砥川という

ものは一体どうなるんだろう。その姿を私は心配してる。 
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宮澤部会長 

はい。他に意見がありませんか。今ここだけちょっとまとめます。今のお話しがそれぞれ出てきまし

たのは、河川改修ということに今なんか絞られてきておりますね。河川改修、他の意見も。ここだけち

ょっと示してみます。河川改修については過日毎秒２００トン。これはオーケーだと。こういうふうに

お話しがあったと。そのことについて県の方から一つの案を示していただけないかと。県の方はこれで

できないって。書くことは可能で、鉛筆を走らせることは私はできると思うんですが、一番問題なのは

今河川審議会の中で、要するに環境にいい、今中島さんが言われたような、要するに市民の憩いとして

の河川。この問題をどういうふうに皆さん方のニーズの中で受け入れてくかっていうことがわからなけ

れば次の段階として絵がかけないというのは実情だと思うんですね。ですのでそこら辺のところも、よ

くよく県の方に今モデル案を出ささせるのか、どうか。中島さんの言った意見は、実は公聴会の時にも

その意見が出ておりましたので、私どもは考えていかなければならないと思うんです。そこら辺のとこ

ろも含めてどういうようなご意見があるか。どうぞなるべく多くの皆さんがお話しいただきたいと思い

ます。はい、どうぞ。 

 

高田委員 

中島さんの意見で、どんな川になるかいうことですね。例えば福沢川合流点の富士見橋の上流。あそ

こ割と広いですね。あそこは全くさわらなくてもいい。そういう状況です。考えておられるより、それ

ほどでかい断面を増やす話じゃないんです。この前私、意見出した時に、流量と水深の関係を出しまし

た。中流域の例えば１５０分の１とか２３０分の１勾配のとこだったら、河床幅が２０メーターあった

ら水深１０センチか１５センチで毎秒２０トンぐらい増えるんです。それぐらい急流なんですよ。です

から、びっくりするような川に生まれ変わるというもんじゃありません。だから一番参考になるのは富

士見橋の上流の福沢川合流点のあのぐらいの広さです。 

 

宮澤部会長 

はい、どうぞ。中島委員さん。 

 

中島委員 

前回の時に私と高田先生とやり合うという表現はちょっとあってるかどうかわかりませんけれども、

その時に私は砥川というものが越水した場合、この時には大きな災害につながる。砥川の決壊に、破堤

につながるわけですから、そういうことが起こり得ると。だからそれに対して高田先生はそれはコンク

リートやアスファルトで囲ってしまえばいいと、いうお話しが出たわけですね。それで私はそのことを

一番心配してるんです。それは確かそういうようにコンクリで固めてしまえば、それは砥川は決壊しな

いかもしれない。それであふれても床下浸水くらいですむかもしれない。けれどもそういう河川の構造

そのものが我々は非常に下諏訪町町民としては受け入れることのできない川の形状であると。こういう

ことを言ってる。 

 

宮澤部会長 

はい。今お二人がたまたま論議をしてらっしゃいますけど、これ描いてらっしゃるものが若干目に見
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えないでそれぞれお話しをされてらっしゃるんじゃないかな、ということを私自身感じます。ですので、

これはこれとして残さしていただいて、次の他の論争にまいっていきたいと思ってます。嵩上げとかそ

れぞれ断面とかみんなそれぞれございます。そういう中でもってご意見をいただきたいと思います。は

い、武井委員。 

 

武井秀夫委員 

１の河道掘削の件でまだいいんでしょうか。各委員の意見に対しての質問で、よろしいでしょうか。

浜委員にお聞きしたいんですけども、この１ページ目の９番に災害時諏訪湖の水位は上昇するので水が

諏訪湖から戻るバックウオーター現象で意味がないのでは、という、そういうことをおっしゃっていま

すけども、私のキャッチしてる情報では釜口水門の毎秒の放水量が天竜河岸の護岸の強化によって３０

年代の２００トンから４００トン。さらにです将来６００トンというところにパワーアップするという

ことを聞いております。そういうものを勘案すると、このバックウオーターが生ずるっていうのは河口

から約３００から６００メートル地帯だろうと私たちは認識してるんで、この点について浜委員どうで

しょうか。そういうような諏訪湖の水位の調節がリアルタイムで水位局と雨量局の関係で、なからコン

トロールできるという施設があるとすれば、この心配はないんじゃないかと私は思うんです。 

 

宮澤部会長 

はい、浜委員、どうぞ。 

 

浜委員 

この問題についてですね、私、諏訪湖全体の河川整備計画を見てみますと、毎秒１６００トン、毎秒

１６００トンが全河川、３１本の河川から諏訪湖に流入する。そういう数字があるわけですね。それに

対して釜口水門の今の放流量がマックスで４００トンということですね。そうしますと諏訪湖全体の河

川整備計画に対する雨量というものをかんがみてみますとですね、１６００対４００という数字がいい

のかどうかわかりませんけれども、それが釜口水門が６００トンにマックス放流が可能になったとして

も、そういう事態の場合には水位は上がっていくというふうに考えざるを得ないわけですね。ですから

河川掘削をして、することによってのバックウオーターの被害というものは想定できるというふうに私

は考えています。 

 

宮澤部会長 

はい、どうぞ。武井委員。 

 

武井秀夫委員 

そうすればトータルの諏訪湖に注いでる河川のトータルの量というのは、それはそれで一つの事実だ

ろうと思いますけれども、昭和３７年の洪水とかいろいろの洪水の形がございますよね。１７のうち。

そのうちの１５くらいまではほとんど釜口水門のパワーアップがなくて２００トン時代での溢水であ

ると、私は理解してるんで、現在それが毎秒４００トンにパワーアップしてるとすれば、将来的には６

００トンってことだったら、それは釜口水門を１０４億掛けたという意味は、そこでかなりコントロー

ルできるという意味で計算しているわけですから、これから天竜川の河岸の護岸がさらに完成すれば６



 - 91 - 

００トンが可能であるということを傍聴の方の情報から聞いているもんですからね。そうするとそんな

にバックウオーターが解消できなくて、それが溢流の原因になるということは私は限りなく少なくなっ

ていくだろうと思ってます。 

 

宮澤部会長 

はい、浜委員。 

 

浜委員 

おっしゃることはよく私もわかります。ただ河川整備計画の中では、やはり３１本の流れ込んでる河

川の総雨量という、総流量というものをですね、やはりかんがみて、掘削等を施していかないと諏訪湖

の水位が上がる。それで流れ込んでる砥川の河川を掘ったところで、それは諏訪湖の水位が上がってく

ことに対してバックウオーターが生ずることは私は事実だというふうに思っております。ですから、そ

ういった懸念があることも間違いないではないかという感覚です。 

 

武井秀夫委員 

いや、その点はですね、なかなかじゃあ、まさに水掛け論になっちゃいますから、その辺はじゃあ一

応の疑問を提示して、浜委員からはそういう見解がキャッチしたので私はそれはそれで一応もう一度考

えてみます。 

 

宮澤部会長 

はい、お願いします。よろしいございますか。はい、小沢委員。 

 

小沢委員 

それに関連して、らちもない話しですが、砥川の水が１６００トンのうちの諏訪湖に入る時は３００

トン。５分の１になるっていうのは、どうも数字として納得がいかないなと。感想です。これは。 

 

宮澤部会長 

はい。その点について関係して下諏訪で何かありますか。いいですか。今のこと。ええ、感想と今言

われてます。１６００トンが３００トンになっちゃうって重要なとこだと思いますが。どうぞ胸を張っ

てご主張してください。 

 

下諏訪町 久保田都市整備課長 

それでは、町長に代わりまして発言さしていただきますが…、 

 

宮澤部会長 

いや、幹事会ですから、どうぞ結構でございます。その今のことに答えてください。 

 

下諏訪町 久保田都市整備課長 

はい。諏訪湖もひとつのダムなんですね。諏訪湖もひとつのダムだということをお考えをいただきた
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いと思いますし、今の１６００トン流入というのも１００年確率の数字でありますから、その時には必

ずバックウオーターがある、ということになろうかと思います。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。他にどうでしょうか。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今の久保田さんの意見なんですけども、それはそれでいいんですけれど、（宮澤部会長 いえ、幹事

会からの意見ですね）ええ、幹事会からの意見に対して、私たちの申し合わせの中では、首長の代行の

答弁は認めないということが原則ではなかったでしょうか。前回の時の… 

 

宮澤部会長 

今、幹事会ということでもって意見を… 

 

武井秀夫委員 

いや、今、久保田さんが新村町長に代わって… 

 

宮澤部会長 

いえ、私今否定させていただきましたけれど、そのことにつていは。 

 

武井秀夫委員 

いいですか。それは確認でいいですね。 

 

宮澤部会長 

私は今、幹事会ということでもって、ご発言さしていただいてるんです。前回のことについて、この

間武井さんからありましたけど、新村さんが自分の意見としてぎっくり腰でどうしても出られないんで

ということでお話がございました。それで皆さんが全員参加しておりまして、その人の意見だけ発表さ

れませんと乗り遅れてしまいますので、その時に発表をしていただいたということでございます。きち

っとルールは守って、さしていただいてるつもりでございますので、よろしくお願いいたします。他に

どうでしょうか。はい、西村委員さん。 

 

西村委員 

この掘削、それから嵩上げ、拡幅等あるわけですけれど、この評価できる方の意見を見ますとほとん

どが２００トンということなんですね。基本高水が２８０という、先ほど高橋さんはおっしゃいました

けれど、我々は２８０を望んでいるわけです。そこに評価される方２００でいいと。ですからこういう

評価案が出てくると思うんですが、そうした時に我々２８０でこれ考えると当然河川改修は大変なこと

になるだろうというふうに思うわけです。例えば掘削だけでは当然２８０はのめない。嵩上げにしても

のめない。唯一のめるのは拡幅ですよ。２８０をのめるだけの川幅をつくってけばいいわけですから。

でも、そういった時に評価できる方の意見、あるいはこれに対する疑問点を聞いても、真っ向から当初
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の最初の基本が違うわけですから、非常に難しいわけですね。例えばそういう自然環境も大事だろうし

ということになれば、我々もそれも主張しますし、そういった排水路的な考えをすれば、それは確かに

できればできるんですけど２００までだと。じゃあ２８０までやるんだったら当然拡幅も必要になって

くるだろうと。いうことになれば、例えば２番目の武井さんの意見ですけれど、掘削は拡幅不要なので

人家の移転も不要と、いう意見があるわけで、これは２００トンでの話しですから。そうすると我々と

は意見が違う。今そういうことでございますが、そこら辺の…すりあってないという… 

 

宮澤部会長 

全く西村委員さんのご指摘どおりなんです。これはですね皆さんからお寄せいただきましたご意見が

残念だったんですが、ぎりぎりだったものですから事務局は徹夜状況でもって作ったわけでございます。

その時に最初の設定でございますが、こだわられていらっしゃるようでございますが、２８０でお願い

します、ともう一つは２８０以下で、ないしは違う３２０っていう、林委員は３２０でお願いしたいと

いうご意見も自分でございました。それぞれのご意見は２８０と２８０以外でとお願いしたつもりでご

ざいます。それに基づいて本当は整理しておけばいいんですが、そのことにふれられてしまいますと話

が続きませんので、先ほどこ一回整理をしなおす段階としてご意見があったら言っていただきたいとい

うことで申し上げているつもりでございます。今日で終わりじゃあございません。この次もこれは生き

てきて、整理されてくるわけでございますので、そういうご理解の上でやっていただければ有り難いと、

こういうことでございます。はい、どうぞ。 

 

西村委員 

それでは疑問が一つございますが、掘削と浚渫って言葉がございますが、その掘削と浚渫というのは

川のそっこにある砂利を採るわけですけど、その言葉の度合いがよくわからないっていう、どこまで採

ったら掘削でどこまでが浚渫なのかっていうのはわからないんですが、掘削をした場合、砥川に橋があ

るわけですね。鉄道もあります。それに橋梁があるわけですけれど、橋梁じゃない橋脚。この部分につ

いては掘削すると当然基礎が浮いてしまいますから、橋の架け替えが出てくると。先ほど私言ったよう

に現実論で話しをしていただきたいという話しをしてるわけですが、そういった現実的に橋の架け替え

ができるかどうかっていうところまで例えば事務局の方でお答えできればそうお願いしたいというふ

うに思いますけれど。 

 

宮澤部会長 

はい。今の意見は十二分大事なことだと思いますんで承ります。次にいきます。他にありますか。今

のことはいいですよ。次に回します。次の時の議論の重要な問題ですから、課題として残して上げてい

ただくということですから、ここで今その答弁していても中途半端で終わってしまうだけですから。い

かがでございますか。なければ休憩をはさまさしていただきたいと思うとこでございますが、ご意見あ

りましたり、なにかありましたら、どうぞ事務局の方にお送りしていただきたいと思うんです。それで

こういう意見があったということになれば、その委員さんの方に大至急送らさしていただくような形を

採らさしていただいて、今上がってきた問題をもうちょっと事務局で交通整理をして評価と疑問を整理

してやっていかないとなかなか難しいと思いますし、先ほど出ました、河道掘削の場合の河川のあり方

の問題のことについても、図を次の時までに示さしていただく中でしていった方がいいんじゃないかな
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と思っております。とにかく皆さん自身がまだちょっと検討の余地が今日の資料にあると、浅いんじゃ

ないかなと思われますので、次の２９日にさしていただきたいとこんなふうに思うんでございますが、

いかがでございましょうか。はい、ちょっと１０分ほど休憩をはさまさしていただきまして、先ほど宿

題の問題を先やるか利水に入って、それぞれの予定もございますので、申し訳ございませんけど、ここ

で１０分間の休憩をさしていただきます。 

 

＜１０分 休憩＞ 

 

宮澤部会長 

ちょっとまだお戻りになってらっしゃらない方おいでになりますけど、時間でございますので進めさ

せていただきます。 

先ほど午前中のところお昼までっていうのが資料でございますが、そこへいきますとまた時間かかっ

てもいけません。利水の人たちは今日我慢して、時間等設定していただいてる経過もございますので、

この総合の砥川の治水対策案について出た資料、例えば川の河川の状況ですね。どういうあるべき姿と

か、それからそういうようなそれぞれの図式の資料等々を幹事会等でそれぞれ先ほど議論の中で出た資

料は次の時に用意をして、なるべく説明皆さんわかりやすいような形のご努力をお願いしたいと思いま

すが、幹事長よろしゅうございますか。はい。 

それじゃあ、治水は大変時間はかかりましたが、それだけ重要な問題であります。当然であります。

ですので、治水の問題はまた２９日、後で時間のスタート等の時間は再度確認をさしていただきますが、

進めさしていただきたいと、こんなふうに思います。 

それでは、利水問題につきまして、これから入らさしていただきたいと、こんなふうに思います。ま

ず利水の問題のことにつきましては、利水のワーキングの浜座長がお見えでございます。今後の利水の

進め方等含めまして検討委員会のワーキンググループの方から、まず口火を切っていただきたいと、現

状等含めてお願いをしたいと思いますのでお願いいたします。はい、浜座長。 

 

浜委員 

ご指名いただきました。利水のワーキンググループの浜でございます。 

前々回でしたか、利水ワーキングの進行状況をこの部会においてご説明を申し上げてまいりました。

利水ワーキングにつきましては、大きいポイントとして２点。上水道の新規利水。それから河川水の有

効利用。この問題に対していろんな角度からご意見をいただき調査をしてまいっております。実は明日

利水のワーキンググループが午後からございます。今日は皆様方の利水に対するご意見を私の立場とし

ては精いっぱい聞き取らしていただくというスタンスでまいっております。基本的には岡谷市の利水１

万トンについての問題が大きな問題になってこようかと思いますが、ぜひとも部会員の皆様には岡谷市

の実情というものを深く理解をしていただきながら、この利水の問題点の糸口を、解決の糸口をつかん

でいきたいと。こんなふうにも思っておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 

宮澤部会長 

はい、ありがとうございました。残念でありますが、明日でまとめだと、こういうことでございます

ので、本日はこの前各委員さんから利水に関係するポイントをそれぞれ出していただきました。その論
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点は、皆様のところへお配りをしてあります。それでその他に、その論点のとこで挙げられたポイント

についての検討は今ワーキングの方でしていただいております。等々含めまして、その他にあの論点に

自らお出しになられた以外のところで再度ご意見がございましたらお願いしたいと思います。どうぞ。

はい、中村委員さん。 

 

中村委員 

すいません。この間もちょっと言ったんですけれども、この間、県の方にも確認とりまして、１４２

号線バイパスと、あと２０号線バイパスについての湧き水。今１４２号線バイパスが大体２００トン。

それプラス２０号線バイパスの方でまだ湧き水が出てるということで、その湧き水に対して保障という

形で利水権の保障という形で流すということと、あとトンネルの維持管理ということで出て、使うとい

うことで話しいただいたんですけども、その中でちょっとこれ林市長さんにちょっとできるかどうかわ

かんないんですけども、今の利水権の問題で実際利水権自身を使ってない家もあると思うんです。その

中で使うところは当然使ってもらうという形でいいと思うんですけども、使わないとこに関して例えば

一時的な保障とか、そういう形での利水権を市としての買い上げとかそういう形で使用というものはで

きないものかどうかということを、ちょっと検討していただきたいんですけども。 

 

宮澤部会長 

はい、今それは林委員さんということですけど、これは水利権の問題のことでございますね。そうい

うことでよろしゅうございますか。それではその問題につきましては、幹事会の方からご答弁お願いし

たいと思います。今水利権、買うことができないのか。それは県の方でも、それから岡谷市の方の幹事

の皆さんでも結構でございます。また、林委員さん、それに補足することがございましたら、後で補足

してください。お願いいたします。どうぞ。はい、岡谷市さん。 

 

岡谷市 太田水道部長 

今、中村委員さんの質問は使っていないせぎ、利水権がありゃしないかと。使ってないせぎがありは

しないかと。それを買い上げることはできないかと。こういう質問でよろしいですね。違います。 

 

中村委員 

それもそうなんですけども、今新しくトンネルつくったことによって出てきてる水があるわけですか

ら、それのついての水利権の問題。例えばかれた井戸もあるわけですし、それの試算の問題… 

 

岡谷市 太田水道部長 

それではですね… 

 

宮澤部会長 

よろしいございますか。お願いいたします。 

 

岡谷市 太田水道部長 

すいません。トンネル２０号バイパス、あるいは１４２トンネルから湧き出ている水。これにつきま
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してはどうでしょう、県の方の方が、県でお答えいただいた方が適切かと思います。それからせぎの水

利権を保障等々、そんな形で買い上げることはできないかと、こういうことでございますけども、せぎ

の水利権を買い上げると、または保障するというふうな扱いはかつてからしておらないというふうに聞

いております。 

 

宮澤部会長 

はい。県の方で水道課長いいですか。諏訪建設事務所長お願いいたします。どうぞ。 

 

北原諏訪建設事務所長 

それじゃあお答えいたします。今中村委員のご質問の方は１４２号の今の湖北トンネルでですね湧き

水がございまして、これにつきましては、今地元の皆さんと話し合いをさしていただく中で滝ノ沢とい

う沢、あるいは合倉沢というふうな沢がございまして、こことの因果関係があるかないかという中でで

すね、因果関係が確実にはということは決定はできないんだけれど、因果関係もあると思われるんでと

いうことで、それにつきましては工事を行った県および企業局という責任の中で、沢へ出てる水を戻さ

していただいてるということでございまして、これ水利権とかなんとかという問題じゃなくてですね、

現実に水がかれてるという因果関係のもとで戻しているというふうな状況です。あともう一人常願寺川

という一つの川があるんですが、こちらの方につきましてはですね、因果関係が確実には認められない

ものの、水量が過去の実績に到達しない分については、それでは一応それまでは賄うという形でこれは

やっておりますけど、水利権というふうな形の上での担保・保障ということじゃなくて、いわゆる水利

権というのは河川法でいう１級河川の方へ入ってきてからの権利の付与でございますけれど、これにつ

いては、水が枯れるという工事の因果関係ということでやっておるというような現状でございますので、

ちょっとそこまで権利までは、水利権まではいってない状況です。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい、林委員。 

 

林委員 

岡谷市が水を必要とする理由を４、５分ちょっと述べさしていただきまして、その中で水利権に関す

る見解も述べたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

宮澤部会長 

はい、私は結構でございます。 

 

林委員 

まず、岡谷市が水を必要とする理由の一番目といたしまして、水源の水質汚染がございます。これは

岡谷市の水道原水は２１カ所あるわけでございますが、表流水は１カ所だけで、あとは地下水と湧水に

依存をしております。地下水のあるいは湧水の割合が８３％ということでございます。岡谷市は戦前は

生糸の町として全国に名をはせた町でありますが、戦後生糸生産から精密工業へ産業の転換が図られて

まいりました。その精密工業隆盛の昭和４０年から５０年代にかけまして、市内の企業では精密製品を
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洗浄するためにトリクロロエチレンが大変便利であるということで大いに使用をされました。当時はト

リクロロエチレンの有害性について議論や広報は一切されませんでしたし、育成等もなかったために工

場では処理後の際土にまいたり川に流したりといったことが日常的に行われていたようでありますし、

除草剤の代わりに雑草の除去にまかれたというようなお話しも聞いております。そのトリクロロエチレ

ンが現在地下水に溶けだして水質汚染を招いていると考えております。昭和５８年に水源汚染によりま

して４つの水源の廃止をいたしてもおります。現在必要水量を確保するため高度処理して利用者に供給

しているわけでございますが、原水の水質検査では時には基準値をオーバーする結果となることもあり

まして、安心していられる状態ではありません。地下水の汚染源を調査、原因究明をすべきではないか

とのご指摘もあるわけでございますが、市街地全般にわたっておりまして困難なこの状況であります。

それから水源井戸の能力が低下をしてきております。約８割を地下水源に依存しておるわけでございま

すが、年数の経過等によりまして井戸の水位の低下が見られまして、計画予定水量の確保が困難となっ

てきております。岡谷市では表流水を取れるような河川は横河川だけでありまして、必然的に地下水に

頼らざるを得ないわけでありまして、汚染から考えても新たな井戸の掘削は困難であると思われます。

水需要につきましては住民意識が節水傾向にあること、景気の低迷、人口の減少等によりまして、給水

量はここ数年横ばいあるいは若干減少となっております。しかし景気が回復し企業活動が活発になれば

水需要は増加いたしますし、人口増あるいは下水道の普及、気象状況によっても需要が増えると考えて

おります。現在は限られた水でありますのでこまめな水のやりくりや漏水調査、修理による有収率のア

ップ等によりまして行きわたっております。しかし長期的観点から見た場合、これらの方策にも限界が

ありまして、大いに不安があることは事実であります。都市存亡にかかわる大変重要な問題であるとい

う認識をいたしております。そしてただいま話しに出ております水利権についてでございますが、ご承

知のように水には権利がありまして、昔から水に関しては争いが絶えないほど権利を得ることは難しい

ことであります。市域内での新規水利権の取得は困難でありますし、既に取得済みの砥川からの水利権

を行使し取水する考えであります。水は足りなくなった時に即どこからか手当てできるというたぐいの

ものではありませんので、将来にわたって安全な水を絶やすことなく供給することを考えまして、今岡

谷市民の命の水を確保しておかなければいけないと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

宮澤部会長 

はい、今、岡谷市長さんの方からございました。中村委員さんの質問にもそのようなことでございま

すが、他にご意見ありますか。はい、笠原委員さん。 

 

笠原委員 

今の市長さんの方からのお話しいろいろありましたけれども、汚染の問題とですねそれから水位低下

という問題。以前はですねもともと人口が６万２千いくらかに増えるということで１万トン必要だとい

うことが利水にかかわることになってたと思いますけれども、あんまり人口が増えないとか、あるいは

一人の使用量が少ないというようなことになりましたら、この汚染と水位の問題が出てきたわけで、汚

染っていうのは非常に前から本来はあったわけで、それあんまり公にされていなかったのが急に汚染の

問題ということで、今の取水が起こってきたではないかというふうに思います。それから汚染ですけれ

ども、町じゅうというような、市内広くというようなことですけれども、今、岡谷市でですね民間の井

戸を２２９本の中を毎年平成９年から５０本ずつ、次の年からはそん中で問題になったところを５本と、
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新規のやつを４５本というようなことで調査して、確かにトリクロロエチレンなんかが高く出てるとこ

ろがございます。そういうのをですね、町の中へプロット（plot：座標に従って点を決める、点を結ん

で曲線を書く）しますと、これ非常にですねそれが集中しておりまして、岡谷の…ちょっと岡谷市ご存

じないとわからないかもしらんけど、若宮とか西堀とか赤羽とか大栄町とかっていう、そういうところ

に集中しております。ほいで現にトリクロロエチレンなんかですね、廃止になった井戸は若宮、西堀と

いうところに集中してあった４つでございます。ですから汚染っていうのは広くというんではなくてあ

る箇所に集中してる。ということはそこにあった工場なり、なんとかに非常に問題があったということ

で、これは私たちが前からお願いしてるんですけれども、この汚染のことはですね、早く調査をして欲

しいということ。それから地下水の保全というようなことも以前からあるからもっと広く水文調査とい

うようなことをお願いしていたんですけど、ダムから取るということを前提でなかなかそういうことを

していただけなかったということが非常に残念でございます。それから確かに水位の低下しているとい

うのもありまして、僕たちも水源を見していただいた中で水位の低下がありますけども、一つは天竜川

沿いのですね夏明とか橋原とかっていうところが水位の低下によって廃止されているダムがございま

す。それはどうも天竜川沿いの特に右岸の方はですね、あんまりどうもいい地下水がなかったのではな

いかというような感じ。それから滝ノ沢っていうのはこれはあれは中央道でしたか、の工事のために出

なくなったというようなところもございます。それでそういう汚染なんかの代わりにですね新しい井戸

をつくったりしたんです。これが横河川沿いの今問題になってる宗平寺とか片間町とか河原口とかいう

のがありますけど、この辺も結構汚染されているんですね。民間井戸で。だから逆に汚染の強いような

ところへ新しい井戸をつくってしまったというような分もあったんで、私たちは本当にもっと広く中の

地下水調査をして井戸を見つけてくのがいいんではないかと、こんなふうに考えております。他に湊の

方にも栃久保水源っていうのあって、これは田んぼに使って日量３千トンぐらいのがありましても、以

前市ではそれを飲料水として使おうというような動きもあったようですけども、それを使ってる方たち

が反対してできなかったというような過程もございますけど、そこを３千トンぐらいいい水がどんどん

出ておりまして決してそんなに水がないということは僕たちはないと思っております。 

 

宮澤部会長 

今、笠原委員のお話しは、今の水、岡谷市の水で十分足りてるという、そういうご意見ですか。 

 

笠原委員 

そうです。それで１万トンのですね必要について非常に疑問を持っております。ですからもっとです

ね実際に本当はどのぐらいいるのかということをきちっと詰めて考え…今のままでいいとも思ってお

りません。だから１万トンちゅうのは以前人口がうんと増えて一人のあれが使うのもうんと増えるんだ

と、いうことで４万トン以上いるということんなって、それだったら１万トン取らないと間に合わない

という話でできたことだと思います。ダムの時に。ああいうのはもう水利権ですからその時に話し乗ら

ないともう水利権後でもらえませんよというようなことを言われてそこで乗ってた話しで、今度は逆に

１万トンももらうという話しができていて、それに１万トンいるというのにどうやってあわせようかと

しているみたいに、僕たちには見えるんですけれども。それで残念なことに、浜委員さんの方からです

か、明日ですかワーキンググループの方で結果が出るということで、以前お願いした、今後の水需要と

かですね、それから僕がお願いした家庭用と工業用水をちょっと分けて出して欲しいというようなこと
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について、まだ回答をいただいておりませんので、それはなるべく早くいただきたいと。それがないと

一体どのぐらい本当に必要なんだということがよくわからないという部分がございます。それから１万

トンというのはこれ大ざっぱに言いまして飲み水、飲み水というふうに言われてますけど、飲み水がな

きゃ大変だというふうに考えている方もいますけど、この１万トンの内訳大ざっぱに言いますと、飲み

水としては３５００トンぐらい。それから工業用水として３５００トン。それから業務営業用で２千ト

ンぐらい。これ足せば６千トンですけれども、それの合計が１万トンということんなっておりますので、

あまり飲み水、飲み水っていうとちょっと本当に飲み水はこれなきゃ非常に大変ですけれども、実際は

飲み水は３５００トンぐらいで僕たちも３千トンぐらいあればいいんではないかというふうにちょっ

と考えております。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。今のご意見は幹事会の岡谷市の方でご答弁するところございますか。それとも次にお預かりし

ていただいて、次の時までにご準備いただくということでよろしゅうございますか。はい、どうぞ。岡

谷市の方で。 

 

岡谷市 太田水道部長 

まず地下水の汚染の件でございます。委員さんの方から若宮方面へ集まっているんではないかと。事

実過去においてここにも先ほど林市長の方から申し上げたとおり４水源廃止してございます。それは若

宮・南宮付近へ集まっております。しかしそこで多分ご存じだ思いますけれども、岡谷市の地下水源の

汚染の状況を見ますと、今廃止したのは若宮方面でございましたけれども、現在の状況を申し上げます

と、委員さんの方から２００何本ですか、それを調査っていうことでございますが、はっきりと結果が

出ているのは１８４本。１８４本の井戸を掌握し調査いたしました。その結果１２３本。１８４本のう

ちから、の中で、１２３本からトリクロロエチレンが検出され、さらにそのうち２１本が基準値をオー

バーしているという。そういう結果が出ております。その後、市の方ではさらに１５本ほど掌握し調査

をしてございますけれども、これにつきましてはまだ庁内対応しっかりとできておりませんので、後ほ

どまた発表するようになろうと思いますが、そういう状況でございますので、若宮・南宮付近というふ

うには固定はできないというふうに考えております。市街地全域であるというふうにご理解を賜りたい

とこんなふうに思います。それからその中で他のところを調査し、水文調査し、求めることはできなか

ったかというふうなことが質問って言いますか意見の中でありました。他のところでという部分におき

ましては、山手方面であるというふうに思いますけれど、その山手方面につきましても４０年代の後半、

それから５０年代の始めに調査をして、既に水源を求めてある塩嶺水源であるとか内山水源であるとか、

そうした、あるいは樋沢の水源であるとか、企業がなくて汚染されてないというふうな部分っていうの

も求めてありますし、常現寺水源ですね、常現寺水源。それから横川の横川区の区内にも求めた経過が

ございます。残念ながら横川区内では水が出なかったという経過を持っております。それから他にはど

うかということんなりますけれども、先生、よろしいですか。 

 

宮澤部会長 

結構です、どうぞ、どうぞ。 
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岡谷市 太田水道部長 

他の水源を湊方面、求められないかということで栃久保の話が出ました。栃久保の湧水につきまして

は先生もおっしゃられたとおりの経過がございます。水利権の問題で水利権の件で非常に困難であると

いう先生もおっしゃられたとおりでございます。それから湊方面でございますけれども、ある民間の施

設ができております。その民間の施設でもって敷地内へ２カ所ほどボーリングをしたようでございます。

水は出なかったと。それ以上掘削するとその上にある既に他の民間で使っている水源を影響があるだろ

うということで、それ以上は掘れないと、こういうふうなことになっております。それからですねつい

でに申し上げます。それでは川岸方面はどうかと。こういう話しになりますけども、川岸方面につきま

しては既に夏明水源が枯渇してしまったという経過がございます。併せて橋原の水源が枯渇してしまっ

たと。閉鎖してしまったという経過がございます。それからある、かつて民間の企業では以上に、今現

在以上に、当時ですね水が欲しいということでやっぱり敷地内へ掘削いたしました。水は出なかったと

いうことで、その企業はその場所から立ち去っておるという経過もございます。それから橋原のシベラ

という地積。橋原区内の一番下の方になりますけれども、その付近で掘削してみました。ボーリングい

たしました。水は水量は少なくて鉄分・マンガンが強すぎて使えないというそういう結果。それから西

山…例の問題になりました、西山には良好な帯水層はないよという調査結果が出ておりますし、駒沢の

山の中沢入地積でも期待はできないよという。それから現在ご存じだと思いますけれども、駒沢の山に

あるゴルフ場においてもボーリングいたしました。水は出なかったというふうなそんな状況の中で、果

たして岡谷市内で相当量の新たに水源が求められるかどうか、大変疑問であるというふうに申し上げて

起きたいと思います。それからですね、先ほどの地下水の汚染のところで一つの例といたしまして、対

策をしている一つの例といたしまして、よく話しをされます。千葉県の君津市というところがございま

す。ここの君津市におきましても地下水が汚染されたという経過の中で、そこはですね汚染源が特定さ

れ、本当にその市の中の一部であるということの中である程度の対策は可能である。君津市とそれから

岡谷の状況を見ていただきました。岡谷市は君津市と違って大変特殊な事情であるという担当者の弁も

ございますので、参考までにして、参考にしていただければと、こんなふうに思っております。とりあ

えず以上でございますが。すいません。長くなって。 

 

宮澤部会長 

はい。それじゃあ笠原委員さん、要するに笠原委員さんの一部に偏ってるというご判断だけれど、そ

うじゃなくて全域にあるんだと。それから市としてもそれだけの努力を傾けてきたんだということで、

部長さんから、岡谷市の方から熱心なお話しがございました。その中に出ておりました。これから要す

るに水の需要計画ですね。失礼、需要計画ですか。下水やなんかも増えてまいりますけど、そこら辺の

ところのところと併せたものの図というものは次の時までに出るというふうに理解してよろしゅうご

ざいますか。はい、浜座長。 

 

浜委員 

目下のところ水利用計画の問題については、コンサルに委託をしております。その回答が明日のおそ

らく利水のワーキングには出てくると思いますので次回の部会に、途中に検討委員会がございますので、

そこで発表をしてですね次回の部会には出せるかというふうに思いますんで、ちょっとまだその辺ワー

キングの方でも、もんでみないとわからないような状況でございますので、ご理解願いたいと思います。 
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宮澤部会長 

はい。今そのような状態ですが、笠原委員さん、よろしゅうございますか。今の経過の中はご理解い

ただけますか。はい。ご理解できていただければ論争はまた後として、他の人の意見にいきたいと思い

ますが、今ご質問に対して今答えていただきましたんで。 

 

笠原委員 

まあいろいろありますけど、一応じゃあこれはここで、他に譲りますので。 

 

宮澤部会長 

はい。じゃあ武井委員さん。 

 

武井美幸委員 

ただいま岡谷の水を必要とする理由を詳（つまび）らかにご説明が大勢の方々あったわけでございま

すが、この岡谷市は当初３万５千トンというのが計画配水量でございました。しかしながら４水源とい

う大きな水源地が８４００トンのところが５６５０トンとなってしまって、そこの差が２７５０トンが

減ってしまったわけです。そこで今の現在の計画配水量は３万２千トンということんなるんですよ。そ

うすると１２年の１２月３１日に年間の最大配水量は３万とびとびの７トンであったわけですね。そう

すると大体２千トンの余裕があるということに言われてるわけですよ。その２千トンというものは果た

して余裕があって楽な状態かというと、私はそうではないと思います。２千トンというものは本当に、

岡谷市は大体１７水源でもってうまく配水をしているわけですけれども、それをちょっと案分すると１

１５、６トンになりますかね。一つの水源が。それはいくらのもんでもないですよ。そうなってきます

とね、これは当然このくらいのものは常日ごろ持ってないとえらいことんなると、こういうことを思っ

てます。そこでどうしても余裕ある水源で安心できるっつうのはやはり２千トンではとてもどうも胸に

落ちないというのが今の状態ではなかろうかと、こんなように思っております。それというのは去年で

すね、去年渇水時に、渇水というか去年県の企業局でやってる水道の松塩、松本と塩尻のとこあたりで

もって約２万世帯っつが断水んなったことがありますよ。それが２日か３日だったか、あれがもし１５

日も続いたら大問題だと、こういうように思っておりました。テレビで見ていると給水車も出る。トイ

レの水に会社を休んでバケツを持って歩いてるというような状態の時がありました。それに上田でも異

臭騒ぎがあって、これもクレゾールが混入されたという、またつい最近はすぐ向こうの隣の茅野でも劇

薬が紛失して、水道課では大変忙しい思いをしたというようなこともありまして、これは人的な災害も

これからはいつ起きるかわからないし、また去年１カ月、７月の末から８月にかけて３０度を超すよう

な猛暑が続いて、私どもの氏神様でも３００年経つようなケヤキが上の方が茶色になってまいりまして、

もう枯れるかって思った時がございます。しかしそれが２日３日経ったとこでちょうど暴風雨という天

気予報で、暴風雨早く来てくれと、それを願ったような状態だったらちょうどいいあんばいな雨でもっ

て生きぬいたと、いうようなこともございまして、いずれにしましても、こういったことがあると２千

トンくらいの水がとてもそれじゃあ足らないと。もし一つのところでもって猛暑の時に、猛暑で渇水の

時に火災でもあったらこれはとても２千トンの水ではそれは足りるもんじゃあないと。こんなように思

っております。以上です。 
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宮澤部会長 

今の武井委員さんのご意見は水が必要だとということで何とか水を確保して欲しいと、こういうご意

見でよろしいございますか。その他に延長的なことということはないわけですね。いいですね。要する

に重要だということはわかりましたですけど、それはそれだけでよろしゅうございますか。 

 

武井美幸委員 

すいません。はい、はい。それでね水はこの東俣水系からいただくことを切にお願いしたいと思いま

す。 

 

宮澤部会長 

それで東俣の方から、ということですね。はい、佐原委員さん。 

 

佐原委員 

今の武井委員さんの意見、松塩水道のことですけれども、松本と塩尻。両市とも昔から地下水が豊富

にありましたけれども、奈良井ダムに乗って塩尻市は半分をダムから水をもらうっていうことに変えた

わけです。松本も地下水源をかなり廃止してダムを選んだわけですね。そこに水不足で断水したんでは

なくて、家庭から灯油が川に流れ出してそれがダム湖に入って断水せざるを得なかったと。今までの地

下水源を廃止しないで持っていたらあんな状態にはならなかったと思う点が一つ。それからちょっと将

来人口とか需要とかいう問題があるんで、ＯＨＰを使いながら話したいんですがよろしいでしょうか。 

 

宮澤部会長 

結構だと思いますが。よろしゅうございますか。はい、じゃあお願いいたします。どうぞ。準備をお

願いいたします。 

 

佐原委員 

将来１００年くらいを見越した水道計画を立てる必要があると思うんですけれども、とりあえず今ま

での岡谷市の人口と給水状況のグラフです。９１年までが実績で６万ちょっとあった人口が５万９千人

くらいに下がってます。そしてダム計画、いわゆる湖北行政事務組合の給水認可申請書によれば、２０

１１年には６万２８００人に増えるから水が必要だという計画で、将来的には人口が増えていくという

計画であったわけですが、実績は見ておわかりのように右肩に下がっております。９９年現在５万６千

人です。それに応じて人口が減ると給水量も減っていくわけで、下のグラフですけど１日最大配水量、

これが計画では２０１１年に４万トンということですが、実積では９９年３万トンです。これは１日最

大配水量といって岡谷市では１２月３１日に最大の配水量の日が出てます。ちなみにさっき武井委員さ

んおっしゃったように配水能力というのは３万２２５０トンとなっております。１日平均の配水量は今

２万４千トンになってるわけです。将来人口はどうなるかっていうことを検討しなければいけないと思

いますので、次のグラフを見ていただきます。これは将来人口の推移。これは上のグラフが諏訪圏６市

町村総計の人口予測。下が各市町村のです。これはどこで作ったかと言いますと、諏訪圏経営者連絡協

議会のものでナンバー１１の会報に出てます。平成１２年８月１日発行のものです。真ん中に線があり
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ます。その左が今までの現状を書いたもので、右が予測値となっております。諏訪圏全域では今２１万

くらいなのが２０１８年には１９万５千くらいになるという予測です。岡谷市は１９９８年現在が５万

６千くらいが２０１８年、平成３０年ですね、それが４万４６９２人。今現在より１万２千人の減、２

２％の減となっております。ちなみに茅野市はああいうふうに右肩に上がっていくと。諏訪市は少しず

つ下がると。下諏訪町も岡谷市と同じように下がる。富士見町は少し上がる。原村も少し上がると。こ

ういう予測値です。この予測の方法はコーホート法で、人口を男女別に分けまして５歳ごとの団塊に分

けて、それが将来どうなるか、死亡率。それから出産年齢女性の人口から５年ごとの誕生する人数など

を考えて５年刻みで予測したものです。県がした予測もありますので、次に見ていただきます。これは

長野県が長野県市町村合併推進要項という中で財団法人日本統計協会の「市町村の将来人口」っていう

数字を引用したものです。これは１９９０年から９５年までの５年間の実績をもとに将来予測をしてお

ります。さっきと大体同じ予測なんですけれども、岡谷市は下がっていて２０２５年、さっきと７年、

年数が違ってくるんですが４万３４人となってます。それからもう一つ同じく諏訪圏経営者連絡協議会

が２０００年までの実数をもって、それ以前の１０年間の変化率でもって予測したものです。そうしま

すと岡谷市は２０２５年に４万７０８人となってまして、先ほどの県の数字より７００人くらい多くな

ってます。ということは下がる率が少し緩やかになるという予測です。この予測っていうのは決して架

空のものでなくて、今までの実績とか社会状況とかが加味されて出てきた科学的な予測だと思うんです

ね。例えばこれが正しいとしますと、今５万６千人が４万人になるんですから１万６千人の減となりま

す。１日最大一人配水量が約０．５トンです。ですから０．５掛ける１万６千（０．５×１６０００）

で８千トン、１日に浮いてくるという計算になります。それでダムから水を買う場合ですね。それを私

たちが水道料金という中で料金を払ってかなきゃいけないわけですけれども、今、約１２０円の原価に

なってます。私のお配りした資料の中に書いてあるんですけど、ダム水が１トン当たり１７７円ですね。

ですからダム水の方が４８％高いわけです。さらに人口が減ればその比率は上がっていくし、それから

ダムができて最初の３年間は２５％アップすると。その後３年ごとに水道料金は見直しするけれども上

がってくのは確実であると、水道部長さんはおっしゃいました。けれども本当に２４０億でダムができ

るんだろうか。これはお隣の山梨県のひと月ほど前２００１年１２月２３日の山梨日日新聞です。ダム

事業費が当初概算オーバーしたのが県の７カ所のダムで８００億円であったと、そういう数字です。県

の積算が甘すぎるんではないかという話しなんですけれども平均で４割以上アップしてるということ

です。この真ん中のグラフをちょっと拡大します。青い方が当初事業費、予測です。赤い方が最終、で

きたダムは最終事業費だし、まだ建設中のは現在の事業費ということです。広瀬ダムが最初３８億の予

想だったのが最終５９億。荒川ダムが１８５億のが３５６億。大門ダム１３５が１７２億。塩川ダムが

３３９億が４９０億。ここからは…深城ダム以後はまだ建設中みたいなんですが、１６０億が３９９億。

琴川ダムが１８０億が３４０。笹子ダムが８５億の予想だったのが１００億掛かりそうだということで、

県知事はこの笹子ダムを中止すると発表したわけです。２００１年の１２月２２日の山梨日日新聞です。

笹子ダムの利水の必要量が３分の１に減少した。それからダム事業費がアップして河川改修の方が結局

８５億で安くすむことんなったからダムじゃなくて河川改修でいくと。そういうことで一応これは知事

の見解で今後評価委員会にかけて決定するということのようです。だから下諏訪ダム２４０億って今言

われてますけれども、山梨県、お隣では４割高。平均で４割高くなってるわけですね。長野県で今まで

つくったダムが当初予算がどれだけ、最終決算がどれだけっていうのをぜひ数字で出していただきたい

と思います。 
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それから次に水源の問題です。岡谷市のこれ水源図です。２１ありまして、こちらから湊ですけど方

久保・小坂・小田井・花岡とあります。それからここ川岸、それから横川の山手の方から言いますと、

常現寺・一ノ瀬・出早第２・出早第１・小井川第１・小井川第２、それから東堀、それから横河川沿い

で片間町・宗平寺・河原口・御用地とあります。それから塩嶺の山の方に塩嶺水源・樋沢水源・内山水

源。そのように今２１の水源があるわけです。厚生省へ届けたのは３万５千トン日量ですけども、現実

には３万２千トンになってると。４つくらい水量が減ってる水源があるということです。これに先ほど

もありましたけれども、汚染の地図をプロットしました。ピンクの方がトリクロロエチレン。それから

緑がテトラクロロエチレンです。これは水道水源以外に、民間の井戸で飲料水に使ってない池とか掃除

用水とかに使ってる雑用水の井戸も含めてます。これは基準値を超えたものです。先ほど汚染は岡谷市

全域に広がって調査のしようがないというような話がありましたけれども、見れば中心の市街地にまと

まってる、ということが言えると思うんです。一個その上の方に今井っていうのがありますけれども、

これは５年間の調査で超えたのは一回だけです。住所も今井としか出てないんで実際にこの地点なのか、

もっと広い…今井はもっと広いですので違う地点かもしれません。それで結局出てるのは中心市街地で

あると。それから水道用水でトリクロロエチレンが出てるのは川岸と御用地と河原口・宗平寺・片間町・

東堀ということになります。その対策として市がしてくれたことは高度浄化装置っていうことで、空気

中に揮散する方法なんです。その結果を示します。岡谷市の水道水に含まれるトリクロロエチレン。こ

れは０．０３ミリグラム・パー・リットル（ｍｇ／リットル）が基準値です。ですからこの赤いとこよ

りも下なわけですね。１９８９年、平成元年から規制が始まりまして、ここには６水源ありますけれど

も、一番高かったのは宗平寺、ちょっと基準値に近かったわけですね。御用地っていうのは朱色ので割

に低いですから、ここには高度浄化施設をつけないであとの５カ所につけました。８千万で掛ける５カ

所で４億円掛かったわけです。それをつけたのがここの高度浄化装置設置とあります。この年です。そ

のために９８年から基準値の約１０分の１まで浄化してきれいになった水、きれいって言っていいかど

うか、１０分の１までクリアした水を配水できてるわけです。こういう高度浄化施設っていうのは日本

じゅうよくやられてることで、浄水が基準値を超えるっていうのなら問題ですけれども、基準値以下で

あればその水源を守っていく必要があるんじゃないかと思うんです。もし将来もっと汚染が出たら手が

打てないのかって言いますと、同じ浄化装置に２度３度とその水を通せば浄化できるわけです。それは

工場排水処理で普通にやられてることで、１度で汚染が取れなかったら２度３度繰り返すっていうこと

は常とう手段なわけです。それから今のは浄化装置を通して家庭に配られる水です。こっちの方はまだ

この辺りは浄化装置がついてませんでしたので、基準値よりは原水でも下回ってるけれども、そんなに

トリクロロは取れてなかったわけです。これが原水で、市からもらった数字をコンピューターに入れた

んですけど、最初が昭和５８年で一番右が平成１２年１１月です。０．０３が基準です。宗平寺水源で

８年ころちょっと高くて、平成１１年になると基準の約２倍に上がってるんですね、その下が片間町で

平成１１年の同じ時期に基準の２倍まではいきませんけれども上がってます。この二つの水源は川を挟

んで近いとこにあるんです。それから民間井戸でも高い数値がこの時期に出ました。ですから汚染源が

わからないとか一様だから調査できないとか言うんじゃなくて、こういう数値が出たらすぐにそれは調

査すべきだと思うんです。それで平成１１年に原水は基準値を２倍超えたんですけれども、この浄化装

置をつけてありましたのでこの１９９９年同じ年ですね、基準値を２倍超えても浄水は基準値の１０分

の１ですんでるということで、非常に浄化装置は有効に働いているということです。もう一枚、二つの

水源の原水の数値があるんですが、上が川岸第２。これは一番上の黒い線が０．０３、基準値ですので
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超えてません。それから下の東堀水源も超えてない。だけど浄化装置つけて１０分の１までにした水を

配ってるということです。実は笠原先生が市長と水道部からいただいた手紙に宗平寺水源と片間町水源

を閉鎖すると出てたんです。今現在３５００トン給水できてるわけですね。１億６千万円の浄化装置設

置費用掛けているのにそれを閉鎖すれば、例えば井戸一本掘るのにワーキングの試算ですと１億だそう

ですので、２億プラス１億６千で３億６千万捨てることになるんじゃないかと、私思います。トリクロ

ロエチレンは浄化装置で浄化すれば十分きれいになるのになぜそんなことをする必要があるのか。それ

から私たちはまだ１億６千万の借金を水道料金として払い続けていかなきゃいけないのに、もう早々と

閉鎖してダムに乗れば二重に私たちは水道料金を払うことになるんじゃないか。それから厚生省の方も

そういう二重投資っていうようなものを認めるのか、非常に疑問に思います。以上とりあえず、ありが

とうございました。 

 

宮澤部会長 

はい、大変時間とそれから努力が、お作りになられてご苦労さまでございました。今のお話しがござ

いましたことについて岡谷市の方で何かあったり、県の方であったら、市長さん、どうぞ。林委員。は

い。 

 

林委員 

まず、岡谷市の人口でございますが、いろんな統計をお示しいただいて、平成２５年に４万人になる

というような大変危機的な数字をお示しくださったわけでございますが、岡谷市は今２００８年までの

…失礼しました。２００８年までの将来都市図を６万人の人口にしてこうということで様々な対応をし

ております。人口減に歯止めを掛けて人口増に転じてこうということで努力をしておるわけでございま

して、とてもこの平成２５年ですか、の４万人ということは考えられないと。そんなに減ったら岡谷市

の行政レベルを維持してく。あるいは社会資本を維持してく人口ではもうなくなってしまう。大変危機

的な状況になってしまうと思われます。そうなってはいけないということで懸命に対応をいたしており

まして、その人口増を図る上でもですね安心して飲める水、「いい水の町、岡谷」ということで、この

東俣川の水をいただきたいということでこの事業を進めておるところでございます。それから昨年でし

たか松塩地区の飲料水の灯油による汚染がございました。これもダムに民間の灯油タンクからもれた灯

油が流れ込んで飲めなくなったということで、いわば表流水を素早く処理して短時間、短時間と言いま

すか、数日のうちに飲めるようになったと。これがもし地下にこの灯油が入ってしまった場合は大変こ

とになって、そう簡単にはいかないと思われます。先週末でしたかクローズアップ現代で、地下に石油

類がもれる事例が全国で多発してるというような大変危機的な報道もなされております。表流水だから

こそ迅速な処理ができたというふうに思っております。 

 

宮澤部会長 

今、林委員の方からございました。佐原委員さんがお示しになられた図というのはどういうふうに受

け取るか、浜座長の方でそこら辺のところを含めて今作っておいでになられるんですね。ということに

なると、何か佐原委員さん一人でやった方が早くできてしまったような感じしているわけなんですけれ

ど。ちょっとどうでしょうか座長さん、お願いいたします。 
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浜委員 

はい、貴重なご意見をいただきましたし、データを示していただいて本当にありがとうございました。

ワーキングとしても参考にさしていただきたいと思いますので、後ほどそのデータもしいただけたら有

り難いなと。ああそうですか。これね。わかりました。ありがとうございました。それでですね、あく

までもワーキングとしましてはワーキングの立場としてのいわゆる将来予測というものをコンサルに

委託をしてございますので、その出てきた数字に対してまた皆さんでご議論をしていただくということ

になろうかと思いますので、それも含めてよろしくお願い申し上げます。それからもう一つ、座長とし

てお願いを申し上げておきたいんですが、今佐原さんのご意見と、それから岡谷市の意見の食い違う点

が２点あります。一つは新規水源を岡谷市は相当求めてきたということに対しまして、佐原さんのお立

場ではまだ不足しているということが１点ありました。それからもう一つは汚染源の問題ですが、岡谷

市とすれば総体的な１７０数本の民間の井戸も含めて岡谷市の土壌についてはトリクロロエチレンに

おかされているんだという、そういったご発言。しかし佐原さんのご意見をお伺いすると、それは集中

したところしかないんだということでですね、意見が分かれてるもんですから、これは大事なとこでご

ざいますし、また明日のワーキングにもそのような皆さんのご意見を申し上げて、ある程度のワーキン

グのひとつの見方と言いますか、そういうものがもし出していただけますれば明日の議論も非常に早い

わけでございますのでお願いいたしたいと思います。 

 

宮澤部会長 

岡谷市の方から、幹事会の方からお願いいたします。 

 

岡谷市 太田水道部長 

すいません。先ほど佐原さんの意見て言いますか、中で、またこの論文の中でですね、この下から２

行目ですか、その後３年ごとに値上がりするのは確実であると、水道部長が言ったと、こういうふうな

ことでここに書いてありますけれども、私はですね３年ごとに値上がりするのは確実であるというふう

には決して答えていないはずでございます。というのは、３年ごとに岡谷市は、３年ごとに料金を見直

し検討はしてるんだよということは申し上げました。それはそういうパターンできてますから、そのと

おりでございます。過去に見直しで上げた、値上げをしたと、その値上げをせずにですね据え置いたと

いう、そんな経過もございます。従いましてですね値上がりするのは確実であるというその部分はひと

つご訂正いただかないと行政として誤解を招いてしまうのかなというふうに思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

宮澤部会長 

それと、岡谷市さん、先ほどから議論がちょっとかみ合わないんですが、岡谷市は最初からこのダム

って言いますか、東俣川から水をいただくという計画の経過についてちょっとお話しをしていただけま

せんでしょうか。と言いますのは、そこのところが先ほどから出ているところで、ちょっと重要な論点

のような気がいたします。林委員さんからでも結構でございますけれど、どういう経過で東俣から、そ

れで他の今の井戸を閉鎖とかそういうようないろいろな問題も含めて平行してきているところがどう

もかみ合わないような感じがいたしますので、そこら辺ところからいつどういうふうなお話しがあって、

そちらの方の話が出てきているわけですか。少なくても昨年の２月までは生きてたわけでございますか
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ら、そこら辺のところのことについてちょっと経過等をご説明いただければ有り難いと思いますが。岡

谷市幹事会の方でも結構でございますし…、岡谷幹事会の方からから出していただいて、その後林委員

さんの方から補足していただいても結構でございますが、ちょっとそこんとこだけ皆さんにはっきりし

ていただいた方がいいと思いますんでお願いしたいと思いますが。はい、岡谷市で。 

 

幹事 岡谷市 

それでは部会長さんの方から、今、ダムから下諏訪ダム、東俣からの取水という、その経過と言いま

すかということでございます。 

古い歴史でありますけれども、岡谷市明治の終わりころ大正時代にですね当時のもう今は亡き故老でご

ざい、故老と言いますか故人でございますけれども、将来岡谷市は、当時岡谷市て言いましたか平野村

って言いましたか、蝶ヶ沢の水が欲しいなと。蝶ヶ沢の水を引っ張ってこなきゃいけねえなと、いう当

時識者が申していたそうでございます。そんな話しを現在下におります識者からも断章からも聞いてお

ります。そんな話しがある中でですね、時は流れまして昭和４０年代に入ります。昭和４２、３年です

か、下諏訪町では下諏訪町の町として水道事業を充実させるということで東俣川から１万トン取りたい

んだと。それで下諏訪町の水道を整備したいんだと、いう計画でございます。その時に砥川に砥川に岡

谷市も水利権がある。せぎの関係でですね、水利権者がいるということで、下諏訪町から岡谷市に話し

がありました。下諏訪町は１万トン取るけれども岡谷市もひとつ了解して欲しいと。協力して欲しいと。

こういうことでございます。で、岡谷市は水利権者の同意を求めて下諏訪町の１万トン取水に同意いた

しました。そこで、ならば岡谷市の質・量共に将来を見据えて岡谷市も１万トン取るが下諏訪町どうか

と、いうことになりました。昭和４４、５年の話しでございます。下諏訪町では岡谷市のその話しを受

けまして、下諏訪町の町内の水利権者、いわゆるせぎの関係者の同意を求めていただきました。岡谷市

と下諏訪町の間で覚書というのができております。覚書。将来、岡谷市が１万トン砥川から取水する時

は下諏訪町は協力しますよと、了解しますよと、こういう覚書。この覚書は下諏訪町会におきましても

ですね相当論議を重ね、また岡谷市でも議会等で論議をする中で覚書ができてるとうことは、これは重

要であり、また重大、重要な事項であると。今でもその下諏訪町との砥川１万トン岡谷が取水の覚書は

重要な事実であるというふうに思っておりますし、将来、現在、将来にわたってその覚書は大切にして

いかなければならない事項であるというふうに思っています。そんなことの中で５０年代に入りまして

県においてダムの計画が挙がってきたと。当初は県では治水のダム。しかしそうしたことがある中でど

うせなら多目的ダムでいこうということで、岡谷市にも下諏訪町にも話しがありました。当然、今私申

し上げましたとおり、前段から昔からそういう蝶ヶ沢の水が欲しいということの中で時代が流れてきて、

覚書にまでなっているということの中で、当然これはダムへ乗らなければその覚書せっかく結んだ覚書

も水泡と化してしまうと。流れてしまうと。この機会に取らなければならないと。この機会に１万トン

取水の権利を実現させなければならないと。こういうことでございます。主立った経過はそのことでご

ざいますが、その間にはですね県とのいろいろなやりとりがあるのはもちろんでございますけれども、

主立った歴史と言いますか経過はそんなところでございますけどもよろしいでしょうか。 

 

宮澤部会長 

ちょっとまだわかんないんですけど、それペーパーかなんかにして経過出していただけませんか。そ

れでいつからどういうふうにしてどのくらい取るってことは具体的に今、昔のことはわかりましたけど、
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近年のことがちょっとわからないんですけど。要するに５０何年のところに３つのところからでもって

こっから取ることになったとか、そういうことはちょっとよくわからないんですけれど。ええ、昔のこ

とはどうでもいいです。 

 

岡谷市 太田水道部長 

それではですね、今のことを資料として部会長さんの方へお渡ししたいと思います。資料として提出

したいと思います。その経過は。それで１万トン、今度は近年になって１万トンですね、１万トン、な

ぜ１万トンかと。こういうことでございますけれども、１万トンのことにつきましては今のその覚書が

基になっております。そして将来の人口を予測いたしてございます。先ほど６万２千人、当時６万２千

人というふうな委員さんの方から話しがございました。岡谷市にはかつて西山新都市開発公社がござい

ました。そこで６万２８００人という、そんな数字を出してるとこであります。平成３年にこのダムへ

乗っかりまして水利願、水利許可を得る時にはですね、得る時にはその６万２８００人という構想は生

きておりました。そのことを加味して４万トンと。４万トンにするんだという計画を立てて、水利願を

取ったものでございます。その水利願そのものは別に、今現状人口が減ってるからといって減らす、そ

いう申請をし直す必要はございませんので、そのまま引っ張ってきたとこういうことでございます。 

 

宮澤部会長 

はい。林委員さん、補足ありますか。いいですか。はい。 

 

林委員 

詳しくは文章にして、時間的な経過もわかりやすく差しあげますので、よろしくお願いいたします。 

 

宮澤部会長 

お願いいたします。特に近年の、今の話しだと平成３年にどういうふうに決まって、その後どういう

ふうに動いてきたかっていうことのことも含めて、ちょっとお願いしたいと思います。次の時までで結

構でございますから、お願いします。他にいかがでございます。いいですか。それじゃあ宮坂さん。 

 

宮坂委員 

今の利水経過に併せてですけど、下諏訪との関連よろしいですか。 

 

宮澤部会長 

いや、利水で下諏訪の方の意見もありますから。 

 

宮坂委員 

今、経過説明をしていただいたんですが、そこに下諏訪の利水、千トン。それと取り下げとかいろい

ろあるわけですよ。その経過も併せて入れていただかないと整合性が取れませんので、それも下諏訪の

幹事会の方でやっていただきたい。ちょっと説明してもよろしければ僕… 

 

宮澤部会長 
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いや、今のちょっと待ってください。下諏訪の幹事会の方でわかりますか。はい、どうぞ。 

 

下諏訪町 久保田都市整備課長 

今の宮坂委員さんから言われたことにつきまして、岡谷市さんと下諏訪、５千トン、千トンの経過ご

ざいますので、一緒にその経過書の中に載せてきたいと思います。以上です。 

 

宮澤部会長 

はい。いいですか、そのことは。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

進行についてですけれども、岡谷の水は１万トンの取水経過なんですよね。今宮坂委員からはアピー

ルのあったのは下諏訪は日量１千トンなんです。今、論議の経過の中ではもう少し岡谷の１万トンのこ

とについての発言を先行さしていただきたいし、今宮坂委員の言ったことに関しては私の方からフォロ

ーしたいと思いますので、その辺をご考慮ください。 

 

宮澤部会長 

今、武井委員さんからそういうことございましたが、岡谷の方集中的にということでございますが、

よろしゅうございますか。はい、じゃあ清水委員さん。 

 

清水委員 

それじゃあ、下諏訪も関係あるわけなんですが、特に今取水をするという量では圧倒的に岡谷市の方

が多いわけですので、私は下諏訪町ですけれども岡谷の問題についても１、２質問をさせていただきた

いと思うんです。先ほど来、市の側からは岡谷市が水を必要とする理由というのを述べていただきまし

たし、またこちらのお二方からは水はいらないんだと。十分足りてるんだという主張があったわけです

ね。私はそこんところで２、３お聞きしたいんですが、例えば圧倒的に地下水に上水が頼っているとい

う状況の中でその水位の低下というのはねどういうような進行状況んなってきて、将来予測としてどれ

ほどの危機感があるのかということが一つでございます。それからもう一つは汚染がかなり進んでいる

ということで、４つ、５つですか、井戸についてバッキ装置で対応してるということなんですね。それ

をまだお聞きしますと、空中、トリクロロエチレンを空中四散をさせているということなんですが、そ

れが空中四散をされたものがどういうふうにいくの…、なくなってしまうのか、あるいはまた空中から

地上へ落ちてきて地下浸透してくのか、その辺ところの事情なんかもですねどういうふうなのかお聞き

をしたいと思うんです。それからお二方の意見の中で、笠原委員さんは水は全く必要ないということで

はなくてある程度は必要なんだというご意見を言われたと思うんですけれども、もしそうだとすれば、

水源確保というのをその他の方法としてどんなことをお考えになっているのか。その３点についてお聞

きをしたいと思います。 

 

宮澤部会長 

まず、水位の低下。これはこの次に答えていただくことのだろう私は問題だと思って、すべてそうだ

と思っておりますけれど、水位の低下について、浜座長さんの方で再度ご検討をお願いして部会の方に
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お願いいたします。それからトリクロロエチレン、空中のどこへいってしまうのかと。これも岡谷市さ

んと今の二つの問題、ちょっとワーキングと併せてどうかとりまとめを部会の方にお願いしたいと思い

ます。それから今言った３点目の問題は笠原委員さんのところへご質問でございますが、よろしいござ

います、笠原委員さん。はい、じゃあお願いいたします。どうぞ。 

 

笠原委員 

先ほど言いましたように僕も今のままではちょっと厳しいなあというような感じはいたしておりま

す。ですから、先ほどもちょっと言いましたけど、飲み水、市の方の計画でも３５００トン。それから

工業が３５００トン。他に２千トンというようなことで、他の方は飲む人関係ありませんし、そんなに

必要はないというふうに思っておりますが、飲み水部分ぐらいの３千トンぐらいは必要かなあと。３千

トンぐらいですとですね、先ほど言いましたけれども、水利権というような話しになってまた他のご意

見もあるかと思いますけど、例えば栃久保なんかの３千トン。それ、ほとんど田んぼとかそれから花に

水をやってるような使い方です。ですからそれは前もそうでしたけど、その代わりに諏訪湖から水をあ

げるとか、下に方久保っていうのがあります。それちょっと温度が高いんですけども、それが１４００

トンぐらいですかね。そういうのを代わりに使っていただくと。もちろん以前に比べて田んぼ使ってる

人は大分減っております。ですからその人たちに聞いてもそんなにはいらないだろうというような地元

の人は言っております。そういうようなのを利用するとか。それから市の方でですね、もう昔信大かな

んかで調査した地下水の調査がありまして、それでやってるようですけれども、もっと大々的に全体の

地下水量はどんなふうんなってるかっていうような、そういう地下水調査。もっと広く言えば水文調査

みたいなことをですねきちっとやっていただきたいということを以前からお願いしております。そうし

ますと、例えば今量は少ないですけど南唐沢っていうのは、あれ千メートル近くですか、のところです

ね、そこでも湧水ですよね、あれ。確かそんなようなとこもあるんですよね。中から、千はないんでし

ょうか。９００いくらぐらいの高さですね。確かそんなとこでも湧水でもあるぐらいなんです。ですか

ら、それとさっきの汚染の問題ですけどね、ある一定よりも上っていうのはほとんどなくて、岡谷の場

合は水位がずっと上から天竜川へ向かってほぼずっと川に沿って下りてるようでございます。そうして

特に問題んなった若宮のところはそういう水が特に集まってるところと、いうことで、岡谷市史にです

ねそういうふうに出ておりまして、そういうことから言いますと、少し上の方に今井の方にも結構水が

出てるところもございます。石舟観音とかですね。そういうようなとこもありますので、まだまだそう

いうのを探せば３千トンぐらいならば探せるんじゃないかと思っております。それからちょっとついで

っちゃあ申し訳ない。さっき市長さんの方から人口の話しが出ましたけど、平成２０年っていうことで

すね。２００８年ていうと。平成２０年に６万人ぐらいにしたいっていうお話しでしたけれども、介護

の方のですね予測をちょっと見ましたら平成１６年に５万５０６４人というのがあって、これの方がむ

しろか現実的だなと。市が増やそうということで６万人というのはそれは希望なのかもしれませんけど

も５万５千人という予測をしており、予測っていうかそういうことで計画を立てたりしてる方がこれの

方が現実的だなあと。いうことんなるとそう人口が増えるということはないと。さっきの佐原さんの方

の予測だと相当激しく減っておりますけれども、どちらにしても現実的に見てそんなに人口は増えない

ということがございます。それから先ほど佐原さんの方からちょっと二つばかり汚染された水源が出ま

したけれども、宗平寺っちゅうのと河原町っていうのでですね、平成１１年から急に高くなってんです

ね。２水源だけ。あっ片間町。ごめんなさい。宗平寺と片間町ですね。それで、そこの近くにですね赤
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羽っていう場所すぐ近くにあるんだけど、そこの民間井戸がですねすごく高いんです。うんと高い時も

あったり、基準の５倍ぐらいでしたか、ぐらい出たりしているところがありまして、どうもその辺がで

すねちょっとずーっと落ちてきているのに急にそこから上がってるっていうのが、以前に一応水質汚濁

法でしたか、何かができて、それ以来は本当に本来だったら地下水そんなに汚れてないはずなんだけど

も、そんなに長く経ってから急にそう汚れてくるっちゅうのは、何かまだそこに汚染源があるんじゃな

いかということもこれ考えられるなと。とうことは他の水源は上下はありますけれどもそんなに大きく

動いてないのに、その２水源、さっき言ったように、横河川挟んで両側なんですけど、そのすぐ近くに

も結構高いとこがあったりして、その辺の一帯は非常に調べてみる必要があるなと、こんなふうに思っ

ております。それから、表流水と地下水のあれですけれども、地下水の方がですね水は安定しているし、

本来はおいしい、いい水であるべきで、それが確かに汚染されちゃうと、いったん汚染されちゃうと非

常に大変。ですけど、ただ岡谷市の地下水ちゅうのはわりあい動きが早くて、横河川沿いの４キロをで

すね大体１年半ぐらいで地下水が下ってしまうっていうようなことを前にいらした熊井、先ほどでてき

た大阪市大の熊井先生なんかそういうお話しをしておられたんで、汚染されてもそのままにしておく。

あるいはそこでくみ出すということで、地下水をですねうまく利用して、何かいったん止めちゃってつ

ぶしちゃうとそれっきりですけれども、その後その水位が、じゃない、その汚染がどうなってくかとか

いうことをちゃんと調べるべきなんで、今までのところもそういうことされていないんですよね。だめ

んなったところを。それから他でも汚染されたところの水をくみ出して使ってるうちにまたきれいにな

って使えるようになると。そうやって大事に使ってくということが必要で、なんかちょっとだめだから

もう使い捨てみたいなですねそういう時代ではないと。それは大事に使うべきだというふうに考えてお

ります。 

 

宮澤部会長 

今、笠原委員さんから出た問題で、表流水とそれから地下水の問題がありました。このポイントもす

いませんが次のワーキングの中でお話しいただきたいと思いますし、それからここでもう一回大事なこ

とはですね、この次に２月の５日でございましたか、利水のワーキングを集中的にやります。その時に

は、それぞれのデータが出てくると思います。ですので、そこら辺のところへどんどん、こういうこと

もどうだ、ああいうこともどうだってことをお話ししといていただいて、それで具体的にそういうこと

を、今浜委員さんとこで何千万かけて今作っていただいてるわけでございます。ですので、それぞれの

調査項目、この次にこういうことを準備して欲しいとか、今日出すだけ出していただきたいと思ってお

ります。それで、できたら代案と言いますか、水がいらないんだというお考えならばこれ水はいらない

ということで結構ですが、必要だということんなりますとどっかから持ってこなきゃならないというこ

とになるわけでありますので、そういうところのところまで議論をして示していく必要があるんじゃな

いだろうかなと私自身としては考えております。はい、そういうことで、まず先に中島さん。 

 

中島委員 

先ほど市の側の岡谷市がなぜ水を必要とするか。それはその一つは地下水が汚染されているからだと

いうことと、もう一つは地下水が下がってきているということを指摘されてるわけで。ほいで佐原さん

と非常に詳しいデータを出していただいて、非常に敬意に値するなあというように思っているんですが、

私が非常に気になるのはですね、確か今汚染された水を浄化装置によって、そして規制値以下にして、
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そして配水をしているわけですね。それでそれを岡谷市の皆さん方は毎日飲んでいると。この規制値以

下であってもそれを毎日、何年も何十年も飲んだ場合には一体どういうことが起こるのかと。そこらの

とこは解明されてない面があるわけですね。だから私はとってもそういう面、長くそういうものが飲ま

れた場合に将来的にどういうように自分や自分の子どもたちや子孫にこういう影響が出ていくのかと、

いうことはちょっと非常に不安の感じるとこなんです。ほれで過日３日、４日前に私のところへ一人の

方が電話をくれました。それはどういう方かというと県の鳥獣保護監視員をやってる方でした。ほいで

その方の話ではですね、昨年の８月の１８日。鳥獣監視員って方は月に３回担当の地域を守るそうです。

それで今日何人くらいの人に行き会ったとか、どういうとこでどういうことがあったとか、そういうこ

とを記録をして残しているということなんですが、その人の話ではですね、昨年の８月１８日に大平、

東俣の御柱置き場、あそこに営林署の小屋がありまして、そこに水がきれいな水が出ているとこがある

ん。そこでお昼を食べてそこに１時間２０分いたそうです。ほしてその時にですね、そこへ水をくみに

来た人がですね３２名いたそうです。３２名ね。ほしてその３２名のいと岡谷市の人が２８名。それか

ら下諏訪の人が１名。ほれから名古屋から来た人がいたそうです。それは名古屋で喫茶店をやって、下

諏訪の、あすこの水が非常にいいと、いうようなことで大きなポリ容器を１０本くらい毎月来てもって

いくらしんですけれども、ほいで下諏訪１名だけだったけど岡谷市の方２８名おられたと。これはやっ

ぱりそういう微量であっても規制値以下であっても、そういうことにやっぱり心配しておられるという

ことも言ったそうです。そんなことを考えますと、私はそういう汚染されていない水を飲むことが可能

であるならば、そうにして、した方が市民のための将来のためにもいいのかなあというような気がしま

す。ほいでもう一つ、水源の井戸の低下の問題ですけれども、これはもう社会構造がですねどんどんど

んどん地域が市街化されていくという構造の中ではどうしても避けがたい地下水の減水になっていく

わけですね。これはどうしても避けれない。ほうするとやはり確実に雨露水を取れる対応というものを

やはり市は今から考えていく必要があるのではないかなと、いうように私は思います。そんなことでで

すね、私も洗浄機を今から３２年前から扱ってます。私は百姓もやったりそういう商売もやってるんで

すが、ほいで今から３０年前っていうのはですね、ほとんどトリクレンを使っていました。そうしてト

リクレンが非常に毒性が強いということで、トリエタンが。そしてそのそれよりもっと害の少ないフロ

ンというようなものが生まれてきたわけですね。ほいで大きな会社なんかではきちんとした洗浄機を使

っておられていたわけですが、小さな町工場、あるいは中堅企業以下のようなとこ、あるいは管理上大

きな工場でも管理状態の悪いとこっていうのは本当に液が汚れてくるとどんどんそこら辺まいて捨て

ていたという事情があります。ほいで特にちっちゃなところではですねそういう洗浄機ないもんですか

ら蒸留再生して使うことができないわけ。従って、おけみたいなものに液を入れて、それでそれせんで

そのかごへわくを入れて、そしてザブザブってやる。そうするとすぐ汚れちゃうもんだからそれをやる。

捨てちゃうと。いうようなことで大体私どもの考えでは月に洗浄機を持っておられるとこはですね、手

動式の洗浄機であっても、月にドラムで３本から５本。これが常識的な数字でした。だから１日に何百

かごも洗うようなところはものすごい量を使ってたわけですね。ほいで従ってそういうようなものが半

分くらい捨てられちゃったりする。ほいで洗浄機をきちんとした洗浄機を持ってるところ。私がその扱

うころからようやく排気ということを法で規制されてきました。ほれで法で規制されてきましたんで、

従って洗浄機を使って、そして排気装置をつけて、そして使用しなさいよと。こういうような法令が出

てきましたですね。ほれでやはり直接トリクレンだそいういうものの排気ガスを吸いますと、まず作業

者が肝臓だとか腎臓やられちゃうわけですね。私はそういう人を何人も見てきました。ほいでそういう
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ところで働く人たちっていうのは非常に発言力の弱い人たちがやらされていた傾向があると。だからそ

の人たちは自分が生きてくために我慢をしてそういう職場に耐えた。ほいで最後は体がボロボロんなっ

て会社を辞めざるを得ないと、いうようなそういうような悲劇的なこともあったわけですね。ほれでこ

のもう一つ問題になるのはですね、その洗浄機をきちんとした洗浄機を入れて排気装置をつけましても

ですね、その排気されたガスがまた雨によってまた地下浸透おこす。この悪循環を繰り返している。だ

から今は県によっては排気ガスを処理しなさいという厳しい条例を持ってるとこもあります。そうでな

いと同じことを繰り返す、排気ガスで出しては、作業者は直接その害を受けないけれども、排気された

ガスは雨水、雨によってまた地下浸透をする。そういうこと。それが地下汚染につながってるというこ

とんなってしまうわけですね。だから基本的には将来的にそういうもう有機、有毒な有機溶剤は使わな

いというようなことで、今は新しい炭化水素系の洗剤、あるいは水溶系の水系の洗剤がようやく出てき

ました。ただ例えば炭化水素系の洗浄機を入れるということを１台２千万は最低か掛かっちゃうわけで

すね。そうすると今この不景気の中でそういうことはどうしても対応できない。そのためにまだまだ零

細企業ではたくさんトリクレンを使ってるのが実情なんで。だからそういうことまで基本的に解決しよ

うということであれば、それに対する入れ替えをする時にたくさんの助成をしてそして入れ替えやすい

ような対応も今後は考えていく必要があるだろうなあと、いうように思っています。大体そんなとこで

す。 

 

宮澤部会長 

はい、中島委員さんから、重要なお話でございますが、現在もトリクロロエチレンを使われてると。

これを使わないような形をすることもこれから考えていかなければならないんじゃないだろうかと、こ

ういうようなお話しでございました。はい、それはそうとして、他に、とにかく今こちらの方へ今日は

出していただくわけでありますから、ここで今日はこれから具体的な案は後で結構でございますから、

質問点とかそういうようなことをどうぞお出しいただきたいと思います。はい、武井委員さん。 

 

武井秀夫委員 

今、岡谷の水の問題がかなり詳細な意見陳述やいろいろあったわけなんで、それに集中していただき

たいんですけれども、下諏訪の水について１、２点、利水千トンについての見解を皆さんにアピールを

さしていただいてよろしいでしょうか。 

 

宮澤部会長 

いいでしょうか。岡谷のやつじゃなくて、そっちいって。さっき武井さんからそっちへ集中してほし

いってこういうことでございましたんですけど。 

 

武井秀夫委員 

あれば、なければ。 

 

宮澤部会長 

じゃあ岡谷の関係について集中していかがですか。はい、西村委員さん。 
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西村委員 

ありがとうございました。やっと順番が回ってまいりました。確かに水の問題、特に飲み水なんです

けれど、命の水と言われるくらい大切なものであって、それの安定供給っていうのは当然行政としては

やらなきゃいけないだろうというふうに思っておりますが、この佐原さんのレポート見ながら話しをさ

していただくんですが、将来的に水が減ってくだろうという予測を、取水能力ですけどね、減ってくだ

ろうという予測をしております。人口もそれによって減ってくわけですけれど、それだから足りてるん

だという論法なんですが、この人口が減っていくという将来予測について行政がそういう予測ができる

かどうかと、私は非常に疑問だと思うんです。市民に対して、今５万５千人いる人口が１０年後には４

万人になりますよというふうに市民に言った時に、岡谷市っていうのは衰退の一途をたどっていくって

いう形になっていっちゃうだろうと。そうすると市民も当然いろんな面で税金も高くなるだろうし、地

域としての活力がなくなっていく。これはどこの市町村でも人口増を望んでるわけですね。これは行政

の立場として当たり前のことであって、これが希望論という言い方がいいのか、理想論という言い方が

いいのかわかりませんけれど、行政としてはそういう予測をせざるを得ないと。ただ今お聞きすると６

万人という予測の中で、先ほど笠原さんが言うように５万５千という予測をしてるどっかの部分もある

ようですけれど、そういった整合性を図っておかなきゃいけないと思うんですけれど、低くやっぱし将

来を予測するっていうことは行政の立場ではできない。現実的に見ている我々とか皆さんっていうのは

やっぱ現実論でもの言いますから、どうしても人口はそんなに増えねえだろうと、いうふうにわかるわ

けでございます。ただそこのギャップというのは出て当たり前であって、行政としてはやっぱ６万人な

り５万７千人なりという、今より地域を活性化するために人口を増やしたいという理想を立てるのは当

たり前だろうというふうに思います。そこでまず一つギャップがあるわけでございますけれど、将来的

に今地下水に頼っている井戸水がどんどんどんどん減っていくだろうというふうに予測されるている

わけですが、そういった面で行政の立場としては人口が増えていく、水が減っていっちゃう、さあどう

しようかということんなるとどっかで水を欲しがるわけでございます。たまたま今経過を聞くと昔から

の約束で東俣からもらうんだということでございますけれど、下諏訪では水がたくさん降った時に洪水

になっちゃって困る。さあ水を、要するに余って困るからそれを岡谷にやればそれはいいだろうという

短絡的な考えもできるわけでございますけど、そういう簡単な問題ではないだろうと、いうふうに思う

わけでございます。もう一つは実はトリクロロエチレンの問題につきまして、先ほど中島さんの方から

も話しがありましたが、私もあんまり化学はわかりませんので、インターネット等で調べさしていただ

きました。実はこれは大気汚染の物質でもあるというふうに載っておりまして、非常に分解しにくいわ

けでございます。バッキをして大気に流していっても今度は大気汚染をされていると。そういった現状

が果たしてわかっているかどうかわかりませんけれど、バッキで分解をしているんですけれど、１ミリ

以下の低濃度による浄化能力っていうのは非常にバッキでは低いと。要するにコストが高くつくという

ふうに実は国立環境研究所の方のインターネットでございますけれど載っている。実はその中で土壌微

生物、要するにバクテリアがその分解をするんだということで、これは非常に安価でできるという、実

はレポートがありました。こちらの方についても研究をされているかどうか。これは地下にあるトリク

ロロエチレンに別の井戸を掘ってそこにバクテリアを流し込んでやると中で全部トリクロロを食って

しまうと。上がってくる水はきれいなものだということが非常に安くできるよというふうに書いてござ

います。こういった方法も実はひとつ考えていただければ有り難いな、特にワーキング部会の浜座長に

お願いをしておきたい。いうふうに思うわけでございますが、あとは税金、税金じゃないですね。水道
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料。水道料が上がるというような話しもございました。これは人口が減っていくと水道料どころか固定

資産税、市民税がどえらく上がっていくだろうと。いうふうに実際には予測されるというふうに思いま

すので、総体的にものを考えていただければもっと違った見方も実は出てくるというふうに思うわけで

ございます。いずれにしても水不足ですから、これからまた森林の話が出てくるでしょうけど、森林の

保水力を高めるような方法だとか、あるいは家庭に１本でも木を植えて保水を高めるだとか、透水アス

ファルトをしましょうという話が出てくるとは思うんですけれど、そういった費用対効果っていうもの

もこれから検証をぜひしていただきたいというふうに思います。以上です。 

 

宮澤部会長 

今、新しい提案で、要するに今の状況でなるべく治水、いい水が地下に浸透するようにすることも大

事なんじゃないかと、こういうようなお話しもございました。浜座長のほうで多くなりましたですけど、

よろしくお願いしたいと思います。他に、いいですか。お二人になりましたですけど、それじゃあ高田

委員さん。はい。 

 

高田委員 

今日は話題に全く上ってないんですが、節水を徹底して欲しいと思います。これはばかにならない値

で、四国とか九州の雨の少ないとこでダムがつくれないとこの１日の水量いうのは３００何十リッター

ですね。２８０リッターいうとこもありました。ここではこれは県からいただいた資料によりますと、

平均給水量は５００リッター。７００リッター。将来７００リッターとか、そんなん大きな値になって

るんです。だからこれはこのまま…これはもちろん市民一人ずつの問題でもあるんですが、ピーアール

はちゃんとして欲しいと思います。 

 

宮澤部会長 

節水の問題出ました。これもこれからの論議の中にあると思います。よろしくお願いいたします。は

い、佐原さん。 

 

佐原委員 

先ほど太田部長さんから３年ごとの値上がりは確実っていうのを訂正して欲しいというお話しがあ

ったんですけれども、市役所へ行ってお話しを伺いました。その時に急に値上がりすることは市民生活

も考えてできないと。それで、なぜ最初に２５％だけなのか。なぜこんなに低いのかと伺いましたら３

点おっしゃったんです。施設は一遍につくらなくて徐々につくっていくからと。それからもう１点は返

済の据え置き期間が５年ですか、あるからと。それからもう一つは最初から１万トン配水するんじゃな

くて徐々に増やしてくから最初は２５％であって、段々に上がっていく。けれども永久に上がり続ける

んじゃなくていつかは止まると、そういうお話しでした。それから市長さんが安心して飲める水、トリ

クロロじゃなくて、東俣の安心して飲める水を欲しいとおっしゃって、それはわかるんですけれども、

東俣の水は今はきれいだけれども、ダムにすればそこに有機物、落ち葉とか枝とかがたまって腐って、

その有機物と塩素が化合してトリハロメタンというものができるわけですね。ですから、トリクロロエ

チレンからトリハロメタンに移行したんじゃあしょうがないと。それからトリハロメタンの他にもＰＡ

Ｃという凝集剤を水が汚れれば汚れるほど使わなきゃいけないから、その残留問題。アルミニウムの問
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題も起こるし、それから塩素で死なない原生動物っていうのもありますので、トリクロロが怖いからこ

っちへいけばいいんじゃなくて、そっちへいったらいったで新たな汚染問題が起きるっていうことを十

分認識していただきたい。年数が経てば経つほどその問題は大きくなるということです。それからもう

一つトリクロロエチレンがあるから２水源を閉鎖するっていう話しでした。そういう予定を伺いました

けれども、閉鎖すればすむ話しじゃなくて、地下には依然として汚染物質があって、もし閉鎖して揚水

を止めれば、その汚染は地下水脈に沿って地下の低い方へ流れて行って他の水源を汚染するわけです。

ですから絶対にそこの水を上げることを中止しないで上げ続けて地下の汚染をなるべく外へ出して欲

しい。もし上げた水が非常に汚染されてたら別の用途に使うと。そういうような手もあるわけです。例

えば東京都の三鷹市では汚染された水、水質基準の５倍くらいでしたけれども、その汚染された水を上

げ続けて、最初は下水道へ流しててその間にその井戸の工事をしました。浅いところから汚染物質が、

浅い地下水から入るから、そのケーシングと言って鉄管の間のすき間をコンクリートで埋めるとか、そ

れから高度浄化施設をつくるとか、そういう手当をして、今は十分にその水源でやってます。一方府中

市というところは水源を閉鎖してしまいました。そしたらその汚染が地下の低い方へ広がりまして、国

分寺市とか小金井市の水源をどんどん汚染して広がって行ったわけです。ですから水源が汚染したら絶

対に閉鎖しないで、水は上げ続けなければいけないと、そういうことです。 

 

宮澤部会長 

今、環境面のお話しもございました。ダムの水は危険だというお話もありました。この次の時までに

そこら辺のところがすぐ佐原さんの言われるような状況になるのかどうか。断定的にお話しがあったわ

けでありますが、お話をお願いしたいと思います。他に、岡谷の方先にいきたいと思いますが、岡谷の

人。岡谷の意見ありませんか。岡谷の関係で、はい、武井さん。 

 

武井美幸委員 

ダムが汚染されるっていうことをこの間のちょっと新聞を… 

 

宮澤部会長 

あのう、すいません。そのことにつきましては次の時にですねちゃんとしたご報告をですねワーキン

グの方からお願いすることになっておりますので、よろしゅうございますか。 

 

武井美幸委員  

はい、いいです 

 

宮澤部会長 

それと、もう一つ、佐原さんにお願い、お聞きしたいんですが、先ほど山梨日日新聞のダムが４０％

オーバーしたというところですが、あの資料はですね、要するに起債分も入れてですか。それともどう

いう比べ方になってんですか。要するにそこのところちょっと誤解があるのか。もう一回ちょっとご説

明いただきたかったのは、先ほどの説明の中でですね、ダムが１４％ずつ、１４０％ずつ全部延びてい

ると。山梨の場合はですね。それは現状計画の時の状況は、例えば今回も、今ダム２４０億っていうこ

とになっておりますけれど、起債も考えて最終的な支払いは３００億近くなりますね。他のところも例
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えば放水案にしても当初４４０億でも計画でも最終的には起債案で何十年度の起債するとそれが５０

０何万に膨れあがるんですけど、そういうようなことも全部含まれてのデータかどうかだけちょっと確

認をさしてください。そうじゃなかったらまたこちらの方で確認しますけど。 

 

佐原委員 

ここに書いてあるのでは…、 

 

宮澤部会長 

それは確認されておいでになりますか、なりませんかっていうことです。 

 

佐原委員 

確認はしてません。 

 

宮澤部会長 

じゃあ、それじゃあちょっとそのデータの内容のことについて信憑（ぴょう）性がありませんので、

またちょっと調査してみてください。他にありますか。はい、下諏訪の関係でいいですか。じゃあ下諏

訪の水に移らさしていただきますが。どうぞ下諏訪の水、お願いします。 

 

武井秀夫委員 

えらい下諏訪の水で競合してしてますけれど。下諏訪の水についてどうしても今日お話しをしなくち

ゃいけないことがあるんです。今下諏訪は１万８千トンの水量を確保しておりまして、企業の流出だと

か人口減によって現在こう間伝えられるとこでよると水が１万トンくらい余ってるんじゃないかとい

うことが言われております。それでですね私が申し上げたいのは、この下諏訪の１千トンの水をですね、

下諏訪はどうしてこの１千トンの水に集約したかっていうことを、先ほど部会長の方から事務方の方へ

資料を提出せよとおっしゃったんですけれども、私のところの資料では６１年の１２月、岡谷市より１

万トンの利水要求の申し出があって、６２年の１１月に岡谷が日量１万トン、下諏訪町が日量１万トン

という利水を、下諏訪町…５千トンという利水を下諏訪町の全員協議会が７項目の要望を伏して承認し

たという経過があるんです。それまでの先ほども米山さんも触れましたけれども、治水ダム、その時の

治水ダムの事業費は当時の計算で１７５億円。それが治水だけでは予算的な部分が不都合だということ

で多目的ダムで２７０億円に変更したという推移があります。６３年の６月に利水参加による確認証の

提出を県・岡谷市・下諏訪町が１０月行いまして、下諏訪町がダムからの５千トン日量の利水断念をし

たわけなんです。その原因というのは上水道施設の漏水対策で有収率を現在、その時の現在の６６％か

ら７０％に上げれば新たに５千トンの水が生まれると。万一の場合は新和田トンネルから下諏訪側に流

れてる５千トン以上の水を利用できるということで、この決断が将来町民にとって最善の方法であると

確信するということを町議会でも２カ月にわたり慎重審議を行ったところで、６３年の１２月２１日に

さらに全員協議会で同意して同日下諏訪町は国・県・岡谷市に確認証の取り下げを文書で通告したとい

う推移があるんです。この原点は平成元年２月２４日に下諏訪町が発行いたしました「広報しもすわ」

の記載の事実から私が引用しているわけなんです。平成元年の９月に利水参加について県と協議をして、

県から利水参加の要請が盛んに行われたということで、１１月諏訪建設事務所から利水参加の再要請を
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行ったと。平成２年の３月に下諏訪町町議会定例会で当時の町長が岡谷市等の状況を見ながら高度の政

治的な判断で最終的な結論を出したと。再びここで利水参加をしたという、そういう政治的経過がある

わけなんです。従いまして千トンの水というのは、１万８千トンのうち１万トン余ってるやもしれぬと

いう下諏訪の水状況の中では千トンの水は全く必要でないと私は思いますし、この政治的な経過の中で

千トンの利水参加ということがなされたというのは、「広報しもすわ」で明記してあるということなん

です。その１点と、それから水利権のことについて、浜委員にお聞きしたいんですけども、第２回の砥

川の部会の時に私たち現地踏査をいたしました。新和田トンネルのとこに１２００トンがあると。そう

いうことでその時にも浜委員にお願いしたんですけども、水利権の問題がここでどういうふうなことで

なかなか整合性のある意見が出ないのか、その辺を調査してくれと言いましたら、その時に新村委員が

この水利権の問題は大変非常に複雑な経過があると、いうことで、その現地説明のところでは１万２千

トンが既に砥川水系に入ってしまったから、そこからすぐ千トンとか１万トンを取るというのはなかな

か至難の業であるということだったんです。ですから浜委員にぜひこの点をどんな形でクリアなさるの

か、岡谷は自立水源都市を目指しておられるし、佐原委員、それから笠原委員、それから林委員の話を

聞くと、様々な分があると思いますけれども、とにかく財政的な負担を考えずして利水はなかなかでき

ないと。先ほどの佐原さんの話ではダム水は１トン１７７円であると。当時私たちが平成７年の時は１

日１４６万円と言いましたから、それよりさらに上がっていると。そうするとこの利水参加に関しては

かなり高い水を買わなくちゃいけないという財政負担があるとすれば、その点は今度の財政ワーキング

グループの問題だろうと思いますけれども、大変なことだろうと思います。従ってお願いしたいのは、

２４０億円というのがこれは先ほど申し上げました６２年の１１月の時点で多目的ダム２７０億円。そ

れが３０億カットされて２４０億が既に十幾年続いているわけです。私は常識的に考えてこの２４０億

が一人歩きしてるけれども、これは先ほどの佐原さんの新聞の記事の、よりますと、４０％上がってる

と。山梨においては。そうすると下諏訪の水は、下諏訪じゃない。下諏訪のダムの建設費は４０％を加

味すると３３０億円くらいになると。従って全部のところに締め付けがくる。しわ寄せがくる。従って

１７７万、１日量１７７万の水ですね。その料金よりさらに上乗せんなるということが果たして整合性

のあることなのか。先の浄化装置うんぬんということを加味してけば、岡谷は自立水源都市で細かいフ

ォローをしてければクリアできるんじゃないかということがありますので、その点も下諏訪とリンクし

てご検討をいただきたいということです。 

 

宮澤部会長 

はい。今のお話しございましたんでそれぞれお願いいたします。あとそのような形でお受けしたいと

思っております。スケジュールがあるという方もおいでになります。他にありますれば、ご意見、これ

調査して欲しいとか。佐原さんの言われたのまだちょっとデータ的にはっきりしておりません。そのこ

とを言われてそれをベースにして話されても起債的に、お金っていうのは必ずそのくらい膨れるように

事業っていうのはなっておりますから。終わった時はですね。その分、余分にお金を借りて３０年起債

なら起債を借りて、それで事業をするわけですから。２４０万…どの事業も他の事業もすべてそうです

が、当初よりも増えるのは当たり前であります。どうでしょうか。宮坂委員さん。今の関係の水のこと

についてどうぞ。ええ。なるべく６時までには終わらしたいんですが。ええ。はい、どうぞ。 

 

宮坂委員 
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地図を出さしていただいてよろしいですか。 

先ほど中島委員がおっしゃられましたし、岡谷市民の方にもよく、ちょっと検討しておいていただきた

いんですが、決して東俣川のですね水が…今は安全です。ただ将来にわたってこれが汚染されないかと

いうことこの懸念がございましてこれを問題提起したいと思います。もちろんここのダムの水のことを

私は言っているわけではありません。ここにございます。ちょっとよく見えないんですけれども、産業

廃棄物最終処理場というのがございます。この大きさがですね１万５千平方メートル。下諏訪球場でい

いますと約１．５倍の広さのところがございます。これは昭和６２年に建設されまして、１１月から供

用を開始しております。何を捨てているかといいますと、諏訪湖流域、広域流域下水道のですね、最終

汚泥をここで処分して、しました。これを１０年間です。それでこの量がですね５万トン…５万８千５

６０トン。従いまして深さ約５メートルですね。はい、（宮澤部会長 管理型ですか）管理型です。は

い。これが存在しています。それでですねこの地図を見てもらいますと、ここに堰堤がありまして、等

高線をこうたどりますとですね、万が一漏れた場合ですね、漏れた場合はここをこう通って東俣川に影

響を及ぼすだろうと私は思います。これのこの距離がですね約８００メートルです。約２ミリの厚さの

保護シートですか、それがまあやってあるわけですけれども、果たしてこれが半永久的によろしいかと

いうこと。これが漏れればですね必ず東俣川に影響を及ぼすと思います。この辺を精査していただきた

い。これは決してトリクロロと同じようなものがあると思うんです。この、汚泥はですね、実は汚泥を

調査をしろと、ダイオキシンについて調査をしろという要望を出しましたが、これは町によってその必

要はないということで処理されております。 

私の問題提起したいことは、ここをまずどのくらいどういった汚水が流れているかということ。それ

からこの汚水の管理をするために、約８カ所の沢で、９カ所ですか、ちょっとすいません、はっきりわ

かりませんが、その沢で水質検査をしております。その結果も公表をしていただきたい。ちなみにです

ね、ここの処理場から当然管理型ですから雨が降りますと流出するわけですね。その水はですね、今は

ですね、ここに下水道を掘りまして、ちょっとこの地図よくわからないんですが、この右側の方を通し

てもう一度下水管で豊田の方に戻しております。そういった状況があります。これを岡谷市民の方はよ

く認識しておいていただきたい。決して将来にわたって安全な水とは言えないんではないかと、私思う

わけであります。以上です。 

 

宮澤部会長 

ちょっとその中で、もう一回ダム位置をちょっと確認してください。 

 

宮坂委員 

えーとですね、ダム位置、蝶ヶ沢の発電所ここにございますから、ここですね。はい。 

 

宮澤部会長 

そうすっと、問題にんなってるダムからの、東俣の水を持ってくることが危険だということのことに

はないですね。（宮坂委員 それとは違います）関係ないですね。（宮坂委員 それとは違います）、は

い。他にいかがでございますか。はい。大分時間も回っておりますので、はい。 

 

笠原委員 
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資料ってさっき言っていただいたので、これは岡谷の武井委員さんには怒らえるかもしれませんけど

も、横河川からですね農業用水でせぎでもって取っておりますけども、そこの、以前取ってた時と今と

相当耕作面積っていうか、それが変わってきていると思うんですけれども、ちょっとその辺を教えてい

ただきたいと思います。 

 

宮澤部会長 

要するに、農業用水が余ってるんじゃないかと、こういうことですか。 

 

笠原委員 

簡単に言えばそういうことですけど… 

 

宮澤部会長 

はい。水利権ということも念頭に入れてのご質問ですか。 

 

笠原委員 

そうです。 

 

宮澤部会長 

それは、武井さんにその水利権を譲ってもらえるかどうかって、そういうことですか。 

 

笠原委員 

いやいや、そんな個人的に…そういうことじゃなくて、一体どうなってるのかと。実際に以前は例え

ば５ヘクタールだったと、水田が。ところが今一体どのぐらい使われているかということを知りたいと

いうことです。お願いします。 

 

宮澤部会長 

武井さん、それいいですか、お答え。もしあれだったなら違う幹事会の方から答えてもらいますが。

はい。じゃあ、幹事会の方で（武井美幸委員 ええと、あの…）後で結構ですか。じゃあ（武井美幸委

員 そのいろいろとね、ちょっと）それじゃそれは後でいいそうですので（武井美幸委員 そうですか、

はい）、後であれしてください。個々にお話があることなら、どうぞ個々にお話ししていただきたいと

思います。よろしゅうございますか。はい、どうぞ、植木委員。 

 

植木委員 

確認です。すいません。ひと言だけなんですが、先ほど岡谷の方で水の１万トンのですね経緯の説明

があったわけですが、先ほど話を聞いてると、砥川の１万トンの水が利用できるんだよという話があっ

て、その結果この需要がこういうふうにできたのか、それとも最初からやはり水が必要だから１万トン

という計画を立ててるのか、その辺をちょっとお聞きしたいと、確認したいんですがいかがですか。 

 

宮澤部会長 
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その件はよろしゅうございますか。下諏訪の幹事会の方で、後日にしますか。どちらでも結構です。 

はい、後日その件も全部併せてというふうにさしていただきますが。次の２月の５日の集中論議の中に

は、それぞれ今出されていただいた要望点をそれぞれワーキングの方でご整理をいただく。またそれぞ

れの岡谷市、利水の問題はですね各町村がからんでまいります。県というよりも特に岡谷市、それから

下諏訪町、ここのところになってまいります。それからこの利水の問題についての費用負担はほとんど

市町村ってことんなっておりますので、そういう問題点も含めてこれのところにはなってわけでありま

す。岡谷市さん、下諏訪町さんそれぞれのご意見があろうかと思いますので、それも次回のときにまと

めていただければとこんなふうに思います。 

先ほどお昼の時にですね３点、治水の関係で流水のことについてのご質問がございました。これは大

事なところでございますが、先ほどの流水の問題のことについては、答えが出ているところがございま

したら、幹事会の方でお話ください。それがなかったら次回にしっかりとした答えをお出しいただきた

いと思いますがいかがでございましょうか。はい。どちらで、お二人手が挙がっておりますが。カバー

率のことは聞いておりません。はい。はい、そいじゃあ米山課長、お願いします。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

浜委員さんから出されましたシュミレーションのですね、左岸と右岸の、まあ決壊した時のですね、

想定氾濫でいくらかという試算でありますが、右岸の場合が３７５億２千万。よろしいですか。左岸が

４１７億５千万。それでトータル７９２億７千万になります。費用対効果は３．２５になっております。 

 

宮澤部会長 

はい。それまた後でペーパーでいただけますか。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

はい。他については後日ということでよろしくお願いいたします。 

 

宮澤部会長 

はい。他にあと２点ありましたですけど、わかっているものがございましたら。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

いや、一応マニュアルに沿って、氾濫の時にですね、トータルで出だすってなってますんで、その数

字を…先ほどすいません。 

 

宮澤部会長 

つまりそれは、今のお話は片側じゃなくて両側でわっと出たときにどうだっていうことですね。 

 

諏訪建設事務所 米山ダム課長 

ええ、質問はお金だけでしたんで… 

 

宮澤部会長 



 - 122 - 

はい、わかりました。他にありますか。 

それじゃあ、残りの二つの問題ありますね。よろしゅうございますか。確認ですが、その二つの問題

と基本高水のカバー率のところの問題も併せて次のときにしっかりとしていただきたいと思いますが、

よろしゅうございますか。よろしいですね、はい。 

はい、どうぞ。危機管理室長。 

 

高橋危機管理室長 

ちょっと、先ほどの灯油の漏えいのことについてよろしいでしょうか。委員の方からですね灯油の漏

えいは川に流してしまった方がいいんだと、地下に浸透させるよりはいいよといいましたが、それは全

く違う話でありましてですね、灯油にかかわらずですね、まあ例えば危険物と言われたようなものでも

ですね、まずその施設から出さないと。出した場合にも防油堤なんかで止めると。それでもだめな場合

にはせめて自分の敷地ん中にとにかく押さえてくださいと。一時的に漏れたものはですね、後地下浸透

ってのはそんなスピードが早くありませんから、土をほじくり返してで処分すればですね、非常に安全

に処理できます。そうでなくて流れてしまえばですね、下流に行っては灯油だけでなくても下流の方々

に次々迷惑掛けますんで、流した方がいいということは、絶対に私…故意に流せばもちろん、消防法と

かあるいはその他の法律の違反になりますんで、そこんとこは皆さんにご承知おきを願いたいと思いま

す。 

 

宮澤部会長 

それは、佐原さんの先ほどの、悪いのを出しちゃう。 

 

高橋危機管理室長 

ええ、悪いのを出し…、さらにバッキするという話はちょっと別にありまして大量に出たような場合

ですね。テレビでなんとかって話ありますが、それは長期的に、例えばトリクロのようにですね、ずー

っと流してしまうとか、あるいはどっか精油所でですね配管の中…地下配管からしばらく漏れている、

あるいは廃油をそのままですね構わず流してしまったと、そういう長期的にやって地下にずーっと浸透

したような場合のことをテレビでやってたんだと思います。はい。 

 

宮澤部会長 

今、室長の方から補足がございましたが、よろしゅうございますか。 

それでは、本日はこの程度にさせていただきたいと思います。それで２９日。２９日に次回、集中的

に治水の問題について論議をさしていただきたい。今日新たにですね地質を中心に今までの国土交通省

が調査等決定に至るまでの中で、通常的なパターンのお話を、地質のことを含めてお話ししていただく

と同時に、松島委員さんのおっしゃられていた地質問題のところで相互で意見交流をしていただくと。

こういうことも含めてスケジュールが入りました。皆さんにお手元にお配りをさしていただいた時間は

１時だったかと思いますが、事務局よろしゅうございますか。ちょっと確認してください。 

 

田中治水・利水検討室長 

結構です。１時。２９日、午後１時からということで、下諏訪総合文化センターでございます。 
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宮澤部会長 

はい、そういうことでございます。今日もう６時でございます。相当遅くまでかかるなあと、私も想

像するところでございます。十二分にご論議をしていただきたいと思うところであります。それから公

聴会。利水の意見をまだ聞いておりません。ですので、今日も大変傍聴の方大勢お越しいただいて、水

の問題のことについての不安をお持ちだということも十二分によくわかります。こういうような皆さん

のご意見をお聞きする場を作りたいということで、２月の３日、９時３０分から１２時３０分までの３

時間を予定をいたしました。このことについて、よろしゅうございますか。委員の皆さんからもう少し

詰めてからの方がどうでしょうかと、こういうようなご意見も始まる前にもいただきましたけれど、そ

ろそろ今日傍聴に来られた皆さん方も言いたくてウズウズされてらっしゃるんじゃないかなという気

が私はするわけで、このとおり進めさせていただきたいとこんなふうに思うんですがいかかでございま

しょうか。よろしゅうございますか。はい。それじゃあ、そんなことでお願いをしていただきたいと思

います。 

はい、武井委員さん、どうぞ。 

 

武井秀夫委員 

部会長、一つ確認なんですけれども、先日いただいた砥川部会の日程案でございますね。これを全部

見てきますと、第９回の部会が２月２４日または３月２日に、まあ場所等とは未定なんですが、かねて

部会長さんが強調しておられた、公聴会は１回に限らず２度３度でもやりたいというスタンスを採られ

てましたので、じゃあ治水についての公聴会は予定されますでしょうか。その点だけお聞きしたいんで

す。 

 

宮澤部会長 

はい。これも皆さんでお話をさしていただきたいとこでありますが、一応の案ですね。私の考えがち

ょっと間違ってご理解してらっしゃる方もおいでんなられるかと思いますけれど、一つに今日の雰囲気

をお感じになられてですね、一つの案に収れんすることは難しいと思うんです。二つ以上の案になると

思うんですね。その案について、例えばカバー率の場合は１００％を採った場合とそうじゃないパーセ

ンテージを採った場合。こういうもの一体どうなんだろうということをやっぱり流域住民の皆さんに示

さなければならないと思うんです。それで、水の問題もそうであります。例えばトリクロロエチレンを

とばした水でいいのかどうか。新しい水源の水がいいのかどうか。まあこれは今単純な話ですよ。これ

ですべてじゃありません。もっといっぱいあります。それは一つの例だけ挙げただけです。それを住民

の皆さんにお示しして少しまとめたものをですね、それをお示しして、ご意見を承って、そして再度こ

の部会で受けて決める必要があると思うんです。ですので、私はこの前も申し上げましたようにそうい

う意味での三つの案っていうことでいて、二つでも結構でございますが、案を流域住民の皆さんに示し

て、それで意見をお聞きして、そして部会としての一つの最終的な方向性を出していきたいと考えてお

ります。ですので、２週間の間にですね、私は公聴会を開いた方がいいと思っております。ですので、

それについてそういう結論、方向性と言いますか、案ができた段階で、それを一般の人たちに公表する

と同時にそこで要するに意見を言っていただく機会をつくっていった方がいいんじゃないかなと私は

思っております。この次の２月の２９日のときには、先ほどから、皆さん方から、中村委員さんからも
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特に私のとこ言ってまいりました、財政の問題であります。先ほど起債というお話も申し上げました。

起債が掛かりますので予定よりも膨らみますよというお話も申し上げました。そこら辺のところも含め

て、それぞれの代案の中を絞らさしていただければ、要するに財政ワーキングといいますか費用はこの

くらい掛るんだよというような問題を論議していきたいと思っとります。それでこの前、委員の皆さん

から財政ワーキングに対してですね、私財政ワーキングの委員でございますので、そこの中で本当に代

案がやっていただけるんでしょうかという、前回、部会としての意見が出ましたので、そのことも次の

２８日の財政ワーキングの中でお話をいただきたいとお願いをしてあります。２９日の日にはいただけ

るだけ出ささしていただきたい。それでもってみんなで議論をして案をぐーっと絞り込んでいきたいと

考えております。その絞り込みの案には、今日も高田委員さんもいろいろな意見がございましたし、皆

さん方のここの意見もございます。それを総トータル的にこの２９日の日に考えていきたいなと、こん

なふうに思っておりますが、いかがでございましょうか。 

 

武井秀夫委員 

それではですね、部会長さん。要は、試案に対す住民検証等募集しながらですね、それで第２回治水

に関する公聴の選択肢はあり得るということなんですね。 

 

宮澤部会長 

ええ、どうでしょうか、皆さん、今日ここで委員の皆さんが３名ほどお帰りんなられている方もお

いでんなりますけど、私はした方がいいんじゃないかなという意見を持つ人間でございますが、次の２

９日までに皆さんのご意見をお聞かせいただければよろしいんじゃないかなと思うんでございますが、

いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。はい。それじゃそんなことでご了承いただいた

ということでよろしくお願いしたいと思います。 

大変長時間になりました。今日は９時３０分からほとんど休憩も取らないで６時を回りました。大変、

このような素晴らしい論議だと。先ほど政策秘書室長さんや危機管理室長さんと、非常に珍しい会議で

有意義だねっていうような話をしたところでございますけれど、そんなようなことで、いろいろあろう

かと思いますが、そういうものがございましたり不明朗なところがございましたら、事務局なりにお話

をしていただきたいと思います。 

それからまた、傍聴の方にお話をします。どうぞ傍聴の皆さんも、いろんなところで私どもインター

ネット等拝見さしていただきますが、質問等がありましたらしてください。ただ数字が間違ったり、発

言内容、私も見していただく中で若干違っておもて出ているようなものもございました。その人の発信

者の信用の問題にもなると思いますので、もしそういうようなことがありましたら、事務局の方へもお

聞き届け、問い合わせいただければと思います。 

長くなりました。それじゃ、そんなことで、どうか無事にお帰りいただけますようにお願いしまして、

今日の、第５回目ですか、の部会を閉じたい、閉じささしていただきたいと思います。ご苦労さまでご

ざいました。 

 

 

 

 


